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　本年４月１日から診療報酬が改定されます。本書は、今回の改定に関する資料を令和４年３月４日
時点でまとめたものです。今後、変更がありうるため、引き続き官報及び通知・事務連絡等の内容を
改めて確認する必要があることにご留意ください。

令令和和４４年年３３月月４４日日公公布布・・告告示示・・発発出出のの主主なな法法令令・・通通知知等等（●を付したものを本書に収載） 

〔省令〕●保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部を改正する省
令（厚生労働省令第31号）

〔告示〕●高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付
等の取扱い及び担当に関する基準等の一部を改正する告示（厚生
労働省告示第52号）

〔告示〕●療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大
臣が定める掲示事項等の一部を改正する件（厚生労働省告示第
53号）

〔通知〕医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目
の分かる明細書の交付について（保発0304第2号）

〔通知〕「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大

臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働
大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改
正について（保医発0304第5号）

〔通知〕保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第６関係）及び保険薬
剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第14関係）に係る留意事項に
ついて（保医発0304第8号）

〔省令〕健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（厚生労働省令
第30号）

〔通知〕健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等につい

て（保発0304第5号）
〔告示〕●診療報酬の算定方法の一部を改正する件（厚生労働省告示
第54号）〔医科及び調剤・新旧対照表形式〕

〔通知〕●診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に
ついて（保医発0304第1号）

〔通知〕「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等

について（保医発0304第7号）
〔告示〕●基本診療料の施設基準等の一部を改正する件（厚生労働省
告示第55号）

〔通知〕●基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取
扱いについて（保医発0304第2号）

〔告示〕●特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件（厚生労働省
告示第56号）

〔通知〕●特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取
扱いについて（保医発0304第3号）

〔告示〕使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件（厚生労働
省告示第57号）

〔通知〕使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（保医発
0304第6号）

〔告示〕特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部
を改正する件（厚生労働省告示第58号）

〔通知〕特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について
（保医発0304第9号）

〔通知〕特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部

改正に伴う特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定につい
て（保医発0304第10号）

〔通知〕特定診療報酬算定医療機器の定義等について（保医発0304第
11号）

〔通知〕特定保険医療材料の定義について（保医発0304第12号）
〔事務連絡〕特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書（希望区

分Ｂ）に記載する機能区分コードについて（事務連絡）
〔省令〕●指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を
改正する省令（厚生労働省令第32号）

〔通知〕「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」
の一部改正について（保発0304第4号）

〔告示〕●訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

の一部を改正する件（厚生労働省告示第59号）〔新旧対照表形式〕 
〔通知〕●訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
の一部改正に伴う実施上の留意事項について（保発0304第3号） 

〔告示〕訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部
を改正する件（厚生労働省告示第60号）

〔通知〕訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取

扱いについて（保医発0304第4号）
〔告示〕●厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施
設基準の一部を改正する件（厚生労働省告示第61号）
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■改定のあらまし  2

〔 １ 〕「個別改定項目について」による改定項目一覧 4 
　令和 4年 2月 9日・中央社会保険医療協議会資料　総－ １目次より構成
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改定のあらまし　令和 ４年度診療報酬改定について

─ 2 ─ ─ 3 ─

１ ．診療報酬　＋0.43%
※ １　うち、※ ２～ ５を除く改定分　＋0.23%
各科改定率　医科　＋0.26%

歯科　＋0.29%
調剤　＋0.08%

※ ２　うち、看護の処遇改善のための特例的な対応　＋0.20%
※ ３　�うち、リフィル処方箋（反復利用できる処方箋）の導入・活用促進による効率化　▲0.10%（症状が安定し

ている患者について、医師の処方により、医療機関に行かずとも、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定
期間内に処方箋を反復利用できる、分割調剤とは異なる実効的な方策を導入することにより、再診の効率化
につなげ、その効果について検証を行う）

※ ４　うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応　＋0.20%
※ ５　うち、小児の感染防止対策に係る加算措置（医科分）の期限到来　▲0.10%

なお、歯科・調剤分については、感染防止等の必要な対応に充てるものとする。

２ ．薬価等
①薬価　▲1.35%
※ １　うち、実勢価等改定　▲1.44%
※ ２　うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応　＋0.09%
②材料価格　▲0.02%

なお、上記のほか、新型コロナ感染拡大により明らかになった課題等に対応するため、良質な医療を効率的に提
供する体制の整備等の観点から、次の項目について、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて、改革を着実に
進める。
・�医療機能の分化・強化、連携の推進に向けた、提供されている医療機能や患者像の実態に即した、看護配置 7対
1の入院基本料を含む入院医療の評価の適正化

・在院日数を含めた医療の標準化に向けた、DPC制度の算定方法の見直し等の更なる包括払いの推進
・医師の働き方改革に係る診療報酬上の措置について実効的な仕組みとなるよう見直し
・外来医療の機能分化・連携に向けた、かかりつけ医機能に係る診療報酬上の措置の実態に即した適切な見直し
・費用対効果を踏まえた後発医薬品の調剤体制に係る評価の見直し
・薬局の収益状況、経営の効率性等も踏まえた多店舗を有する薬局等の評価の適正化
・�OTC類似医薬品等の既収載の医薬品の保険給付範囲の見直しなど、薬剤給付の適正化の観点からの湿布薬の処方
の適正化

　看護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和 ３年11月19日閣議決定）及
び「公的価格評価検討委員会中間整理」（令和 ３年12月21日）を踏まえ、令和 ４年度診療報酬改定において、地域
でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関（注 1）に勤務する看護職員を対象に、10月以降収入を 3％程度（月
額平均12,000円相当）引き上げるための処遇改善の仕組み（注 2）を創設する。これらの処遇改善に当たっては、
介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、予算措置が確実に賃金に反映されるよう、適切な担保措置を講
じることとする。

（注 1 ） 救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台／年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
（注 2 �) 看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることが

できるよう柔軟な運用を認める。

診療報酬改定

看護における処遇改善について

改定に当たっての基本認識
◎新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築など医療を取り巻く課題への対応
◎健康寿命の延伸、人生100年時代に向けた「全世代型社会保障」の実現
◎患者・国民に身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
◎社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和
社会保障の機能強化と持続可能性の確保を通じて、安心な暮らしを実現し、成長と分配の好循環

の創出に貢献するという視点も重要。

改定の基本的視点と具体的方向性
⑴新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築【重点課題】
［具体的方向性の例］
○当面、継続的な対応が見込まれる新型コロナウイルス感染症への対応
○医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取組
○医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
○外来医療の機能分化等
○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
○質の高い在宅医療・訪問看護の確保
○地域包括ケアシステムの推進のための取組

⑵安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進【重点課題】
［具体的方向性の例］
○医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステムの実践に資する取組の推進
○�各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング／タスク・シフ
ティング、チーム医療の推進

○�業務の効率化に資するICTの利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評
価

○地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の確保
○�令和 ３年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、看護の現場で働く方々の収入の引上げ等に係る必要な対応に
ついて検討するとともに、負担軽減に資する取組を推進

⑶患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
［具体的方向性の例］
○患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等
○医療におけるICTの利活用・デジタル化ヘの対応
○アウトカムにも着目した評価の推進
○重点的な対応が求められる分野について、国民の安心・安全を確保する観点からの適切な評価
○口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
○�薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の
推進、病棟薬剤師業務の評価

⑷効率化・適正化を通じた制度の安定性・持統可能性の向上
［具体的方向性の例］
○後発医薬品やバイオ後続品の使用促進
○費用対効果評価制度の活用
○市場実勢価格を踏まえた適正な評価等
○医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価（再掲）
○外来医療の機能分化等（再掲）
○重症化予防の取組の推進
○医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進
○効率性等に応じた薬局の評価の推進

令和 ４ 年度診療報酬改定の基本方針（概要）



〔１〕「個別改定項目について」による改定項目一覧
中央社会保険医療協議会資料　総-１（令和４年２月９日）目次

「★○頁」とある項目は本書〔３〕に内容を記載
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Ⅰ－ １ 　当面、継続的な対応が見込まれる新型コロナ
ウイルス感染症への対応� 1
① 令和 ４ 年度診療報酬改定におけるコロナ特例
　等に係る対応 1

Ⅰ－ ２   医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対
応できる医療提供体制の構築に向けた取組� 2
① 外来診療時の感染防止対策の評価の新設及び
　感染防止対策加算の見直し★34頁� 2

Ⅰ－ ３   医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評
価� 16
① 高度かつ専門的な急性期医療の提供体制に

係る評価の新設 16
② 総合入院体制加算の見直し 18
③ 重症度、医療・看護必要度の評価項目及び

施設基準の見直し★41頁 21
④ 重症度、医療・看護必要度Ⅱの要件化★43頁

25
⑤ 短期滞在手術等基本料の評価の見直し 27
⑥ 特定集中治療室等における重症患者対応

体制の強化に係る評価の新設★45頁 39
⑦ 重症患者等に対する支援に係る評価の新設

★46頁 42
⑧ バイオクリーンルーム設置に係る要件の

見直し 44
⑨ 救命救急入院料等における算定上限日数の

見直し 45
⑩ 早期離床・リハビリテーション加算の見直し

49
⑪ 早期離床・リハビリテーション加算における

職種要件の見直し 54
⑫ 早期栄養介入管理加算の見直し 56
⑬ 重症度、医療・看護必要度の評価項目及び
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４90仕組み） 
③ 処方箋料の見直 ４91

Ⅳ－ ８ 　効率性等に応じた薬局の評価の推進� 492
４92① 調剤基本料の見直

② 特別調剤基本料の見直 ４9４

Ⅳ���効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可
能性の向上

［施行日等］
⑴令和 4年10月 1 日から施行・適用する 。
⑵公立医療機関に係る自治体による条例制定に要する期間等を考慮し、新たに紹介受診重点医療機関となってから 6か月
の経過措置を設ける。

― 7 ―

・
・

Ⅰ－ １ ①等は「個別改定項目について」における項番、（p １ ）等はその該当ページ。
★印の項目については本書第 １ 部〔 3 〕「主な改定項目」を参照。その該当箇所を「○頁」などと表記。

1 全般的・横断的事項

〔 2〕「個別改定項目について」にもとづく改定内容（区分番号・診療行為別）

Ⅰ－ 1 ①（p 1 ）令和 4 年度診療報酬改定におけるコロナ特例等に係る対応
基本的な
考え方

新型コロナウイルス感染症患者等に対する診療等に係る外来、入院、在宅等における特例的な評価並びに新型コロナウイ
ルス感染症の状況を踏まえて講じてきた患者及び利用者の診療実績等の要件に係る特例的な措置を引き続き実施する。ま
た、令和 4年度診療報酬改定において、新たな改定項目ごとに経過措置を設けることから、令和 2年度診療報酬改定にお
ける経過措置を終了する。

具体的な
内容

1．新型コロナウイルス感染症患者等に対する診療等について、外来、入院、在宅等において講じてきた特例的な評価に
ついて、引き続き実施する。
2．「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その26）」（令和 2 年 8 月31日厚生労働省
保険局医療課事務連絡）等で示している施設基準や患者及び利用者の診療実績等の要件に係る臨時的な取扱いを継続する。
3．令和 4年度診療報酬改定において、改定項目ごとに当面必要な経過措置（※ 1）を設けるとともに、令和 2年度診療
報酬改定における経過措置を終了する。
（※ 1）具体的な経過措置の内容は各改定項目の内容を参照のこと。
4．令和 4年度診療報酬改定前の施設基準等のうち、 1年間の実績を求めるものについて、現在講じている特例的な対応
（※ 2）も終了する。
（※ 2）新型コロナウイルス感染症患者の受入病床を割り当てられている保険医療機関においては、令和 4年 3月31日ま
での間、令和元年（平成31年）の実績（年度単位の実績を求めるものについては、令和元年度（平成31年度）の実績）を
用いても差し支えないこととしている。

Ⅰ－ 2 ①（p 2 ）外来診療時の感染防止対策の評価の新設及び感染防止対策加算の見直し　★34頁
基本的な
考え方

平時からの個々の医療機関等における感染防止対策に加え、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策を更に推進
する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る体制について新たな評価を行うとともに、感染防止対策加算について、
名称、要件及び評価を見直す。

Ⅰ－ 4 ①（p119）紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し〔令和 4 年10月 1 日施行〕
基本的な
考え方

外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務
がある医療機関の対象範囲を見直すとともに、当該医療機関における定額負担の対象患者について、その診療に係る保険
給付範囲及び定額負担の額等を見直す。

具体的な
内容
（要旨）

紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する仕組みについて、以下の見直しを行う。〔 8頁・ 9 頁もあわせて参
照〕

1 ．紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲について、現行の特定機能病院
及び一般病床200床以上の地域医療支援病院から、「紹介受診重点医療機関（医療資源を重点的に活用する外来を地域で基
幹的に担う医療機関）」（※）のうち一般病床200床以上の病院にも拡大する。
（※）令和 3年改正後の医療法（昭和23年法律第205号）に基づき、紹介患者への外来を基本とする医療機関として新た
に明確化されるもの。
2．定額負担を求める患者の初診・再診について、以下の点数を保険給付範囲から控除する。
【初診の場合】医科：200点 ／ 歯科：200点
【再診の場合】医科：  50点 ／ 歯科：  40点
3 ．定額負担の金額を以下のとおり変更する。
【初診の場合】医科：7,000円 ／ 歯科：5,000円
【再診の場合】医科：3,000円 ／ 歯科：1,900円
4 ．除外要件（定額負担を求めないことができる患者の要件）について、以下のとおり見直す。
【初診・再診共通】
○ 「その他、保険医療機関が当該医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」について、急を要しない時間外の受
診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合は認められないことを明確化する。
【初診の場合】
○ 「自施設の他の診療科を受診している患者」を「自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者」に見直す。
【再診の場合】
○ 「自施設の他の診療科を受診している患者」、「医科と歯科との間で院内紹介された患者」、「特定健康診査、がん検診等
の結果により精密検査受診の指示を受けた患者」、「地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療
機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者」及び「治験協力者である患者」を削除する。

1全般的・横断的事項



◆紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し①

改　定 現　行
［対象病院］
・特定機能病院
・地域医療支援病院（一般病床200床以上に限る）
・紹介受診重点医療機関（一般病床200床以上に限る）

※ 上記以外の一般病床200床以上の病院については、
選定療養として特別の料金を徴収することができる

［定額負担の額］
・初診：医科7,000円 ､ 歯科5,000円
・再診：医科3,000円 ､ 歯科１,900円

［保険給付範囲からの控除］
外来機能の明確化のための例外的・限定的な取扱いと
して、定額負担を求める患者（あえて紹介状なしで受
診する患者等）の初診・再診について、以下の点数を
保険給付範囲から控除
・初診：医科200点、歯科200点
・再診：医科  50点、歯科 40点

［対象病院］
・特定機能病院
・地域医療支援病院（一般病床200床以上に限る）
（新設）

※上記以外の一般病床200床以上の病院については、
選定療養として特別の料金を徴収することができる

［定額負担の額］
・初診：医科5,000円、歯科3,000円
・再診：医科2,500円、歯科1,500円

（新設）

（例）医科初診・選定療養費7,000円・患者負担3,000円の場合の医療費

［施行日等］令和 4 年１0月 １ 日から施行・適用。また、新たに紹介受診重点医療機関となってから 6 か月の経
過措置を設ける。

定額負担　7,000 円
医療保険から支給（選定療養費）

5,600 円
（＝ 7,000 円－ 2,000 円× 0.7）

患者負担
2,400 円

（＝ 3,000 円－
2,000 円× 0.3）

定額負担　5,000 円
医療保険から支給（選定療養費）

7,000 円
患者負担
3,000 円⬅

◆紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し②

改　定 現　行
［対象患者］
・初診：他の病院又は診療所からの紹介状なしで受診

した患者
・再診：他の病院（病床数200床未満に限る）又は診

療所に対して、文書による紹介を行う旨の申出を行
ったにもかかわらず、当該医療機関を受診した患者

※緊急その他やむを得ない事情がある場合には、定額
負担を求めてはならない。

※正当な理由がある場合には、定額負担を求めなくて
も良い。

［定額負担を求めなくても良い場合］
（初診の場合）
①自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患

者
②医科と歯科との間で院内紹介された患者
③特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受

診の指示を受けた患者
④救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診

患者
⑤外来受診から継続して入院した患者
⑥地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がな

く、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担って
いるような診療科を受診する患者

⑦治験協力者である患者
⑧災害により被害を受けた患者
⑨労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
⑩その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受

診する必要性を特に認めた患者（※急を要しない時
間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により
受診する選合は認められない）

（再診の場合）
①～③削除
④救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診

患者
⑤外来受診から継続して入院した患者
⑥・⑦削除
⑧災害により被害を受けた患者
⑨労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
⑩その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受

診する必要性を特に認めた患者（※急を要しない時
間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により
受診する選合は認められない）

［対象患者］
・初診：他の病院又は診療所からの紹介状なしで受診
した患者

・再診：他の病院（病床数200床未満に限る）又は診
療所に対して、文書による紹介を行う旨の申出を行
ったにもかかわらず、当該医療機関を受診した患者

※緊急その他やむを得ない事情がある場合には、定額
負担を求めてはならない。

※正当な理由がある場合には、定額負担を求めなくて
も良い。

［定額負担を求めなくても良い場合］

①自施設の他の診療科を受診している患者

②医科と歯科との間で院内紹介された患者
③特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受
診の指示を受けた患者

④救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診
患者

⑤外来受診から継続して入院した患者
⑥地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がな
く、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担って
いるような診療科を受診する患者

⑦治験協力者である患者
⑧災害により被害を受けた患者
⑨労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
⑩その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受
診する必要性を特に認めた患者

※再診の場合、定額負担の対象患者は、他の病院等に対して文書
による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該医療
機関を受診した患者であり、①、②、③、⑥、⑦に該当する場
合は想定されえないため、要件から削除。

［施行日等］令和 4 年１0月 １ 日から施行・適用。

1全般的・横断的事項第１部　〔2〕「個別改定項目について」にもとづく改定内容（区分番号・診療行為別）
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Ⅱ－ 5 ①（p241）医療機関における ICT を活用した業務の効率化・合理化
基本的な
考え方

医療機関における業務の効率化・合理化の観点から、カンファレンスの実施等の要件を見直す。

具体的な
内容
（要旨）

医療従事者等により実施されるカンファレンス等について、ビデオ通話が可能な機器を用いて、対面によらない方法で実
施する場合の入退院支援加算等の要件を緩和する。

→回数制限の撤廃
A246入退院支援加算　A234-2 感染対策向上加算（旧・感染防止対策加算）
B004退院時共同指導料 1　B005退院時共同指導料 2
B005-1-2 介護支援等連携指導料
→ 1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加するこ
とができる
C005在宅患者訪問看護・指導料　C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料
C011在宅患者緊急時等カンファレンス料　C013在宅患者訪問褥瘡管理指導料

Ⅱ－ 5 ②（p244）医療機関等における事務等の簡素化・効率化
基本的な
考え方

医療機関等における業務の効率化及び医療従事者の事務負担軽減を推進する観点から、施設基準の届出及びレセプト請求
に係る事務等を見直す。

具体的な
内容
（要旨）

1．所定の研修を修了していることの確認を目的として、施設基準の届出の際に添付を求めている修了証の写し等の文書
について、届出様式中に当該研修を修了している旨を記載すること等により施設基準の適合性が確認できる場合には、当
該文書の添付を不要とする。
2．略（訪問看護ステーション関係→31頁）
3．レセプトの摘要欄に記載を求めている事項のうち、薬剤等について選択式記載に変更する。また、一部の診療行為に
ついて、レセプト請求時にあらかじめ特定の検査値の記載を求めることにより、審査支払機関の審査におけるレセプトの
返戻による医療機関の再請求に係る事務負担軽減を図る。
4．小児科外来診療料等に係る施設基準の届出の省略を行う。

Ⅲ－ 1 ⑤（p254）手術等の医療技術の適切な評価
基本的な
考え方

1．医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、医療技術の評価及び再評価を行い、優先的に保険導入すべきとさ
れた新規技術（先進医療として実施されている技術を含む。）について新たな評価を行うとともに、既存技術の評価を見
直す。
2．新規医療材料等として保険適用され、現在準用点数で行われている医療技術について新たな評価を行う。
3．外科的手術等の医療技術の適正かつ実態に即した評価を行うため、外保連試案の評価等を参考に評価を見直す。

Ⅲ－ 1 ⑥（p257）質の高い臨床検査の適切な評価
基本的な
考え方

質の高い臨床検査の適正な評価を進めるため、新規臨床検査として保険適用され、現在準用点数で行われている検査につ
いて新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 － 1 （p322）子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な医療の評
価　★74頁
①一般不妊治療に係る評価の新設　②生殖補助医療に係る評価の新設　③男性不妊治療に係る評価の新設
Ⅳ－ 3 ③（p477）医療技術の評価・再評価の在り方の見直し
基本的な
考え方

診療ガイドライン等に基づく質の高い医療を進める観点から、診療ガイドラインの改訂や、レジストリ等のリアルワール
ドデータの解析結果を踏まえ、医療技術の評価・再評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉗（p105）DPC/PDPS の見直し
基本的な
考え方

DPC/PDPSについて、医療の標準化・効率化を更に推進する観点から、診断群分類点数表や医療機関別係数等を見直す。

「議論の整理」Ⅱ－ 2  令和 3 年11月に閣議決定された経済対策を踏まえ、看護の現場で働く方々の収入の引上げに係る必要な対応
について検討
※本項目については、別途、諮問・答申を行う。

第１部　〔2〕「個別改定項目について」にもとづく改定内容（区分番号・診療行為別）
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2医科・基本診療料

・「区分番号」欄に「★○頁」とある項目については、本書第 １部〔 3〕「主な改定項目」内の該当頁を参照。
・「診療行為名（点数）」欄には一部の点数のみを記載。記載のない点数の変更・新設については、本書第 ２ 部「点数表　新旧対照
表」（★の項目については、あわせて本書第 １部〔 3〕「主な改定項目」）を参照。

・「項番・頁」欄の「Ⅰ－ 4 ③」等は「個別改定項目について」における項番、「p１２3」等はその該当ページを示す。

区分番号 診療行為名（点数） 基本的な考え方（網掛け部分）／具体的な内容（要旨） 項番・頁
第 1部　初・再診料

A000
A002
★59頁

初診料
外来診療料

外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患者・逆紹介患者の
受診割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料・外来診療
料について、要件を見直す。

Ⅰ－ 4 ③
p123

A000・注 1
【新】
★69頁

初診料（情報通信
機器を用いた場
合）251点

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用い
た場合の初診について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 2 ①
p278

A001・注 1
【新】

A002・注 1
【新】
★70頁

再診料（情報通信
機器を用いた場
合）73点
外来診療料（情報
通信機器を用いた
場合）73点

新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、情報通信機器を
用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。

再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、 
A003オンライン診療料を廃止する。

Ⅲ－ 2 ②
p280

A000・注14
A001・注18
A002・注10
【新】

電子的保健医療情
報活用加算（初診
料） 7 点
電子的保健医療情
報活用加算（再診
料、外来診療料）
4 点

オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、
外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等
を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。

（※）初診の場合であって、健康保険法第 3 条第13項に規定する電子資格確認により、
当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係
る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和 6 年 3 月31日までの間に限り、 3
点を所定点数に加算する。

Ⅲ－ 2 ⑬
p308

A000・注10 機能強化加算（初
診料）

地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の体制について、診療実態も踏まえた適
切な評価を行う観点から、機能強化加算について要件を見直す。

Ⅰ－ 5 ⑤
p143

機能強化加算を算定する保険医療機関が、地域の医療提供体制において担うべきかかり
つけ医機能を明確化する。

A001・注12 地域包括診療加算
（再診料）

地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を
推進する観点から、対象疾患を見直すとともに、成人に対する予防接種の増加を踏ま
え、予防接種に関する相談への対応を要件に追加する。

Ⅰ－ 5 ①
p134

1 ．地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。

2 ．患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や
管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないこととする。

3 ．患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲
示により、当該対応が可能なことを周知することとする。

第 2部　入院料等
入院料　通則
7

褥瘡対策の基準 入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を明確化する。 Ⅰ－ 7 ⑦
p207入院患者に対する褥瘡対策について、薬剤師又は管理栄養士が他職種と連携し、当該患

者の状態に応じて、薬学的管理や栄養管理を実施することに関し、診療計画への記載を
求める。

入院料　横断
的事項

看護補助体制充実
加算

看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点から、看護職員及び看護
補助者に対してより充実した研修を実施した場合等について、新たな評価を行う。

Ⅱ－ 4 ⑤
p237

A101・注12

A106・注 9

A207- 3 ・注4

A214・注 4
A308- 3  ・注
4
【新】

療養病棟入院基本
料
障害者施設等入院
基本料
急性期看護補助体
制加算
看護補助加算
地域包括ケア病棟
入院料）

看護補助者との業務分担・協働に関する看護職員を対象とした研修の実施等、看護補助
者の活用に係る十分な体制を整備している場合の評価を新設する。

入院料　横断
的事項

看護職員の夜間における看護業務の負担軽減を一層促進する観点から、夜間の看護配置
に係る評価を見直すとともに、業務管理等の項目を見直す。

Ⅱ－ 3 ②
p224

A101・注12 夜間看護加算（療
養 病 棟 入 院 基 本

1 ．夜勤を行う看護職員及び看護補助者に係る業務の実態等を踏まえ、夜間の看護配置
に係る評価等を見直す。

2医科・基本診療料

― 11 ―
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区分番号 診療行為名（点数） 基本的な考え方（網掛け部分）／具体的な内容（要旨） 項番・頁
第 1部　初・再診料

A000
A002
★59頁

初診料
外来診療料

外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患者・逆紹介患者の
受診割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料・外来診療
料について、要件を見直す。

Ⅰ－ 4 ③
p123

A000・注 1
【新】
★69頁

初診料（情報通信
機器を用いた場
合）251点

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用い
た場合の初診について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 2 ①
p278

A001・注 1
【新】

A002・注 1
【新】
★70頁

再診料（情報通信
機器を用いた場
合）73点
外来診療料（情報
通信機器を用いた
場合）73点

新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、情報通信機器を
用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。

再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、 
A003オンライン診療料を廃止する。

Ⅲ－ 2 ②
p280

A000・注14
A001・注18
A002・注10
【新】

電子的保健医療情
報活用加算（初診
料） 7 点
電子的保健医療情
報活用加算（再診
料、外来診療料）
4 点

オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、
外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等
を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。

（※）初診の場合であって、健康保険法第 3 条第13項に規定する電子資格確認により、
当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係
る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和 6 年 3 月31日までの間に限り、 3
点を所定点数に加算する。

Ⅲ－ 2 ⑬
p308

A000・注10 機能強化加算（初
診料）

地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の体制について、診療実態も踏まえた適
切な評価を行う観点から、機能強化加算について要件を見直す。

Ⅰ－ 5 ⑤
p143

機能強化加算を算定する保険医療機関が、地域の医療提供体制において担うべきかかり
つけ医機能を明確化する。

A001・注12 地域包括診療加算
（再診料）

地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を
推進する観点から、対象疾患を見直すとともに、成人に対する予防接種の増加を踏ま
え、予防接種に関する相談への対応を要件に追加する。

Ⅰ－ 5 ①
p134

1 ．地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。

2 ．患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や
管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないこととする。

3 ．患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲
示により、当該対応が可能なことを周知することとする。

第 2部　入院料等
入院料　通則
7

褥瘡対策の基準 入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を明確化する。 Ⅰ－ 7 ⑦
p207入院患者に対する褥瘡対策について、薬剤師又は管理栄養士が他職種と連携し、当該患

者の状態に応じて、薬学的管理や栄養管理を実施することに関し、診療計画への記載を
求める。

入院料　横断
的事項

看護補助体制充実
加算

看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点から、看護職員及び看護
補助者に対してより充実した研修を実施した場合等について、新たな評価を行う。

Ⅱ－ 4 ⑤
p237

A101・注12

A106・注 9

A207- 3 ・注4

A214・注 4
A308- 3  ・注
4
【新】

療養病棟入院基本
料
障害者施設等入院
基本料
急性期看護補助体
制加算
看護補助加算
地域包括ケア病棟
入院料）

看護補助者との業務分担・協働に関する看護職員を対象とした研修の実施等、看護補助
者の活用に係る十分な体制を整備している場合の評価を新設する。

入院料　横断
的事項

看護職員の夜間における看護業務の負担軽減を一層促進する観点から、夜間の看護配置
に係る評価を見直すとともに、業務管理等の項目を見直す。

Ⅱ－ 3 ②
p224

A101・注12

A106・注 9

A108・注 6

A207- 3 ・注2

A207- 4

A214・注 2

A308- 3 ・注7
A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

夜間看護加算（療
養 病 棟 入 院 基 本
料）
看護補助加算（障
害者施設等入院基
本料）
夜間看護配置加算
（有床診療所入院
基本料）
夜間急性期看護補
助体制加算（急性
期看護補助体制加
算）
看護職員夜間配置
加算
夜間75対 1 看護補
助加算（看護補助
加算）
看護職員夜間配置
加算（地域包括ケ
ア病棟入院料／精
神科救急急性期医
療入院料／精神科
救急・合併症入院
料）

1 ．夜勤を行う看護職員及び看護補助者に係る業務の実態等を踏まえ、夜間の看護配置
に係る評価等を見直す。

精神科救急急性期医療入院料＝旧・精神科救急入院料（名称変更）

A207- 3 ・注3

A106・注10

A207- 4 ・ 1
イ及び 2イ

A214・注 3
★65頁

夜間看護体制加算
（急性期看護補助
体制加算）
夜間看護体制加算
（障害者施設等入
院基本料）
看護職員夜間配置
加算（12対 1 配置
加 算 1 ・ 16対 1
配 置 加 算 1 に 限
る）
夜間看護体制加算
（看護補助加算）

2 ．夜間看護体制加算（急性期看護補助体制加算）等の施設基準における「夜間におけ
る看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」について、「11時間以上の勤
務間隔の確保」又は「連続する夜勤の回数が 2 回以下」のいずれかを満たしていること
を必須化する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医療
機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

看護職員夜間配置
加算（精神科救急
急性期医療入院料
／精神科救急・合
併症入院料）

3 ．看護職員夜間配置加算（精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院
料）の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する
項目」のうち満たすべき項目の数について、 2 項目以上から 3 項目以上に変更する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医
療機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A100ほか
★41頁

一般病棟用の重症
度、医療・看護必
要度
一般病棟入院基本
料等

急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目を見直すとともに、入院料につ
いて評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ③
p21

A100・ 1 ・イ
★43頁

一般病棟入院基本
料の急性期一般入
院料 1

重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を更に推進する観点
から、急性期一般入院料 1 （許可病床数200床以上）を算定する病棟について、重症
度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件化する。

Ⅰ－ 3 ④
p25

A101・注 1 療養病棟入院基本
料

中心静脈栄養の管理等に係る実態を踏まえた適切な評価を行う観点から、療養病棟入院
基本料の医療区分 3 の評価項目のうち、「中心静脈栄養を実施している状態」について
要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉑
p92

療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、当該病棟が患
者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病
棟入院基本料の医療区分 3 の場合の点数に代えて、医療区分 2 の場合に相当する点数を
算定することとする。
経過措置＝⑴令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院料 1 又は 2 に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、摂食機能又は嚥下機能
の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。／⑵令和 4 年 3 月31日において現
に療養病棟入院料 1 又は 2 を算定している患者であって、医療区分 3 のうち「中心静脈
注射を実施している状態」に該当しているものについては、当該患者が入院している病
棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保の状況にかかわらず、当該
状態が継続している間に限り、医療区分 3 に該当する場合の点数を算定できる。

A101・注11 療養病棟入院基本
料の経過措置

医療法に基づく医療療養病床に係る人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出状況
を踏まえ、療養病棟入院基本料の経過措置の取扱いを見直す。

Ⅰ－ 3 ⑳
p88

1 ．医療療養病床に係る医療法に基づく人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出
状況を踏まえ、療養病棟入院基本料の注11に規定する令和 4 年 3 月31日までの経過措置
（所定点数の100分の85に相当する点数を算定）について、評価を見直す（所定点数の
100分の75）とともに、当該経過措置の期間を 2 年間（令和 6 年 3 月31日まで）延長す
る。

2 ．療養病棟入院基本料の注11に規定する場合において、疾患別リハビリテーション料
を算定する患者に対して、機能的自立度評価法（Functional Independence Measure）
（以下「FIM」という。）の測定を月に 1 回以上行っていない場合は、 1 日につき 2 単
位まで出来高での算定とする。
また、医療区分 2 の患者であって、疾患別リハビリテーション料を算定する患者に対し
て、FIMの測定を行っていない場合においては、医療区分 1 の場合に相当する点数を算
定することとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている
保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、FIMの測定を行っているもの
とみなす。

A104・注11
【新】

注12【新】

入院栄養管理体制
加算 270点（入院
初日及び退院時）
栄養情報提供加算
 50点（ 退 院 時 1
回）

患者の病態・状態に応じた栄養管理を推進する観点から、特定機能病院において、管理
栄養士が患者の状態に応じたきめ細かな栄養管理を行う体制について、新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 7 ⑥
p205

管理栄養士が、A104特定機能病院入院基本料を算定している患者に対して、栄養スク
リーニング、他職種とのカンファレンス等の実施による栄養管理を行った場合の評価を
新設するとともに、当該患者に対して退院後の栄養食事管理に関する指導を行い、入院
中の栄養管理に関する情報を他の保険医療機関等に提供した場合について更に評価する。

A106・注12

A306・注 6

A309・注 6
【新】

障害者施設等入院
基本料
特殊疾患入院医療
管理料
特殊疾患病棟入院
料

患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、障害者施設等入院基本料につ
いて、対象とならない脳卒中患者等に係る入院料を見直す（特殊疾患病棟入院料につい
ても同様の対応を行う。）。

Ⅰ－ 3 ㉒
p94

障害者病棟に入院する重度の意識障害を有さない脳卒中の患者について、当該病棟に入
院してから90日までの間に限り、療養病棟入院料の評価体系を踏まえた評価に見直す。
特殊疾患病棟入院料についても同様の取扱いとする。

A108・注 3

A109・注 6

有床診療所一般病
床初期加算→有床
診療所急性期患者
支援病床初期加算
及び有床診療所在
宅患者支援病床初
期加算（有床診療
所入院基本料）
救急・在宅等支援
療養病床初期加算
→有床診療所急性
期患者支援療養病
床初期加算及び有
床診療所在宅患者
支援療養病床初期
加算（有床診療所
療養病床入院基本
料）

有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期
医療を担う他の医療機関からの患者の受入れと、在宅からの患者の受入れを区別して評
価する。

有床診療所における入院患者の受入れの実態も踏まえ、有床診療所一般病床初期加算及
び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期医療を担う医療機関からの受入
れを行った場合と在宅からの受入れを行った場合の評価に見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に有床診療所入院基本料に係る届出を行ってい
る診療所については、同年 9 月30日までの間に限り、第六の二の⑵のロの②（適切な意
思決定支援に関する指針に係る基準）に該当するものとみなす。

Ⅰ－ 3 ㉔
p100

A109
注12【新】

有床診療所療養病
床入院基本料
慢性維持透析管理
加算　100点／日

慢性維持透析患者を受け入れる病床の確保を推進する観点から、有床診療所療養病床入
院基本料を算定する診療所において慢性維持透析を実施した場合について、新たな評価
を行う。

有床診療所療養病床入院基本料について、慢性維持透析を行っている入院患者に係る評
価を新設する。

Ⅰ－ 3 ㉕
p103

A200 総合入院体制加算 総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、総合入院体制加算につい
て、手術の実績及び外来を縮小する体制等に係る要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ②
p18

1 ．手術の実施件数の実態を踏まえ、総合入院体制加算の施設基準として年間実績を求
めている手術に「人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術」を追加する。

2 ．総合入院体制加算の施設基準である外来を縮小する体制を確保しているものに、紹
介受診重点医療機関を含むこととするとともに、実績に係る要件を見直す。

A200- 2【新】

注 2【新】

急性期充実体制加
算
精神科充実体制加
算

地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点
から、手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療に係る実績を一定程度有した上で急性
期入院医療を実施するための体制について、新たな評価を行う。

高度かつ専門的な医療及び急性期医療の提供に係る体制や、精神疾患を有する患者の受
入れに係る体制を十分に確保している場合の評価を新設する。

Ⅰ－ 3 ①
p16

A204- 3【新】 紹介受診重点医療
機関入院診療加算
 800 点（入院初日）

「紹介受診重点医療機関」において、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推
進され、入院医療の質が向上することを踏まえ、当該入院医療について新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 4 ②
p122
Ⅰ－ 5 ③
p140「紹介受診重点医療機関（医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療

機関）」における入院医療の提供に係る評価を新設する。

A205 救急医療管理加算 患者の重症度等に応じた質の高い救急医療を適切に評価する観点から、救急医療管理加算につ
いて、対象となる患者の状態、診療報酬明細書等に記載を求める内容及びその評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑮
p4331 ．救急医療管理加算について、対象患者の状態のうち熱傷に係る状態を明確化し、

「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」及び「蘇生術を必要とする重篤な状
態」を追加するとともに、評価を見直す。

2 ．救急医療管理加算の算定において、対象患者の一部の状態について、緊急入院が必
要であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとする。

A207 診療録管理体制加
算

医療機関間等の情報共有及び連携が効率的・効果的に行われるよう、標準規格の導入に
係る取組を推進する観点から、診療録管理体制加算について、定例報告における報告内
容を見直す。

Ⅱ－ 5 ③
p245
Ⅲ－ 2 ⑪
p304診療録管理体制加算に係る定例報告において、電子カルテの導入状況及びHL 7  

Internationalによって作成された医療情報交換の次世代標準フレームワークであるHL 7  
FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）の導入状況について報告を求める
こととする。

A207 診療録管理体制加
算

適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時に備えたサイバーセキュリ
ティ対策の整備に係る要件を見直す。

Ⅲ－ 2 ⑩
p302

非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、許可病床数が400床以上
の保険医療機関について、医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施
を診療録管理体制加算の要件に加える。また、医療情報システムのバックアップ体制の
確保が望ましいことを要件に加えるとともに、定例報告において、当該体制の確保状況
について報告を求めることとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療
機関（許可病床数が400床以上のものに限る。）については、令和 5 年 3 月31日までの
間、当該基準を満たしているものとみなす。

A207- 2 医師事務作業補助
体制加算

勤務医の働き方改革を推進し、質の高い医療を提供する観点から、医師事務作業補助体
制加算について要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 4 ①
p230

医師事務作業補助者が実施可能な業務に係る整理等を踏まえ、医師事務作業補助体制加
算 1 及び 2 について、医師事務作業補助者の経験年数に着目した評価に見直す（ 1 は当
該保険医療機関における 3 年以上の勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれ
の配置区分ごとに 5 割以上配置されていること）。

A225 放射線治療病室管
理加算

質の高い放射線内用療法の提供を推進する観点から、放射線治療病室管理加算について
要件及び評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
2 ③
p343放射線治療病室管理加算について、治療用放射性同位元素又は密封小線源による治療が

行われた患者に対する放射線治療病室管理をそれぞれ評価するとともに、放射線治療病
室に係る施設基準を設ける。

A231- 4

A230- 3

摂食障害入院医療
管理加算
精神科身体合併症
管理加算

摂食障害の治療における体制整備に係る適切な評価を推進するため、摂食障害入院医療
管理加算の要件及び精神科身体合併症管理加算の対象患者を見直す。

1 ．摂食障害入院医療管理加算の実績要件における摂食障害の年間新規入院患者数につ
いて、10人以上から 1 人以上に変更する。
2 ．精神科身体合併症管理加算の対象患者のうち、重篤な栄養障害の患者の範囲につい
て、Body Mass Index13未満の摂食障害からBody Mass Index15未満の摂食障害に拡大
する。

Ⅲ－ 4 －
4 ④
p362

A230- 4

A233- 2

A236

A242

精 神 科 リ エ ゾ ン
チーム加算
栄養サポートチー
ム加算
褥瘡ハイリスク患
者ケア加算
呼吸ケアチーム加
算

医師の働き方改革を一層推進する観点から、精神科リエゾンチーム加算等の要件に係る
研修に特定行為研修を追加する。

精神科リエゾンチーム加算、栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算及
び呼吸ケアチーム加算の要件として履修が求められている研修の種類に、特定行為に係
る研修を追加する。

Ⅱ－ 4 ②
p233

A231－ 3 重度アルコール依
存症入院医療管理
加算→依存症入院
医療管理加算

薬物依存症に対する有用な入院治療の開発を踏まえ、薬物依存症に係る入院管理につい
て、新たな評価を行う。

重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な薬物依存症の患者
を対象患者に追加するとともに、名称を依存症入院医療管理加算に変更する。

Ⅲ－ 4 －
4 ②
p358

A233- 2 栄養サポートチー
ム加算

入院医療における栄養管理に係る適切な評価を推進する観点から、栄養サポートチーム
加算の対象となる病棟を見直す。

Ⅰ－ 7 ⑤
p203

栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、A106障害者施設等入院基本料を算定す
る病棟を加える。

A234- 4 　　
【新】★46頁

重症患者初期支援
充実加算 300点／
日

集中治療領域において、特に重篤な状態の患者及びその家族等に対する支援を推進する
観点から、専任の担当者（入院時重症患者対応メディエーター）を配置して当該患者等
に対する支援を行う体制を整備した場合について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料　A301- 2 ハイケアユニット入院医療
管理料　A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理
料　A302新生児特定集中治療室管理料　A303総合周産期特定集中治療室管理料　
A303- 2 新生児回復室入院医療管理料

Ⅰ－ 3 ⑦
p42

A234- 5【新】 報告書管理体制加
算 7 点（退院時
1回）

安心・安全で質の高い医療の提供を推進する観点から、病院全体の医療安全の一環とし
て行われる、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れによる診断又は治療開始の遅
延を防止する取組について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 1③
p250

医療機関の画像診断部門や病理診断部門が医療安全管理部門と連携し、画像診断報告書
や病理診断報告書の確認漏れ等の対策を講じ、診断又は治療開始の遅延を防止するため
の体制を整備している場合の評価を新設する。

A237

A237・2【新】

ハイリスク分娩管
理加算→ハイリス
ク分娩等管理加算
地域連携分娩管理
加算（ハイリスク
分娩等管理加算）

妊産婦に対するより安全な分娩管理を推進する観点から、医療機関が地域周産期母子医
療センター等と連携して適切な分娩管理を実施した場合について、新たな評価を行う。

地域周産期母子医療センター等の専門機関との連携体制を構築し、妊産婦に対して適切
な分娩管理を実施した場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑫
p428

A242- 2【新】 術後疼痛管理チー
ム加算

術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管理チームによる疼
痛管理について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A100・ 1 急性期一般入院基本料　A102結核病棟入院基本料
A104特定機能病院入院基本料（一般病棟又は結核病棟に限る。）
A105専門病院入院基本料　A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料
A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理料
A303総合周産期特定集中治療室管理料（ 1 母体・胎児集中治療室管理料に限る。）
A306小児入院医療管理料　A317特定一般病棟入院料

Ⅰ－ 7 ⑧
p208

全身麻酔下手術を行った患者に対して、麻酔に従事する医師を中心とした多職種により
構成される術後疼痛管理チームが、質の高い疼痛管理を実施した場合の評価を新設する。

A243 後発医薬品使用体
制加算

後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、後発医薬品の調剤数量割合等に応じた評
価等について見直しを行う。

Ⅳ－ 1 ①
p469

3
（p471）

後発医薬品の使用数量割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、後発医薬品
使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用数量割合の
基準を引き上げる。

A244 病棟薬剤業務実施
加算

小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている
実態を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評
価の在り方を見直す。

Ⅱ－ 4 ③
p234

A307小児入院医療管理料を算定する病棟について、病棟薬剤業務実施加算を算定可能
とする。

A245 データ提出加算 データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件
とする入院料の範囲を拡大する。

Ⅲ－ 2 ⑨
p298
Ⅲ－ 3 ④
p320

データ提出加算に係る届出を行っていることを要件とする入院料について、Ａ100・ 2
地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者施設等入
院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料、Ａ310緩和ケア
病棟入院料及びＡ311精神科救急急性期医療入院料に拡大する。
経過措置=データ提出加算に係る施設基準について、令和 4 年 3 月31日において、現に
Ａ100・ 2 地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者
施設等入院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料又はＡ
310緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、許可病床数
が200床以上のものにあっては令和 5 年 3 月31日までの間、許可病床数が200床未満のも
のにあっては令和 6 年 3 月31日までの間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て
差し支えない。
また、令和 4 年度診療報酬改定前からデータ提出加算に係る届出を行っていることが要
件とされている入院料を届け出ていない保険医療機関であって、新たにデータ提出加算
に係る届出が要件化される入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床
数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、電子カルテシステムが
導入されていない等、データの提出を行うことが困難であることについて正当な理由が
あるものについては、当分の間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て差し支え
ない。
さらに、A311精神科救急急性期医療入院料については、令和 6 年 3 月31日までの間に
限り、データ提出加算に係る届出の要件を満たすものとみなす。

A246 入退院支援加算 医療資源の少ない地域に配慮した評価を更に適切に推進する観点から、入退院支援加算
について要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉖
p104

入退院支援加算における医療資源の少ない地域に配慮した評価に係る要件について、常
勤の看護師又は社会福祉士の配置に代えて、非常勤の看護師又は社会福祉士を複数人配
置した場合であっても当該要件を満たすこととする。

A246
1 ・ 2

入退院支援加算 1
及び 2

質の高い入退院支援を推進する観点から、入退院支援加算の要件を見直すとともに、ヤ
ングケアラーの実態を踏まえ、入退院支援加算の対象患者を見直す。

Ⅲ－ 1 ①
p246

1 ．入退院支援加算 1 及び 2 について、算定対象である「退院困難な要因を有する患
者」として、ヤングケアラー及びその家族を追加する。

2 ．入退院支援加算 1 の施設基準において、転院又は退院体制等に係る連携機関の数を
20以上から25以上に変更するとともに、評価を見直し、当該連携機関の職員との面会に
ついて、ICTを活用した対面によらない方法により実施することを認める。
経過措置=「連携する保険医療機関」等の規定については、令和 4 年 3 月31日において
現に入退院支援加算 1 に係る届出を行っている保険医療機関については、令和 4 年 9 月
30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。

A252 地域医療体制確保
加算

地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、地域医療体制確
保加算について対象となる医療機関を追加するとともに、要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 1 ①
p219 

1 ．地域の救急医療体制における過酷な勤務環境を踏まえ、周産期医療又は小児救急医
療を担う医療機関を、地域医療体制確保加算の対象医療機関に追加するとともに、評価
を見直す。
2 ．医師の働き方改革をより実効的に進めるため、「医師労働時間短縮計画作成ガイド
ライン」に沿った計画の作成を地域医療体制確保加算の要件に追加する。

A300 
A301

救命救急入院料
特定集中治療室管
理料

患者の病態によって、長期の集中治療管理が必要となる場合があることを踏まえ、早期
から患者の回復に向けた取組を十分に行っている治療室における算定上限日数に係る評
価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3⑨
p45

急性血液浄化又は体外式心肺補助（ECMO）を必要とする患者や臓器移植を行った患
者について、長期の集中治療管理が必要となる実態を踏まえ、救命救急入院料及び特定
集中治療室管理料における当該患者に係る算定上限日数を延長する。

A300　
A301
★44頁

特定集中治療室用
の重症度、医療・
看護必要度
救 命 救 急 入 院 料
1 ・ 3
特定集中治療室管
理料

高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、特定集中治療室用
の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目及び判定基準を見
直すとともに、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、以下のとおり見直す。
1 ．「心電図モニターの管理」の項目について、患者の 9 割以上が該当している実態を
踏まえ、評価指標から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
2 ．「Ｂ患者の状況等」の項目（以下「Ｂ項目」という。）について、入院患者の状態に
応じた適切な評価の実施及び医療従事者の業務負担軽減を推進する観点から、評価指標
から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
3. 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、レセプト電算処理システ
ム用コードを用いた評価を導入する。なお、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必
要度Ⅱを用いて評価する場合の患者割合の基準を見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている病棟に
あっては、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、令和 4 年度改定前の「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和 2 年 3 月 5 日保医発 0305 
第 2 号）の別添 6 の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価
票を用いて評価をしても差し支えないこと。

Ⅰ－ 3 ⑬
p60

A300　注11

A301　注 6
【新】★45頁

重症患者対応体制
強化加算
救命救急入院料 2
又は 4
特定集中治療室管
理料 1 ～ 4

集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏まえ、特定集中治
療室等における重症患者対応に係る体制について、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑥ 
p39

A300・ 1 及び
3

救命救急入院料 1
及び 3

高度急性期医療を要する患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、救命救急入院
料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度に係る評価票を見直す。

救命救急入院料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度の測定に用いる評価票につ
いて、特定集中治療室用の評価票からハイケアユニット用の評価票に変更する。

Ⅰ－ 3 ⑭
p62

A300・ 2 及び
4
A301

A301- 4

A302

A303

救命救急入院料 2
及び 4
特定集中治療室管
理料
小児特定集中治療
室管理料
新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料

日本集中治療医学会による「集中治療部設置のための指針」の改訂を踏まえ、特定集中
治療室等におけるバイオクリーンルームの設置に係る要件を見直す。

バイオクリーンルームの設置による治療室内における感染症の発症抑制に係る実態を踏
まえ、バイオクリーンルームの設置の要件を廃止し、手術室と同程度の空気清浄度を有
する個室及び陰圧個室の設置が望ましいこととする。

Ⅰ－ 3 ⑧
p44

A300・注 8
A301- 2 ・注3

A301- 3 ・注3

A301- 4 ・注
3【新】

早期離床・リハビ
リテーション加算
救命救急入院料
ハイケアユニット
入院医療管理料
脳卒中ケアユニッ
ト入院医療管理料
小児特定集中治療
室管理料

特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床に向けたリハビリ
テーション等の総合的な取組を行っている実態及びその効果を踏まえ、早期離床・リハ
ビリテーション加算の対象となる治療室を見直す。

早期離床・リハビリテーション加算の算定対象に、A300救命救急入院料、A301- 2 ハイ
ケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料及びA301- 4
小児特定集中治療室管理料を算定する治療室を加える。

Ⅰ－ 3 ⑩
p49

A300・注 2 精神疾患診断治療
初回加算（救命救
急入院料）

自殺企図患者等に対する退院に向けたアセスメント・情報提供等の必要性を踏まえ、救
命救急入院料の精神疾患診断治療初回加算について、評価の在り方を見直す。

救命救急入院料を算定する自殺企図等の重篤な精神疾患患者に対して、当該患者の指導
に係る一定の要件を満たした上で届出を行った保険医療機関が治療等を行った場合の評
価を新設するとともに、当該患者に対し、生活上の課題等の確認及び退院に向けたアセ
スメント等を行った場合の更なる評価を設ける。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑬
p392

A301・注 4　 早期離床・リハビ
リテーション加算
（特定集中治療室
管理料）

特定集中治療室等に入室した患者に対して、早期から離床に必要な取組を行うことを更
に推進する観点から、早期離床・リハビリテーション加算における職種要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑪
p54

入室後早期から実施する離床に向けた取組を更に推進するため、早期離床・リハビリ
テーションに関わる職種に言語聴覚士を追加する。

A301ほか 患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点から、早期栄養介入管理加算の対象となる
治療室及び評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑫
p56

A301・注 5 早期栄養介入管理
加算（特定集中治
療室管理料）

1 ．入院患者に対する入室後早期の栄養管理について、経腸栄養の開始の有無に応じた
評価に見直す。

A300・注 9
A301- 2 ・注4
A301- 3 ・注4
A301- 4 ・注4
【新】

早期栄養介入管理
加算（救命救急入
院料等）

2 ．A300救命救急入院料、A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中
ケアユニット入院医療管理料又はA301- 4 小児特定集中治療室管理料を算定する病室に
ついて、早期栄養介入管理加算を算定可能とする。

A301- 4 小児特定集中治療
室管理料

重篤な先天性心疾患を有する新生児に対して、高度な周術期管理及び長期にわたる集中
治療管理が必要となる実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料について要件及び算定
上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑩
p423

1 ．医療技術の発展により、重篤な先天性心疾患患者の救命率が向上し、高度な周術期
管理を必要とする患者の範囲が拡大している実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料
の施設基準における患者の受入実績に、先天性心疾患患者に対する周術期管理に係る実
績を追加する。

2 ．手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児について、小児特定集中治療室管理
料の算定上限日数を55日とする。

A302・注 1

A303・注 1

A303- 2 ・注1

新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料
新生児治療回復室
入院医療管理料

慢性肺疾患を伴う低出生体重児に対して、長期の入院による呼吸管理が必要となる実態
を踏まえ、新生児特定集中治療室管理料等について算定上限日数を見直す。

慢性肺疾患を伴う低出生体重児について、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特
定集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料の算定上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑪
p425

A303・注 3
【新】

成育連携支援加算
（総合周産期特定
集 中 治 療 室 管 理
料 ）1,200点（ 入
院中 1 回）

胎児が重篤な疾患を有すると診断された、又は疑われる妊婦に対して、出生前より十分
な情報提供及び必要なケアを切れ目なく行い、当該妊婦及びその家族等が納得して治療
の選択等ができるよう、多職種が共同して支援を実施した場合について、新たな評価を
行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑬
p430

胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等に対して、多職種が共同して、胎児の疾
患や出生後に必要となる治療等に関する適切な情報提供等の支援を行った場合の評価を
新設する。

A307・注 5
【新】

無菌治療管理加算
（小児入院医療管
理料）

造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して無菌治療管理を実施した場合について、新
たな評価を行う。

小児患者に係る造血幹細胞移植の実施において、特に厳重な感染予防が必要となること
を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している造血幹細胞移植を実施す
る小児患者に対して、無菌治療室管理を行った場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑤
p413

A307・注 6
【新】

退院時薬剤情報管
理指導連携加算
（小児入院医療管
理 料 ）150点（ 退
院日 1 回）

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管理の必要性を踏ま
え、医療機関と薬局の連携を更に推進する観点から、小児入院医療管理料を算定する病
棟における退院時の当該患者等に対する服薬指導及び薬局に対する情報提供について、
新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑦
p417

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が、当該患者
又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬
局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合の評価を新設する。

A307・注 7
【新】

養育支援体制加算
（小児入院医療管
理料）

不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司法・教育等の関係
機関の適切な連携を推進する観点から、多職種で構成される専任のチームを設置して連
携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6⑨
p4２１

小児入院医療管理料を算定する病棟において、不適切な養育等が行われていることが疑
われる小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、多職種による専任のチー
ムを設置している場合の評価を新設する。

A307・注 8
【新】

時間外受入体制強
化加算（小児入院
医療管理料）

一部の医療機関では時間外の小児の緊急入院を多く受け入れている実態を踏まえ、充実
した時間外受入体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、時間外における小児患者の緊急
入院の受入体制を整備している場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑥
p415

A308
★55頁

回 復 期 リ ハ ビ リ
テーション病棟入
院料

重症患者に対する効率的・効果的なリハビリテーションの提供を更に推進する観点か
ら、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系を見直す。

回復期リハビリテーションの提供体制の充実を図る観点から、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する患者の状態として、「急性
心筋梗塞、狭心症の発作若しくはその他急性発症した心大血管疾患の発症後又は手術後
の状態」を追加する。

Ⅰ－ 3 ⑰
p77

Ⅰ－ 3 ⑱
p82

A319【新】
★58頁

特定機能病院リハ
ビリテーション病
棟入院料

患者のニーズに応じたリハビリテーションの提供を推進する観点から、特定機能病院に
おいて実施するリハビリテーションについて、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑲
p85

A308- 3
★48頁

地域包括ケア病棟
入院料

地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点から、地域包括
ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑮
p63

地域包括ケア病棟について、一般病床及び療養病床の入院患者の特性の違いを踏まえ、
地域包括ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑯
p75

A310

注 4 【新】

緩和ケア病棟入院
料
緩和ケア疼痛評価
加算

緩和ケア病棟入院料について、患者の状態に応じた入院医療の提供を更に推進する観点
から、評価の在り方を見直す。

緩和ケア病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、がん疼痛薬物療法ガイドライ
ンに沿った評価指標を用いて疼痛の評価を実施し、療養上必要な指導を行った場合につ
いて新たな評価を行うとともに、緩和ケア病棟入院料の評価を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉓
p98

A311

A311- 2

A311- 3

A249

A311・注 6
【新】
★80頁

精神科救急入院料
→精神科救急急性
期医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料
精神科急性期医師
配置加算
精神科救急医療体
制加算（精神科救
急急性期医療入院
料）

精神科救急医療体制の適切な整備を推進する観点から、精神科救急入院料について評価
の在り方を見直す。

1 ．精神科救急入院料について、名称を精神科救急急性期医療入院料に変更するととも
に、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。また、常勤の精神保健指定医の配置要件
について、 5 名以上から 4 名以上に変更する。
2 ．精神科急性期治療病棟入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。
また、当該入院料を算定する病棟の病床数を130床以下に限定する。
3 ．精神科救急・合併症入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直すとと
もに、入院基本料等加算のうち精神科身体合併症管理加算等、リハビリテーションのう
ち心大血管疾患リハビリテーション料等及び処置のうち人工腎臓等の費用を包括評価の
範囲から除外する。また、常勤の精神保健指定医の配置要件及び実績要件を緩和する。
4 ．精神科急性期医師配置加算 1 及び 3 について、精神科救急急性期医療入院料を算定
する病棟において算定可能とするとともに、精神保健指定医の配置に係る要件を設ける。
5 ．地域における役割に応じた精神科救急入院医療の体制の確保に係る評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑨
p371

A311

A311- 2

A311- 3

精神科救急急性期
医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料

治療抵抗性統合失調症に対するクロザピンの使用に係る適切な評価を推進する観点か
ら、精神科救急入院料等について、クロザピン導入目的の転院受入れに係る要件を見直
す。

精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象
患者に、クロザピンの導入を目的として他の保険医療機関から転院した患者を追加する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑩
p385

A400 短期滞在手術等基
本料

実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について、対象手術等を追加
するとともに、要件及び評価を見直す。

1 ．短期滞在手術等基本料 1 について、麻酔科医の配置に係る要件を見直すとともに、
麻酔を伴う手術の実施状況を踏まえ、適切な評価を実施する観点から、評価を見直す。
2 ．短期滞在手術等基本料 2 について、算定件数等の実態を踏まえ、評価を廃止する。
3 ．短期滞在手術等基本料 3 について、在院日数や医療資源投入量が一定の範囲に収斂
している手術等について、短期滞在手術等基本料 3 の対象手術に加えるとともに、これ
まで対象となっていた手術等について、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
4 ．短期滞在手術等基本料 3 の対象手術等のうち、入院外での実施割合が高いものにつ
いて、短期滞在手術等基本料 1 の対象とする。
また、平均在院日数や重症度、医療・看護必要度の評価において、短期滞在手術等基本
料 1 の対象手術等を実施した場合を、評価の対象から除外する。

Ⅰ－ 3 ⑤
p27 

10

区分番号 診療行為名（点数） 基本的な考え方（網掛け部分）／具体的な内容（要旨） 項番・頁
第 1部　初・再診料

A000
A002
★59頁

初診料
外来診療料

外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患者・逆紹介患者の
受診割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料・外来診療
料について、要件を見直す。

Ⅰ－ 4 ③
p123

A000・注 1
【新】
★69頁

初診料（情報通信
機器を用いた場
合）251点

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用い
た場合の初診について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 2 ①
p278

A001・注 1
【新】

A002・注 1
【新】
★70頁

再診料（情報通信
機器を用いた場
合）73点
外来診療料（情報
通信機器を用いた
場合）73点

新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、情報通信機器を
用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。

再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、 
A003オンライン診療料を廃止する。

Ⅲ－ 2 ②
p280

A000・注14
A001・注18
A002・注10
【新】

電子的保健医療情
報活用加算（初診
料） 7 点
電子的保健医療情
報活用加算（再診
料、外来診療料）
4 点

オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、
外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等
を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。

（※）初診の場合であって、健康保険法第 3 条第13項に規定する電子資格確認により、
当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係
る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和 6 年 3 月31日までの間に限り、 3
点を所定点数に加算する。

Ⅲ－ 2 ⑬
p308

A000・注10 機能強化加算（初
診料）

地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の体制について、診療実態も踏まえた適
切な評価を行う観点から、機能強化加算について要件を見直す。

Ⅰ－ 5 ⑤
p143

機能強化加算を算定する保険医療機関が、地域の医療提供体制において担うべきかかり
つけ医機能を明確化する。

A001・注12 地域包括診療加算
（再診料）

地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を
推進する観点から、対象疾患を見直すとともに、成人に対する予防接種の増加を踏ま
え、予防接種に関する相談への対応を要件に追加する。

Ⅰ－ 5 ①
p134

1 ．地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。

2 ．患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や
管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないこととする。

3 ．患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲
示により、当該対応が可能なことを周知することとする。

第 2部　入院料等
入院料　通則
7

褥瘡対策の基準 入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を明確化する。 Ⅰ－ 7 ⑦
p207入院患者に対する褥瘡対策について、薬剤師又は管理栄養士が他職種と連携し、当該患

者の状態に応じて、薬学的管理や栄養管理を実施することに関し、診療計画への記載を
求める。

入院料　横断
的事項

看護補助体制充実
加算

看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点から、看護職員及び看護
補助者に対してより充実した研修を実施した場合等について、新たな評価を行う。

Ⅱ－ 4 ⑤
p237

A101・注12

A106・注 9

A207- 3 ・注4

A214・注 4
A308- 3  ・注
4
【新】

療養病棟入院基本
料
障害者施設等入院
基本料
急性期看護補助体
制加算
看護補助加算
地域包括ケア病棟
入院料）

看護補助者との業務分担・協働に関する看護職員を対象とした研修の実施等、看護補助
者の活用に係る十分な体制を整備している場合の評価を新設する。

入院料　横断
的事項

看護職員の夜間における看護業務の負担軽減を一層促進する観点から、夜間の看護配置
に係る評価を見直すとともに、業務管理等の項目を見直す。

Ⅱ－ 3 ②
p224

A101・注12

A106・注 9

A108・注 6

A207- 3 ・注2

A207- 4

A214・注 2

A308- 3 ・注7
A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

夜間看護加算（療
養 病 棟 入 院 基 本
料）
看護補助加算（障
害者施設等入院基
本料）
夜間看護配置加算
（有床診療所入院
基本料）
夜間急性期看護補
助体制加算（急性
期看護補助体制加
算）
看護職員夜間配置
加算
夜間75対 1 看護補
助加算（看護補助
加算）
看護職員夜間配置
加算（地域包括ケ
ア病棟入院料／精
神科救急急性期医
療入院料／精神科
救急・合併症入院
料）

1 ．夜勤を行う看護職員及び看護補助者に係る業務の実態等を踏まえ、夜間の看護配置
に係る評価等を見直す。

精神科救急急性期医療入院料＝旧・精神科救急入院料（名称変更）

A207- 3 ・注3

A106・注10

A207- 4 ・ 1
イ及び 2イ

A214・注 3
★65頁

夜間看護体制加算
（急性期看護補助
体制加算）
夜間看護体制加算
（障害者施設等入
院基本料）
看護職員夜間配置
加算（12対 1 配置
加 算 1 ・ 16対 1
配 置 加 算 1 に 限
る）
夜間看護体制加算
（看護補助加算）

2 ．夜間看護体制加算（急性期看護補助体制加算）等の施設基準における「夜間におけ
る看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」について、「11時間以上の勤
務間隔の確保」又は「連続する夜勤の回数が 2 回以下」のいずれかを満たしていること
を必須化する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医療
機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

看護職員夜間配置
加算（精神科救急
急性期医療入院料
／精神科救急・合
併症入院料）

3 ．看護職員夜間配置加算（精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院
料）の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する
項目」のうち満たすべき項目の数について、 2 項目以上から 3 項目以上に変更する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医
療機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A100ほか
★41頁

一般病棟用の重症
度、医療・看護必
要度
一般病棟入院基本
料等

急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目を見直すとともに、入院料につ
いて評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ③
p21

A100・ 1 ・イ
★43頁

一般病棟入院基本
料の急性期一般入
院料 1

重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を更に推進する観点
から、急性期一般入院料 1 （許可病床数200床以上）を算定する病棟について、重症
度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件化する。

Ⅰ－ 3 ④
p25

A101・注 1 療養病棟入院基本
料

中心静脈栄養の管理等に係る実態を踏まえた適切な評価を行う観点から、療養病棟入院
基本料の医療区分 3 の評価項目のうち、「中心静脈栄養を実施している状態」について
要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉑
p92

療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、当該病棟が患
者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病
棟入院基本料の医療区分 3 の場合の点数に代えて、医療区分 2 の場合に相当する点数を
算定することとする。
経過措置＝⑴令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院料 1 又は 2 に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、摂食機能又は嚥下機能
の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。／⑵令和 4 年 3 月31日において現
に療養病棟入院料 1 又は 2 を算定している患者であって、医療区分 3 のうち「中心静脈
注射を実施している状態」に該当しているものについては、当該患者が入院している病
棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保の状況にかかわらず、当該
状態が継続している間に限り、医療区分 3 に該当する場合の点数を算定できる。

A101・注11 療養病棟入院基本
料の経過措置

医療法に基づく医療療養病床に係る人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出状況
を踏まえ、療養病棟入院基本料の経過措置の取扱いを見直す。

Ⅰ－ 3 ⑳
p88

1 ．医療療養病床に係る医療法に基づく人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出
状況を踏まえ、療養病棟入院基本料の注11に規定する令和 4 年 3 月31日までの経過措置
（所定点数の100分の85に相当する点数を算定）について、評価を見直す（所定点数の
100分の75）とともに、当該経過措置の期間を 2 年間（令和 6 年 3 月31日まで）延長す
る。

2 ．療養病棟入院基本料の注11に規定する場合において、疾患別リハビリテーション料
を算定する患者に対して、機能的自立度評価法（Functional Independence Measure）
（以下「FIM」という。）の測定を月に 1 回以上行っていない場合は、 1 日につき 2 単
位まで出来高での算定とする。
また、医療区分 2 の患者であって、疾患別リハビリテーション料を算定する患者に対し
て、FIMの測定を行っていない場合においては、医療区分 1 の場合に相当する点数を算
定することとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている
保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、FIMの測定を行っているもの
とみなす。

A104・注11
【新】

注12【新】

入院栄養管理体制
加算 270点（入院
初日及び退院時）
栄養情報提供加算
 50点（ 退 院 時 1
回）

患者の病態・状態に応じた栄養管理を推進する観点から、特定機能病院において、管理
栄養士が患者の状態に応じたきめ細かな栄養管理を行う体制について、新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 7 ⑥
p205

管理栄養士が、A104特定機能病院入院基本料を算定している患者に対して、栄養スク
リーニング、他職種とのカンファレンス等の実施による栄養管理を行った場合の評価を
新設するとともに、当該患者に対して退院後の栄養食事管理に関する指導を行い、入院
中の栄養管理に関する情報を他の保険医療機関等に提供した場合について更に評価する。

A106・注12

A306・注 6

A309・注 6
【新】

障害者施設等入院
基本料
特殊疾患入院医療
管理料
特殊疾患病棟入院
料

患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、障害者施設等入院基本料につ
いて、対象とならない脳卒中患者等に係る入院料を見直す（特殊疾患病棟入院料につい
ても同様の対応を行う。）。

Ⅰ－ 3 ㉒
p94

障害者病棟に入院する重度の意識障害を有さない脳卒中の患者について、当該病棟に入
院してから90日までの間に限り、療養病棟入院料の評価体系を踏まえた評価に見直す。
特殊疾患病棟入院料についても同様の取扱いとする。

A108・注 3

A109・注 6

有床診療所一般病
床初期加算→有床
診療所急性期患者
支援病床初期加算
及び有床診療所在
宅患者支援病床初
期加算（有床診療
所入院基本料）
救急・在宅等支援
療養病床初期加算
→有床診療所急性
期患者支援療養病
床初期加算及び有
床診療所在宅患者
支援療養病床初期
加算（有床診療所
療養病床入院基本
料）

有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期
医療を担う他の医療機関からの患者の受入れと、在宅からの患者の受入れを区別して評
価する。

有床診療所における入院患者の受入れの実態も踏まえ、有床診療所一般病床初期加算及
び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期医療を担う医療機関からの受入
れを行った場合と在宅からの受入れを行った場合の評価に見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に有床診療所入院基本料に係る届出を行ってい
る診療所については、同年 9 月30日までの間に限り、第六の二の⑵のロの②（適切な意
思決定支援に関する指針に係る基準）に該当するものとみなす。

Ⅰ－ 3 ㉔
p100

A109
注12【新】

有床診療所療養病
床入院基本料
慢性維持透析管理
加算　100点／日

慢性維持透析患者を受け入れる病床の確保を推進する観点から、有床診療所療養病床入
院基本料を算定する診療所において慢性維持透析を実施した場合について、新たな評価
を行う。

有床診療所療養病床入院基本料について、慢性維持透析を行っている入院患者に係る評
価を新設する。

Ⅰ－ 3 ㉕
p103

A200 総合入院体制加算 総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、総合入院体制加算につい
て、手術の実績及び外来を縮小する体制等に係る要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ②
p18

1 ．手術の実施件数の実態を踏まえ、総合入院体制加算の施設基準として年間実績を求
めている手術に「人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術」を追加する。

2 ．総合入院体制加算の施設基準である外来を縮小する体制を確保しているものに、紹
介受診重点医療機関を含むこととするとともに、実績に係る要件を見直す。

A200- 2【新】

注 2【新】

急性期充実体制加
算
精神科充実体制加
算

地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点
から、手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療に係る実績を一定程度有した上で急性
期入院医療を実施するための体制について、新たな評価を行う。

高度かつ専門的な医療及び急性期医療の提供に係る体制や、精神疾患を有する患者の受
入れに係る体制を十分に確保している場合の評価を新設する。

Ⅰ－ 3 ①
p16

A204- 3【新】 紹介受診重点医療
機関入院診療加算
 800 点（入院初日）

「紹介受診重点医療機関」において、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推
進され、入院医療の質が向上することを踏まえ、当該入院医療について新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 4 ②
p122
Ⅰ－ 5 ③
p140「紹介受診重点医療機関（医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療

機関）」における入院医療の提供に係る評価を新設する。

A205 救急医療管理加算 患者の重症度等に応じた質の高い救急医療を適切に評価する観点から、救急医療管理加算につ
いて、対象となる患者の状態、診療報酬明細書等に記載を求める内容及びその評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑮
p4331 ．救急医療管理加算について、対象患者の状態のうち熱傷に係る状態を明確化し、

「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」及び「蘇生術を必要とする重篤な状
態」を追加するとともに、評価を見直す。

2 ．救急医療管理加算の算定において、対象患者の一部の状態について、緊急入院が必
要であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとする。

A207 診療録管理体制加
算

医療機関間等の情報共有及び連携が効率的・効果的に行われるよう、標準規格の導入に
係る取組を推進する観点から、診療録管理体制加算について、定例報告における報告内
容を見直す。

Ⅱ－ 5 ③
p245
Ⅲ－ 2 ⑪
p304診療録管理体制加算に係る定例報告において、電子カルテの導入状況及びHL 7  

Internationalによって作成された医療情報交換の次世代標準フレームワークであるHL 7  
FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）の導入状況について報告を求める
こととする。

A207 診療録管理体制加
算

適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時に備えたサイバーセキュリ
ティ対策の整備に係る要件を見直す。

Ⅲ－ 2 ⑩
p302

非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、許可病床数が400床以上
の保険医療機関について、医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施
を診療録管理体制加算の要件に加える。また、医療情報システムのバックアップ体制の
確保が望ましいことを要件に加えるとともに、定例報告において、当該体制の確保状況
について報告を求めることとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療
機関（許可病床数が400床以上のものに限る。）については、令和 5 年 3 月31日までの
間、当該基準を満たしているものとみなす。

A207- 2 医師事務作業補助
体制加算

勤務医の働き方改革を推進し、質の高い医療を提供する観点から、医師事務作業補助体
制加算について要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 4 ①
p230

医師事務作業補助者が実施可能な業務に係る整理等を踏まえ、医師事務作業補助体制加
算 1 及び 2 について、医師事務作業補助者の経験年数に着目した評価に見直す（ 1 は当
該保険医療機関における 3 年以上の勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれ
の配置区分ごとに 5 割以上配置されていること）。

A225 放射線治療病室管
理加算

質の高い放射線内用療法の提供を推進する観点から、放射線治療病室管理加算について
要件及び評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
2 ③
p343放射線治療病室管理加算について、治療用放射性同位元素又は密封小線源による治療が

行われた患者に対する放射線治療病室管理をそれぞれ評価するとともに、放射線治療病
室に係る施設基準を設ける。

A231- 4

A230- 3

摂食障害入院医療
管理加算
精神科身体合併症
管理加算

摂食障害の治療における体制整備に係る適切な評価を推進するため、摂食障害入院医療
管理加算の要件及び精神科身体合併症管理加算の対象患者を見直す。

1 ．摂食障害入院医療管理加算の実績要件における摂食障害の年間新規入院患者数につ
いて、10人以上から 1 人以上に変更する。
2 ．精神科身体合併症管理加算の対象患者のうち、重篤な栄養障害の患者の範囲につい
て、Body Mass Index13未満の摂食障害からBody Mass Index15未満の摂食障害に拡大
する。

Ⅲ－ 4 －
4 ④
p362

A230- 4

A233- 2

A236

A242

精 神 科 リ エ ゾ ン
チーム加算
栄養サポートチー
ム加算
褥瘡ハイリスク患
者ケア加算
呼吸ケアチーム加
算

医師の働き方改革を一層推進する観点から、精神科リエゾンチーム加算等の要件に係る
研修に特定行為研修を追加する。

精神科リエゾンチーム加算、栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算及
び呼吸ケアチーム加算の要件として履修が求められている研修の種類に、特定行為に係
る研修を追加する。

Ⅱ－ 4 ②
p233

A231－ 3 重度アルコール依
存症入院医療管理
加算→依存症入院
医療管理加算

薬物依存症に対する有用な入院治療の開発を踏まえ、薬物依存症に係る入院管理につい
て、新たな評価を行う。

重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な薬物依存症の患者
を対象患者に追加するとともに、名称を依存症入院医療管理加算に変更する。

Ⅲ－ 4 －
4 ②
p358

A233- 2 栄養サポートチー
ム加算

入院医療における栄養管理に係る適切な評価を推進する観点から、栄養サポートチーム
加算の対象となる病棟を見直す。

Ⅰ－ 7 ⑤
p203

栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、A106障害者施設等入院基本料を算定す
る病棟を加える。

A234- 4 　　
【新】★46頁

重症患者初期支援
充実加算 300点／
日

集中治療領域において、特に重篤な状態の患者及びその家族等に対する支援を推進する
観点から、専任の担当者（入院時重症患者対応メディエーター）を配置して当該患者等
に対する支援を行う体制を整備した場合について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料　A301- 2 ハイケアユニット入院医療
管理料　A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理
料　A302新生児特定集中治療室管理料　A303総合周産期特定集中治療室管理料　
A303- 2 新生児回復室入院医療管理料

Ⅰ－ 3 ⑦
p42

A234- 5【新】 報告書管理体制加
算 7 点（退院時
1回）

安心・安全で質の高い医療の提供を推進する観点から、病院全体の医療安全の一環とし
て行われる、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れによる診断又は治療開始の遅
延を防止する取組について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 1③
p250

医療機関の画像診断部門や病理診断部門が医療安全管理部門と連携し、画像診断報告書
や病理診断報告書の確認漏れ等の対策を講じ、診断又は治療開始の遅延を防止するため
の体制を整備している場合の評価を新設する。

A237

A237・2【新】

ハイリスク分娩管
理加算→ハイリス
ク分娩等管理加算
地域連携分娩管理
加算（ハイリスク
分娩等管理加算）

妊産婦に対するより安全な分娩管理を推進する観点から、医療機関が地域周産期母子医
療センター等と連携して適切な分娩管理を実施した場合について、新たな評価を行う。

地域周産期母子医療センター等の専門機関との連携体制を構築し、妊産婦に対して適切
な分娩管理を実施した場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑫
p428

A242- 2【新】 術後疼痛管理チー
ム加算

術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管理チームによる疼
痛管理について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A100・ 1 急性期一般入院基本料　A102結核病棟入院基本料
A104特定機能病院入院基本料（一般病棟又は結核病棟に限る。）
A105専門病院入院基本料　A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料
A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理料
A303総合周産期特定集中治療室管理料（ 1 母体・胎児集中治療室管理料に限る。）
A306小児入院医療管理料　A317特定一般病棟入院料

Ⅰ－ 7 ⑧
p208

全身麻酔下手術を行った患者に対して、麻酔に従事する医師を中心とした多職種により
構成される術後疼痛管理チームが、質の高い疼痛管理を実施した場合の評価を新設する。

A243 後発医薬品使用体
制加算

後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、後発医薬品の調剤数量割合等に応じた評
価等について見直しを行う。

Ⅳ－ 1 ①
p469

3
（p471）

後発医薬品の使用数量割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、後発医薬品
使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用数量割合の
基準を引き上げる。

A244 病棟薬剤業務実施
加算

小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている
実態を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評
価の在り方を見直す。

Ⅱ－ 4 ③
p234

A307小児入院医療管理料を算定する病棟について、病棟薬剤業務実施加算を算定可能
とする。

A245 データ提出加算 データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件
とする入院料の範囲を拡大する。

Ⅲ－ 2 ⑨
p298
Ⅲ－ 3 ④
p320

データ提出加算に係る届出を行っていることを要件とする入院料について、Ａ100・ 2
地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者施設等入
院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料、Ａ310緩和ケア
病棟入院料及びＡ311精神科救急急性期医療入院料に拡大する。
経過措置=データ提出加算に係る施設基準について、令和 4 年 3 月31日において、現に
Ａ100・ 2 地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者
施設等入院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料又はＡ
310緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、許可病床数
が200床以上のものにあっては令和 5 年 3 月31日までの間、許可病床数が200床未満のも
のにあっては令和 6 年 3 月31日までの間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て
差し支えない。
また、令和 4 年度診療報酬改定前からデータ提出加算に係る届出を行っていることが要
件とされている入院料を届け出ていない保険医療機関であって、新たにデータ提出加算
に係る届出が要件化される入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床
数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、電子カルテシステムが
導入されていない等、データの提出を行うことが困難であることについて正当な理由が
あるものについては、当分の間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て差し支え
ない。
さらに、A311精神科救急急性期医療入院料については、令和 6 年 3 月31日までの間に
限り、データ提出加算に係る届出の要件を満たすものとみなす。

A246 入退院支援加算 医療資源の少ない地域に配慮した評価を更に適切に推進する観点から、入退院支援加算
について要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉖
p104

入退院支援加算における医療資源の少ない地域に配慮した評価に係る要件について、常
勤の看護師又は社会福祉士の配置に代えて、非常勤の看護師又は社会福祉士を複数人配
置した場合であっても当該要件を満たすこととする。

A246
1 ・ 2

入退院支援加算 1
及び 2

質の高い入退院支援を推進する観点から、入退院支援加算の要件を見直すとともに、ヤ
ングケアラーの実態を踏まえ、入退院支援加算の対象患者を見直す。

Ⅲ－ 1 ①
p246

1 ．入退院支援加算 1 及び 2 について、算定対象である「退院困難な要因を有する患
者」として、ヤングケアラー及びその家族を追加する。

2 ．入退院支援加算 1 の施設基準において、転院又は退院体制等に係る連携機関の数を
20以上から25以上に変更するとともに、評価を見直し、当該連携機関の職員との面会に
ついて、ICTを活用した対面によらない方法により実施することを認める。
経過措置=「連携する保険医療機関」等の規定については、令和 4 年 3 月31日において
現に入退院支援加算 1 に係る届出を行っている保険医療機関については、令和 4 年 9 月
30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。

A252 地域医療体制確保
加算

地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、地域医療体制確
保加算について対象となる医療機関を追加するとともに、要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 1 ①
p219 

1 ．地域の救急医療体制における過酷な勤務環境を踏まえ、周産期医療又は小児救急医
療を担う医療機関を、地域医療体制確保加算の対象医療機関に追加するとともに、評価
を見直す。
2 ．医師の働き方改革をより実効的に進めるため、「医師労働時間短縮計画作成ガイド
ライン」に沿った計画の作成を地域医療体制確保加算の要件に追加する。

A300 
A301

救命救急入院料
特定集中治療室管
理料

患者の病態によって、長期の集中治療管理が必要となる場合があることを踏まえ、早期
から患者の回復に向けた取組を十分に行っている治療室における算定上限日数に係る評
価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3⑨
p45

急性血液浄化又は体外式心肺補助（ECMO）を必要とする患者や臓器移植を行った患
者について、長期の集中治療管理が必要となる実態を踏まえ、救命救急入院料及び特定
集中治療室管理料における当該患者に係る算定上限日数を延長する。

A300　
A301
★44頁

特定集中治療室用
の重症度、医療・
看護必要度
救 命 救 急 入 院 料
1 ・ 3
特定集中治療室管
理料

高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、特定集中治療室用
の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目及び判定基準を見
直すとともに、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、以下のとおり見直す。
1 ．「心電図モニターの管理」の項目について、患者の 9 割以上が該当している実態を
踏まえ、評価指標から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
2 ．「Ｂ患者の状況等」の項目（以下「Ｂ項目」という。）について、入院患者の状態に
応じた適切な評価の実施及び医療従事者の業務負担軽減を推進する観点から、評価指標
から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
3. 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、レセプト電算処理システ
ム用コードを用いた評価を導入する。なお、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必
要度Ⅱを用いて評価する場合の患者割合の基準を見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている病棟に
あっては、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、令和 4 年度改定前の「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和 2 年 3 月 5 日保医発 0305 
第 2 号）の別添 6 の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価
票を用いて評価をしても差し支えないこと。

Ⅰ－ 3 ⑬
p60

A300　注11

A301　注 6
【新】★45頁

重症患者対応体制
強化加算
救命救急入院料 2
又は 4
特定集中治療室管
理料 1 ～ 4

集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏まえ、特定集中治
療室等における重症患者対応に係る体制について、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑥ 
p39

A300・ 1 及び
3

救命救急入院料 1
及び 3

高度急性期医療を要する患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、救命救急入院
料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度に係る評価票を見直す。

救命救急入院料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度の測定に用いる評価票につ
いて、特定集中治療室用の評価票からハイケアユニット用の評価票に変更する。

Ⅰ－ 3 ⑭
p62

A300・ 2 及び
4
A301

A301- 4

A302

A303

救命救急入院料 2
及び 4
特定集中治療室管
理料
小児特定集中治療
室管理料
新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料

日本集中治療医学会による「集中治療部設置のための指針」の改訂を踏まえ、特定集中
治療室等におけるバイオクリーンルームの設置に係る要件を見直す。

バイオクリーンルームの設置による治療室内における感染症の発症抑制に係る実態を踏
まえ、バイオクリーンルームの設置の要件を廃止し、手術室と同程度の空気清浄度を有
する個室及び陰圧個室の設置が望ましいこととする。

Ⅰ－ 3 ⑧
p44

A300・注 8
A301- 2 ・注3

A301- 3 ・注3

A301- 4 ・注
3【新】

早期離床・リハビ
リテーション加算
救命救急入院料
ハイケアユニット
入院医療管理料
脳卒中ケアユニッ
ト入院医療管理料
小児特定集中治療
室管理料

特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床に向けたリハビリ
テーション等の総合的な取組を行っている実態及びその効果を踏まえ、早期離床・リハ
ビリテーション加算の対象となる治療室を見直す。

早期離床・リハビリテーション加算の算定対象に、A300救命救急入院料、A301- 2 ハイ
ケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料及びA301- 4
小児特定集中治療室管理料を算定する治療室を加える。

Ⅰ－ 3 ⑩
p49

A300・注 2 精神疾患診断治療
初回加算（救命救
急入院料）

自殺企図患者等に対する退院に向けたアセスメント・情報提供等の必要性を踏まえ、救
命救急入院料の精神疾患診断治療初回加算について、評価の在り方を見直す。

救命救急入院料を算定する自殺企図等の重篤な精神疾患患者に対して、当該患者の指導
に係る一定の要件を満たした上で届出を行った保険医療機関が治療等を行った場合の評
価を新設するとともに、当該患者に対し、生活上の課題等の確認及び退院に向けたアセ
スメント等を行った場合の更なる評価を設ける。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑬
p392

A301・注 4　 早期離床・リハビ
リテーション加算
（特定集中治療室
管理料）

特定集中治療室等に入室した患者に対して、早期から離床に必要な取組を行うことを更
に推進する観点から、早期離床・リハビリテーション加算における職種要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑪
p54

入室後早期から実施する離床に向けた取組を更に推進するため、早期離床・リハビリ
テーションに関わる職種に言語聴覚士を追加する。

A301ほか 患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点から、早期栄養介入管理加算の対象となる
治療室及び評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑫
p56

A301・注 5 早期栄養介入管理
加算（特定集中治
療室管理料）

1 ．入院患者に対する入室後早期の栄養管理について、経腸栄養の開始の有無に応じた
評価に見直す。

A300・注 9
A301- 2 ・注4
A301- 3 ・注4
A301- 4 ・注4
【新】

早期栄養介入管理
加算（救命救急入
院料等）

2 ．A300救命救急入院料、A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中
ケアユニット入院医療管理料又はA301- 4 小児特定集中治療室管理料を算定する病室に
ついて、早期栄養介入管理加算を算定可能とする。

A301- 4 小児特定集中治療
室管理料

重篤な先天性心疾患を有する新生児に対して、高度な周術期管理及び長期にわたる集中
治療管理が必要となる実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料について要件及び算定
上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑩
p423

1 ．医療技術の発展により、重篤な先天性心疾患患者の救命率が向上し、高度な周術期
管理を必要とする患者の範囲が拡大している実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料
の施設基準における患者の受入実績に、先天性心疾患患者に対する周術期管理に係る実
績を追加する。

2 ．手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児について、小児特定集中治療室管理
料の算定上限日数を55日とする。

A302・注 1

A303・注 1

A303- 2 ・注1

新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料
新生児治療回復室
入院医療管理料

慢性肺疾患を伴う低出生体重児に対して、長期の入院による呼吸管理が必要となる実態
を踏まえ、新生児特定集中治療室管理料等について算定上限日数を見直す。

慢性肺疾患を伴う低出生体重児について、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特
定集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料の算定上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑪
p425

A303・注 3
【新】

成育連携支援加算
（総合周産期特定
集 中 治 療 室 管 理
料 ）1,200点（ 入
院中 1 回）

胎児が重篤な疾患を有すると診断された、又は疑われる妊婦に対して、出生前より十分
な情報提供及び必要なケアを切れ目なく行い、当該妊婦及びその家族等が納得して治療
の選択等ができるよう、多職種が共同して支援を実施した場合について、新たな評価を
行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑬
p430

胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等に対して、多職種が共同して、胎児の疾
患や出生後に必要となる治療等に関する適切な情報提供等の支援を行った場合の評価を
新設する。

A307・注 5
【新】

無菌治療管理加算
（小児入院医療管
理料）

造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して無菌治療管理を実施した場合について、新
たな評価を行う。

小児患者に係る造血幹細胞移植の実施において、特に厳重な感染予防が必要となること
を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している造血幹細胞移植を実施す
る小児患者に対して、無菌治療室管理を行った場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑤
p413

A307・注 6
【新】

退院時薬剤情報管
理指導連携加算
（小児入院医療管
理 料 ）150点（ 退
院日 1 回）

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管理の必要性を踏ま
え、医療機関と薬局の連携を更に推進する観点から、小児入院医療管理料を算定する病
棟における退院時の当該患者等に対する服薬指導及び薬局に対する情報提供について、
新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑦
p417

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が、当該患者
又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬
局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合の評価を新設する。

A307・注 7
【新】

養育支援体制加算
（小児入院医療管
理料）

不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司法・教育等の関係
機関の適切な連携を推進する観点から、多職種で構成される専任のチームを設置して連
携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6⑨
p4２１

小児入院医療管理料を算定する病棟において、不適切な養育等が行われていることが疑
われる小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、多職種による専任のチー
ムを設置している場合の評価を新設する。

A307・注 8
【新】

時間外受入体制強
化加算（小児入院
医療管理料）

一部の医療機関では時間外の小児の緊急入院を多く受け入れている実態を踏まえ、充実
した時間外受入体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、時間外における小児患者の緊急
入院の受入体制を整備している場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑥
p415

A308
★55頁

回 復 期 リ ハ ビ リ
テーション病棟入
院料

重症患者に対する効率的・効果的なリハビリテーションの提供を更に推進する観点か
ら、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系を見直す。

回復期リハビリテーションの提供体制の充実を図る観点から、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する患者の状態として、「急性
心筋梗塞、狭心症の発作若しくはその他急性発症した心大血管疾患の発症後又は手術後
の状態」を追加する。

Ⅰ－ 3 ⑰
p77

Ⅰ－ 3 ⑱
p82

A319【新】
★58頁

特定機能病院リハ
ビリテーション病
棟入院料

患者のニーズに応じたリハビリテーションの提供を推進する観点から、特定機能病院に
おいて実施するリハビリテーションについて、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑲
p85

A308- 3
★48頁

地域包括ケア病棟
入院料

地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点から、地域包括
ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑮
p63

地域包括ケア病棟について、一般病床及び療養病床の入院患者の特性の違いを踏まえ、
地域包括ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑯
p75

A310

注 4 【新】

緩和ケア病棟入院
料
緩和ケア疼痛評価
加算

緩和ケア病棟入院料について、患者の状態に応じた入院医療の提供を更に推進する観点
から、評価の在り方を見直す。

緩和ケア病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、がん疼痛薬物療法ガイドライ
ンに沿った評価指標を用いて疼痛の評価を実施し、療養上必要な指導を行った場合につ
いて新たな評価を行うとともに、緩和ケア病棟入院料の評価を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉓
p98

A311

A311- 2

A311- 3

A249

A311・注 6
【新】
★80頁

精神科救急入院料
→精神科救急急性
期医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料
精神科急性期医師
配置加算
精神科救急医療体
制加算（精神科救
急急性期医療入院
料）

精神科救急医療体制の適切な整備を推進する観点から、精神科救急入院料について評価
の在り方を見直す。

1 ．精神科救急入院料について、名称を精神科救急急性期医療入院料に変更するととも
に、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。また、常勤の精神保健指定医の配置要件
について、 5 名以上から 4 名以上に変更する。
2 ．精神科急性期治療病棟入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。
また、当該入院料を算定する病棟の病床数を130床以下に限定する。
3 ．精神科救急・合併症入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直すとと
もに、入院基本料等加算のうち精神科身体合併症管理加算等、リハビリテーションのう
ち心大血管疾患リハビリテーション料等及び処置のうち人工腎臓等の費用を包括評価の
範囲から除外する。また、常勤の精神保健指定医の配置要件及び実績要件を緩和する。
4 ．精神科急性期医師配置加算 1 及び 3 について、精神科救急急性期医療入院料を算定
する病棟において算定可能とするとともに、精神保健指定医の配置に係る要件を設ける。
5 ．地域における役割に応じた精神科救急入院医療の体制の確保に係る評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑨
p371

A311

A311- 2

A311- 3

精神科救急急性期
医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料

治療抵抗性統合失調症に対するクロザピンの使用に係る適切な評価を推進する観点か
ら、精神科救急入院料等について、クロザピン導入目的の転院受入れに係る要件を見直
す。

精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象
患者に、クロザピンの導入を目的として他の保険医療機関から転院した患者を追加する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑩
p385

A400 短期滞在手術等基
本料

実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について、対象手術等を追加
するとともに、要件及び評価を見直す。

1 ．短期滞在手術等基本料 1 について、麻酔科医の配置に係る要件を見直すとともに、
麻酔を伴う手術の実施状況を踏まえ、適切な評価を実施する観点から、評価を見直す。
2 ．短期滞在手術等基本料 2 について、算定件数等の実態を踏まえ、評価を廃止する。
3 ．短期滞在手術等基本料 3 について、在院日数や医療資源投入量が一定の範囲に収斂
している手術等について、短期滞在手術等基本料 3 の対象手術に加えるとともに、これ
まで対象となっていた手術等について、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
4 ．短期滞在手術等基本料 3 の対象手術等のうち、入院外での実施割合が高いものにつ
いて、短期滞在手術等基本料 1 の対象とする。
また、平均在院日数や重症度、医療・看護必要度の評価において、短期滞在手術等基本
料 1 の対象手術等を実施した場合を、評価の対象から除外する。

Ⅰ－ 3 ⑤
p27 

2医科・基本診療料第１部　〔2〕「個別改定項目について」にもとづく改定内容（区分番号・診療行為別）

― 12 ― ― 13 ―
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区分番号 診療行為名（点数） 基本的な考え方（網掛け部分）／具体的な内容（要旨） 項番・頁
第 1部　初・再診料

A000
A002
★59頁

初診料
外来診療料

外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患者・逆紹介患者の
受診割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料・外来診療
料について、要件を見直す。

Ⅰ－ 4 ③
p123

A000・注 1
【新】
★69頁

初診料（情報通信
機器を用いた場
合）251点

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用い
た場合の初診について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 2 ①
p278

A001・注 1
【新】

A002・注 1
【新】
★70頁

再診料（情報通信
機器を用いた場
合）73点
外来診療料（情報
通信機器を用いた
場合）73点

新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、情報通信機器を
用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。

再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、 
A003オンライン診療料を廃止する。

Ⅲ－ 2 ②
p280

A000・注14
A001・注18
A002・注10
【新】

電子的保健医療情
報活用加算（初診
料） 7 点
電子的保健医療情
報活用加算（再診
料、外来診療料）
4 点

オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、
外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等
を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。

（※）初診の場合であって、健康保険法第 3 条第13項に規定する電子資格確認により、
当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係
る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和 6 年 3 月31日までの間に限り、 3
点を所定点数に加算する。

Ⅲ－ 2 ⑬
p308

A000・注10 機能強化加算（初
診料）

地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の体制について、診療実態も踏まえた適
切な評価を行う観点から、機能強化加算について要件を見直す。

Ⅰ－ 5 ⑤
p143

機能強化加算を算定する保険医療機関が、地域の医療提供体制において担うべきかかり
つけ医機能を明確化する。

A001・注12 地域包括診療加算
（再診料）

地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を
推進する観点から、対象疾患を見直すとともに、成人に対する予防接種の増加を踏ま
え、予防接種に関する相談への対応を要件に追加する。

Ⅰ－ 5 ①
p134

1 ．地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。

2 ．患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や
管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないこととする。

3 ．患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲
示により、当該対応が可能なことを周知することとする。

第 2部　入院料等
入院料　通則
7

褥瘡対策の基準 入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を明確化する。 Ⅰ－ 7 ⑦
p207入院患者に対する褥瘡対策について、薬剤師又は管理栄養士が他職種と連携し、当該患

者の状態に応じて、薬学的管理や栄養管理を実施することに関し、診療計画への記載を
求める。

入院料　横断
的事項

看護補助体制充実
加算

看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点から、看護職員及び看護
補助者に対してより充実した研修を実施した場合等について、新たな評価を行う。

Ⅱ－ 4 ⑤
p237

A101・注12

A106・注 9

A207- 3 ・注4

A214・注 4
A308- 3  ・注
4
【新】

療養病棟入院基本
料
障害者施設等入院
基本料
急性期看護補助体
制加算
看護補助加算
地域包括ケア病棟
入院料）

看護補助者との業務分担・協働に関する看護職員を対象とした研修の実施等、看護補助
者の活用に係る十分な体制を整備している場合の評価を新設する。

入院料　横断
的事項

看護職員の夜間における看護業務の負担軽減を一層促進する観点から、夜間の看護配置
に係る評価を見直すとともに、業務管理等の項目を見直す。

Ⅱ－ 3 ②
p224

A101・注12

A106・注 9

A108・注 6

A207- 3 ・注2

A207- 4

A214・注 2

A308- 3 ・注7
A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

夜間看護加算（療
養 病 棟 入 院 基 本
料）
看護補助加算（障
害者施設等入院基
本料）
夜間看護配置加算
（有床診療所入院
基本料）
夜間急性期看護補
助体制加算（急性
期看護補助体制加
算）
看護職員夜間配置
加算
夜間75対 1 看護補
助加算（看護補助
加算）
看護職員夜間配置
加算（地域包括ケ
ア病棟入院料／精
神科救急急性期医
療入院料／精神科
救急・合併症入院
料）

1 ．夜勤を行う看護職員及び看護補助者に係る業務の実態等を踏まえ、夜間の看護配置
に係る評価等を見直す。

精神科救急急性期医療入院料＝旧・精神科救急入院料（名称変更）

A207- 3 ・注3

A106・注10

A207- 4 ・ 1
イ及び 2イ

A214・注 3
★65頁

夜間看護体制加算
（急性期看護補助
体制加算）
夜間看護体制加算
（障害者施設等入
院基本料）
看護職員夜間配置
加算（12対 1 配置
加 算 1 ・ 16対 1
配 置 加 算 1 に 限
る）
夜間看護体制加算
（看護補助加算）

2 ．夜間看護体制加算（急性期看護補助体制加算）等の施設基準における「夜間におけ
る看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」について、「11時間以上の勤
務間隔の確保」又は「連続する夜勤の回数が 2 回以下」のいずれかを満たしていること
を必須化する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医療
機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

看護職員夜間配置
加算（精神科救急
急性期医療入院料
／精神科救急・合
併症入院料）

3 ．看護職員夜間配置加算（精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院
料）の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する
項目」のうち満たすべき項目の数について、 2 項目以上から 3 項目以上に変更する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医
療機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A100ほか
★41頁

一般病棟用の重症
度、医療・看護必
要度
一般病棟入院基本
料等

急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目を見直すとともに、入院料につ
いて評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ③
p21

A100・ 1 ・イ
★43頁

一般病棟入院基本
料の急性期一般入
院料 1

重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を更に推進する観点
から、急性期一般入院料 1 （許可病床数200床以上）を算定する病棟について、重症
度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件化する。

Ⅰ－ 3 ④
p25

A101・注 1 療養病棟入院基本
料

中心静脈栄養の管理等に係る実態を踏まえた適切な評価を行う観点から、療養病棟入院
基本料の医療区分 3 の評価項目のうち、「中心静脈栄養を実施している状態」について
要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉑
p92

療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、当該病棟が患
者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病
棟入院基本料の医療区分 3 の場合の点数に代えて、医療区分 2 の場合に相当する点数を
算定することとする。
経過措置＝⑴令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院料 1 又は 2 に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、摂食機能又は嚥下機能
の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。／⑵令和 4 年 3 月31日において現
に療養病棟入院料 1 又は 2 を算定している患者であって、医療区分 3 のうち「中心静脈
注射を実施している状態」に該当しているものについては、当該患者が入院している病
棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保の状況にかかわらず、当該
状態が継続している間に限り、医療区分 3 に該当する場合の点数を算定できる。

A101・注11 療養病棟入院基本
料の経過措置

医療法に基づく医療療養病床に係る人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出状況
を踏まえ、療養病棟入院基本料の経過措置の取扱いを見直す。

Ⅰ－ 3 ⑳
p88

1 ．医療療養病床に係る医療法に基づく人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出
状況を踏まえ、療養病棟入院基本料の注11に規定する令和 4 年 3 月31日までの経過措置
（所定点数の100分の85に相当する点数を算定）について、評価を見直す（所定点数の
100分の75）とともに、当該経過措置の期間を 2 年間（令和 6 年 3 月31日まで）延長す
る。

2 ．療養病棟入院基本料の注11に規定する場合において、疾患別リハビリテーション料
を算定する患者に対して、機能的自立度評価法（Functional Independence Measure）
（以下「FIM」という。）の測定を月に 1 回以上行っていない場合は、 1 日につき 2 単
位まで出来高での算定とする。
また、医療区分 2 の患者であって、疾患別リハビリテーション料を算定する患者に対し
て、FIMの測定を行っていない場合においては、医療区分 1 の場合に相当する点数を算
定することとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている
保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、FIMの測定を行っているもの
とみなす。

A104・注11
【新】

注12【新】

入院栄養管理体制
加算 270点（入院
初日及び退院時）
栄養情報提供加算
 50点（ 退 院 時 1
回）

患者の病態・状態に応じた栄養管理を推進する観点から、特定機能病院において、管理
栄養士が患者の状態に応じたきめ細かな栄養管理を行う体制について、新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 7 ⑥
p205

管理栄養士が、A104特定機能病院入院基本料を算定している患者に対して、栄養スク
リーニング、他職種とのカンファレンス等の実施による栄養管理を行った場合の評価を
新設するとともに、当該患者に対して退院後の栄養食事管理に関する指導を行い、入院
中の栄養管理に関する情報を他の保険医療機関等に提供した場合について更に評価する。

A106・注12

A306・注 6

A309・注 6
【新】

障害者施設等入院
基本料
特殊疾患入院医療
管理料
特殊疾患病棟入院
料

患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、障害者施設等入院基本料につ
いて、対象とならない脳卒中患者等に係る入院料を見直す（特殊疾患病棟入院料につい
ても同様の対応を行う。）。

Ⅰ－ 3 ㉒
p94

障害者病棟に入院する重度の意識障害を有さない脳卒中の患者について、当該病棟に入
院してから90日までの間に限り、療養病棟入院料の評価体系を踏まえた評価に見直す。
特殊疾患病棟入院料についても同様の取扱いとする。

A108・注 3

A109・注 6

有床診療所一般病
床初期加算→有床
診療所急性期患者
支援病床初期加算
及び有床診療所在
宅患者支援病床初
期加算（有床診療
所入院基本料）
救急・在宅等支援
療養病床初期加算
→有床診療所急性
期患者支援療養病
床初期加算及び有
床診療所在宅患者
支援療養病床初期
加算（有床診療所
療養病床入院基本
料）

有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期
医療を担う他の医療機関からの患者の受入れと、在宅からの患者の受入れを区別して評
価する。

有床診療所における入院患者の受入れの実態も踏まえ、有床診療所一般病床初期加算及
び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期医療を担う医療機関からの受入
れを行った場合と在宅からの受入れを行った場合の評価に見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に有床診療所入院基本料に係る届出を行ってい
る診療所については、同年 9 月30日までの間に限り、第六の二の⑵のロの②（適切な意
思決定支援に関する指針に係る基準）に該当するものとみなす。

Ⅰ－ 3 ㉔
p100

A109
注12【新】

有床診療所療養病
床入院基本料
慢性維持透析管理
加算　100点／日

慢性維持透析患者を受け入れる病床の確保を推進する観点から、有床診療所療養病床入
院基本料を算定する診療所において慢性維持透析を実施した場合について、新たな評価
を行う。

有床診療所療養病床入院基本料について、慢性維持透析を行っている入院患者に係る評
価を新設する。

Ⅰ－ 3 ㉕
p103

A200 総合入院体制加算 総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、総合入院体制加算につい
て、手術の実績及び外来を縮小する体制等に係る要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ②
p18

1 ．手術の実施件数の実態を踏まえ、総合入院体制加算の施設基準として年間実績を求
めている手術に「人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術」を追加する。

2 ．総合入院体制加算の施設基準である外来を縮小する体制を確保しているものに、紹
介受診重点医療機関を含むこととするとともに、実績に係る要件を見直す。

A200- 2【新】

注 2【新】

急性期充実体制加
算
精神科充実体制加
算

地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点
から、手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療に係る実績を一定程度有した上で急性
期入院医療を実施するための体制について、新たな評価を行う。

高度かつ専門的な医療及び急性期医療の提供に係る体制や、精神疾患を有する患者の受
入れに係る体制を十分に確保している場合の評価を新設する。

Ⅰ－ 3 ①
p16

A204- 3【新】 紹介受診重点医療
機関入院診療加算
 800 点（入院初日）

「紹介受診重点医療機関」において、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推
進され、入院医療の質が向上することを踏まえ、当該入院医療について新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 4 ②
p122
Ⅰ－ 5 ③
p140「紹介受診重点医療機関（医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療

機関）」における入院医療の提供に係る評価を新設する。

A205 救急医療管理加算 患者の重症度等に応じた質の高い救急医療を適切に評価する観点から、救急医療管理加算につ
いて、対象となる患者の状態、診療報酬明細書等に記載を求める内容及びその評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑮
p4331 ．救急医療管理加算について、対象患者の状態のうち熱傷に係る状態を明確化し、

「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」及び「蘇生術を必要とする重篤な状
態」を追加するとともに、評価を見直す。

2 ．救急医療管理加算の算定において、対象患者の一部の状態について、緊急入院が必
要であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとする。

A207 診療録管理体制加
算

医療機関間等の情報共有及び連携が効率的・効果的に行われるよう、標準規格の導入に
係る取組を推進する観点から、診療録管理体制加算について、定例報告における報告内
容を見直す。

Ⅱ－ 5 ③
p245
Ⅲ－ 2 ⑪
p304診療録管理体制加算に係る定例報告において、電子カルテの導入状況及びHL 7  

Internationalによって作成された医療情報交換の次世代標準フレームワークであるHL 7  
FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）の導入状況について報告を求める
こととする。

A207 診療録管理体制加
算

適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時に備えたサイバーセキュリ
ティ対策の整備に係る要件を見直す。

Ⅲ－ 2 ⑩
p302

非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、許可病床数が400床以上
の保険医療機関について、医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施
を診療録管理体制加算の要件に加える。また、医療情報システムのバックアップ体制の
確保が望ましいことを要件に加えるとともに、定例報告において、当該体制の確保状況
について報告を求めることとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療
機関（許可病床数が400床以上のものに限る。）については、令和 5 年 3 月31日までの
間、当該基準を満たしているものとみなす。

A207- 2 医師事務作業補助
体制加算

勤務医の働き方改革を推進し、質の高い医療を提供する観点から、医師事務作業補助体
制加算について要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 4 ①
p230

医師事務作業補助者が実施可能な業務に係る整理等を踏まえ、医師事務作業補助体制加
算 1 及び 2 について、医師事務作業補助者の経験年数に着目した評価に見直す（ 1 は当
該保険医療機関における 3 年以上の勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれ
の配置区分ごとに 5 割以上配置されていること）。

A225 放射線治療病室管
理加算

質の高い放射線内用療法の提供を推進する観点から、放射線治療病室管理加算について
要件及び評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
2 ③
p343放射線治療病室管理加算について、治療用放射性同位元素又は密封小線源による治療が

行われた患者に対する放射線治療病室管理をそれぞれ評価するとともに、放射線治療病
室に係る施設基準を設ける。

A231- 4

A230- 3

摂食障害入院医療
管理加算
精神科身体合併症
管理加算

摂食障害の治療における体制整備に係る適切な評価を推進するため、摂食障害入院医療
管理加算の要件及び精神科身体合併症管理加算の対象患者を見直す。

1 ．摂食障害入院医療管理加算の実績要件における摂食障害の年間新規入院患者数につ
いて、10人以上から 1 人以上に変更する。
2 ．精神科身体合併症管理加算の対象患者のうち、重篤な栄養障害の患者の範囲につい
て、Body Mass Index13未満の摂食障害からBody Mass Index15未満の摂食障害に拡大
する。

Ⅲ－ 4 －
4 ④
p362

A230- 4

A233- 2

A236

A242

精 神 科 リ エ ゾ ン
チーム加算
栄養サポートチー
ム加算
褥瘡ハイリスク患
者ケア加算
呼吸ケアチーム加
算

医師の働き方改革を一層推進する観点から、精神科リエゾンチーム加算等の要件に係る
研修に特定行為研修を追加する。

精神科リエゾンチーム加算、栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算及
び呼吸ケアチーム加算の要件として履修が求められている研修の種類に、特定行為に係
る研修を追加する。

Ⅱ－ 4 ②
p233

A231－ 3 重度アルコール依
存症入院医療管理
加算→依存症入院
医療管理加算

薬物依存症に対する有用な入院治療の開発を踏まえ、薬物依存症に係る入院管理につい
て、新たな評価を行う。

重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な薬物依存症の患者
を対象患者に追加するとともに、名称を依存症入院医療管理加算に変更する。

Ⅲ－ 4 －
4 ②
p358

A233- 2 栄養サポートチー
ム加算

入院医療における栄養管理に係る適切な評価を推進する観点から、栄養サポートチーム
加算の対象となる病棟を見直す。

Ⅰ－ 7 ⑤
p203

栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、A106障害者施設等入院基本料を算定す
る病棟を加える。

A234- 4 　　
【新】★46頁

重症患者初期支援
充実加算 300点／
日

集中治療領域において、特に重篤な状態の患者及びその家族等に対する支援を推進する
観点から、専任の担当者（入院時重症患者対応メディエーター）を配置して当該患者等
に対する支援を行う体制を整備した場合について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料　A301- 2 ハイケアユニット入院医療
管理料　A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理
料　A302新生児特定集中治療室管理料　A303総合周産期特定集中治療室管理料　
A303- 2 新生児回復室入院医療管理料

Ⅰ－ 3 ⑦
p42

A234- 5【新】 報告書管理体制加
算 7 点（退院時
1回）

安心・安全で質の高い医療の提供を推進する観点から、病院全体の医療安全の一環とし
て行われる、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れによる診断又は治療開始の遅
延を防止する取組について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 1③
p250

医療機関の画像診断部門や病理診断部門が医療安全管理部門と連携し、画像診断報告書
や病理診断報告書の確認漏れ等の対策を講じ、診断又は治療開始の遅延を防止するため
の体制を整備している場合の評価を新設する。

A237

A237・2【新】

ハイリスク分娩管
理加算→ハイリス
ク分娩等管理加算
地域連携分娩管理
加算（ハイリスク
分娩等管理加算）

妊産婦に対するより安全な分娩管理を推進する観点から、医療機関が地域周産期母子医
療センター等と連携して適切な分娩管理を実施した場合について、新たな評価を行う。

地域周産期母子医療センター等の専門機関との連携体制を構築し、妊産婦に対して適切
な分娩管理を実施した場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑫
p428

A242- 2【新】 術後疼痛管理チー
ム加算

術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管理チームによる疼
痛管理について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A100・ 1 急性期一般入院基本料　A102結核病棟入院基本料
A104特定機能病院入院基本料（一般病棟又は結核病棟に限る。）
A105専門病院入院基本料　A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料
A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理料
A303総合周産期特定集中治療室管理料（ 1 母体・胎児集中治療室管理料に限る。）
A306小児入院医療管理料　A317特定一般病棟入院料

Ⅰ－ 7 ⑧
p208

全身麻酔下手術を行った患者に対して、麻酔に従事する医師を中心とした多職種により
構成される術後疼痛管理チームが、質の高い疼痛管理を実施した場合の評価を新設する。

A243 後発医薬品使用体
制加算

後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、後発医薬品の調剤数量割合等に応じた評
価等について見直しを行う。

Ⅳ－ 1 ①
p469

3
（p471）

後発医薬品の使用数量割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、後発医薬品
使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用数量割合の
基準を引き上げる。

A244 病棟薬剤業務実施
加算

小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている
実態を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評
価の在り方を見直す。

Ⅱ－ 4 ③
p234

A307小児入院医療管理料を算定する病棟について、病棟薬剤業務実施加算を算定可能
とする。

A245 データ提出加算 データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件
とする入院料の範囲を拡大する。

Ⅲ－ 2 ⑨
p298
Ⅲ－ 3 ④
p320

データ提出加算に係る届出を行っていることを要件とする入院料について、Ａ100・ 2
地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者施設等入
院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料、Ａ310緩和ケア
病棟入院料及びＡ311精神科救急急性期医療入院料に拡大する。
経過措置=データ提出加算に係る施設基準について、令和 4 年 3 月31日において、現に
Ａ100・ 2 地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者
施設等入院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料又はＡ
310緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、許可病床数
が200床以上のものにあっては令和 5 年 3 月31日までの間、許可病床数が200床未満のも
のにあっては令和 6 年 3 月31日までの間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て
差し支えない。
また、令和 4 年度診療報酬改定前からデータ提出加算に係る届出を行っていることが要
件とされている入院料を届け出ていない保険医療機関であって、新たにデータ提出加算
に係る届出が要件化される入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床
数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、電子カルテシステムが
導入されていない等、データの提出を行うことが困難であることについて正当な理由が
あるものについては、当分の間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て差し支え
ない。
さらに、A311精神科救急急性期医療入院料については、令和 6 年 3 月31日までの間に
限り、データ提出加算に係る届出の要件を満たすものとみなす。

A246 入退院支援加算 医療資源の少ない地域に配慮した評価を更に適切に推進する観点から、入退院支援加算
について要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉖
p104

入退院支援加算における医療資源の少ない地域に配慮した評価に係る要件について、常
勤の看護師又は社会福祉士の配置に代えて、非常勤の看護師又は社会福祉士を複数人配
置した場合であっても当該要件を満たすこととする。

A246
1 ・ 2

入退院支援加算 1
及び 2

質の高い入退院支援を推進する観点から、入退院支援加算の要件を見直すとともに、ヤ
ングケアラーの実態を踏まえ、入退院支援加算の対象患者を見直す。

Ⅲ－ 1 ①
p246

1 ．入退院支援加算 1 及び 2 について、算定対象である「退院困難な要因を有する患
者」として、ヤングケアラー及びその家族を追加する。

2 ．入退院支援加算 1 の施設基準において、転院又は退院体制等に係る連携機関の数を
20以上から25以上に変更するとともに、評価を見直し、当該連携機関の職員との面会に
ついて、ICTを活用した対面によらない方法により実施することを認める。
経過措置=「連携する保険医療機関」等の規定については、令和 4 年 3 月31日において
現に入退院支援加算 1 に係る届出を行っている保険医療機関については、令和 4 年 9 月
30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。

A252 地域医療体制確保
加算

地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、地域医療体制確
保加算について対象となる医療機関を追加するとともに、要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 1 ①
p219 

1 ．地域の救急医療体制における過酷な勤務環境を踏まえ、周産期医療又は小児救急医
療を担う医療機関を、地域医療体制確保加算の対象医療機関に追加するとともに、評価
を見直す。
2 ．医師の働き方改革をより実効的に進めるため、「医師労働時間短縮計画作成ガイド
ライン」に沿った計画の作成を地域医療体制確保加算の要件に追加する。

A300 
A301

救命救急入院料
特定集中治療室管
理料

患者の病態によって、長期の集中治療管理が必要となる場合があることを踏まえ、早期
から患者の回復に向けた取組を十分に行っている治療室における算定上限日数に係る評
価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3⑨
p45

急性血液浄化又は体外式心肺補助（ECMO）を必要とする患者や臓器移植を行った患
者について、長期の集中治療管理が必要となる実態を踏まえ、救命救急入院料及び特定
集中治療室管理料における当該患者に係る算定上限日数を延長する。

A300　
A301
★44頁

特定集中治療室用
の重症度、医療・
看護必要度
救 命 救 急 入 院 料
1 ・ 3
特定集中治療室管
理料

高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、特定集中治療室用
の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目及び判定基準を見
直すとともに、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、以下のとおり見直す。
1 ．「心電図モニターの管理」の項目について、患者の 9 割以上が該当している実態を
踏まえ、評価指標から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
2 ．「Ｂ患者の状況等」の項目（以下「Ｂ項目」という。）について、入院患者の状態に
応じた適切な評価の実施及び医療従事者の業務負担軽減を推進する観点から、評価指標
から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
3. 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、レセプト電算処理システ
ム用コードを用いた評価を導入する。なお、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必
要度Ⅱを用いて評価する場合の患者割合の基準を見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている病棟に
あっては、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、令和 4 年度改定前の「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和 2 年 3 月 5 日保医発 0305 
第 2 号）の別添 6 の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価
票を用いて評価をしても差し支えないこと。

Ⅰ－ 3 ⑬
p60

A300　注11

A301　注 6
【新】★45頁

重症患者対応体制
強化加算
救命救急入院料 2
又は 4
特定集中治療室管
理料 1 ～ 4

集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏まえ、特定集中治
療室等における重症患者対応に係る体制について、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑥ 
p39

A300・ 1 及び
3

救命救急入院料 1
及び 3

高度急性期医療を要する患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、救命救急入院
料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度に係る評価票を見直す。

救命救急入院料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度の測定に用いる評価票につ
いて、特定集中治療室用の評価票からハイケアユニット用の評価票に変更する。

Ⅰ－ 3 ⑭
p62

A300・ 2 及び
4
A301

A301- 4

A302

A303

救命救急入院料 2
及び 4
特定集中治療室管
理料
小児特定集中治療
室管理料
新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料

日本集中治療医学会による「集中治療部設置のための指針」の改訂を踏まえ、特定集中
治療室等におけるバイオクリーンルームの設置に係る要件を見直す。

バイオクリーンルームの設置による治療室内における感染症の発症抑制に係る実態を踏
まえ、バイオクリーンルームの設置の要件を廃止し、手術室と同程度の空気清浄度を有
する個室及び陰圧個室の設置が望ましいこととする。

Ⅰ－ 3 ⑧
p44

A300・注 8
A301- 2 ・注3

A301- 3 ・注3

A301- 4 ・注
3【新】

早期離床・リハビ
リテーション加算
救命救急入院料
ハイケアユニット
入院医療管理料
脳卒中ケアユニッ
ト入院医療管理料
小児特定集中治療
室管理料

特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床に向けたリハビリ
テーション等の総合的な取組を行っている実態及びその効果を踏まえ、早期離床・リハ
ビリテーション加算の対象となる治療室を見直す。

早期離床・リハビリテーション加算の算定対象に、A300救命救急入院料、A301- 2 ハイ
ケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料及びA301- 4
小児特定集中治療室管理料を算定する治療室を加える。

Ⅰ－ 3 ⑩
p49

A300・注 2 精神疾患診断治療
初回加算（救命救
急入院料）

自殺企図患者等に対する退院に向けたアセスメント・情報提供等の必要性を踏まえ、救
命救急入院料の精神疾患診断治療初回加算について、評価の在り方を見直す。

救命救急入院料を算定する自殺企図等の重篤な精神疾患患者に対して、当該患者の指導
に係る一定の要件を満たした上で届出を行った保険医療機関が治療等を行った場合の評
価を新設するとともに、当該患者に対し、生活上の課題等の確認及び退院に向けたアセ
スメント等を行った場合の更なる評価を設ける。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑬
p392

A301・注 4　 早期離床・リハビ
リテーション加算
（特定集中治療室
管理料）

特定集中治療室等に入室した患者に対して、早期から離床に必要な取組を行うことを更
に推進する観点から、早期離床・リハビリテーション加算における職種要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑪
p54

入室後早期から実施する離床に向けた取組を更に推進するため、早期離床・リハビリ
テーションに関わる職種に言語聴覚士を追加する。

A301ほか 患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点から、早期栄養介入管理加算の対象となる
治療室及び評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑫
p56

A301・注 5 早期栄養介入管理
加算（特定集中治
療室管理料）

1 ．入院患者に対する入室後早期の栄養管理について、経腸栄養の開始の有無に応じた
評価に見直す。

A300・注 9
A301- 2 ・注4
A301- 3 ・注4
A301- 4 ・注4
【新】

早期栄養介入管理
加算（救命救急入
院料等）

2 ．A300救命救急入院料、A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中
ケアユニット入院医療管理料又はA301- 4 小児特定集中治療室管理料を算定する病室に
ついて、早期栄養介入管理加算を算定可能とする。

A301- 4 小児特定集中治療
室管理料

重篤な先天性心疾患を有する新生児に対して、高度な周術期管理及び長期にわたる集中
治療管理が必要となる実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料について要件及び算定
上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑩
p423

1 ．医療技術の発展により、重篤な先天性心疾患患者の救命率が向上し、高度な周術期
管理を必要とする患者の範囲が拡大している実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料
の施設基準における患者の受入実績に、先天性心疾患患者に対する周術期管理に係る実
績を追加する。

2 ．手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児について、小児特定集中治療室管理
料の算定上限日数を55日とする。

A302・注 1

A303・注 1

A303- 2 ・注1

新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料
新生児治療回復室
入院医療管理料

慢性肺疾患を伴う低出生体重児に対して、長期の入院による呼吸管理が必要となる実態
を踏まえ、新生児特定集中治療室管理料等について算定上限日数を見直す。

慢性肺疾患を伴う低出生体重児について、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特
定集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料の算定上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑪
p425

A303・注 3
【新】

成育連携支援加算
（総合周産期特定
集 中 治 療 室 管 理
料 ）1,200点（ 入
院中 1 回）

胎児が重篤な疾患を有すると診断された、又は疑われる妊婦に対して、出生前より十分
な情報提供及び必要なケアを切れ目なく行い、当該妊婦及びその家族等が納得して治療
の選択等ができるよう、多職種が共同して支援を実施した場合について、新たな評価を
行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑬
p430

胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等に対して、多職種が共同して、胎児の疾
患や出生後に必要となる治療等に関する適切な情報提供等の支援を行った場合の評価を
新設する。

A307・注 5
【新】

無菌治療管理加算
（小児入院医療管
理料）

造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して無菌治療管理を実施した場合について、新
たな評価を行う。

小児患者に係る造血幹細胞移植の実施において、特に厳重な感染予防が必要となること
を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している造血幹細胞移植を実施す
る小児患者に対して、無菌治療室管理を行った場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑤
p413

A307・注 6
【新】

退院時薬剤情報管
理指導連携加算
（小児入院医療管
理 料 ）150点（ 退
院日 1 回）

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管理の必要性を踏ま
え、医療機関と薬局の連携を更に推進する観点から、小児入院医療管理料を算定する病
棟における退院時の当該患者等に対する服薬指導及び薬局に対する情報提供について、
新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑦
p417

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が、当該患者
又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬
局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合の評価を新設する。

A307・注 7
【新】

養育支援体制加算
（小児入院医療管
理料）

不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司法・教育等の関係
機関の適切な連携を推進する観点から、多職種で構成される専任のチームを設置して連
携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6⑨
p4２１

小児入院医療管理料を算定する病棟において、不適切な養育等が行われていることが疑
われる小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、多職種による専任のチー
ムを設置している場合の評価を新設する。

A307・注 8
【新】

時間外受入体制強
化加算（小児入院
医療管理料）

一部の医療機関では時間外の小児の緊急入院を多く受け入れている実態を踏まえ、充実
した時間外受入体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、時間外における小児患者の緊急
入院の受入体制を整備している場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑥
p415

A308
★55頁

回 復 期 リ ハ ビ リ
テーション病棟入
院料

重症患者に対する効率的・効果的なリハビリテーションの提供を更に推進する観点か
ら、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系を見直す。

回復期リハビリテーションの提供体制の充実を図る観点から、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する患者の状態として、「急性
心筋梗塞、狭心症の発作若しくはその他急性発症した心大血管疾患の発症後又は手術後
の状態」を追加する。

Ⅰ－ 3 ⑰
p77

Ⅰ－ 3 ⑱
p82

A319【新】
★58頁

特定機能病院リハ
ビリテーション病
棟入院料

患者のニーズに応じたリハビリテーションの提供を推進する観点から、特定機能病院に
おいて実施するリハビリテーションについて、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑲
p85

A308- 3
★48頁

地域包括ケア病棟
入院料

地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点から、地域包括
ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑮
p63

地域包括ケア病棟について、一般病床及び療養病床の入院患者の特性の違いを踏まえ、
地域包括ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑯
p75

A310

注 4 【新】

緩和ケア病棟入院
料
緩和ケア疼痛評価
加算

緩和ケア病棟入院料について、患者の状態に応じた入院医療の提供を更に推進する観点
から、評価の在り方を見直す。

緩和ケア病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、がん疼痛薬物療法ガイドライ
ンに沿った評価指標を用いて疼痛の評価を実施し、療養上必要な指導を行った場合につ
いて新たな評価を行うとともに、緩和ケア病棟入院料の評価を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉓
p98

A311

A311- 2

A311- 3

A249

A311・注 6
【新】
★80頁

精神科救急入院料
→精神科救急急性
期医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料
精神科急性期医師
配置加算
精神科救急医療体
制加算（精神科救
急急性期医療入院
料）

精神科救急医療体制の適切な整備を推進する観点から、精神科救急入院料について評価
の在り方を見直す。

1 ．精神科救急入院料について、名称を精神科救急急性期医療入院料に変更するととも
に、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。また、常勤の精神保健指定医の配置要件
について、 5 名以上から 4 名以上に変更する。
2 ．精神科急性期治療病棟入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。
また、当該入院料を算定する病棟の病床数を130床以下に限定する。
3 ．精神科救急・合併症入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直すとと
もに、入院基本料等加算のうち精神科身体合併症管理加算等、リハビリテーションのう
ち心大血管疾患リハビリテーション料等及び処置のうち人工腎臓等の費用を包括評価の
範囲から除外する。また、常勤の精神保健指定医の配置要件及び実績要件を緩和する。
4 ．精神科急性期医師配置加算 1 及び 3 について、精神科救急急性期医療入院料を算定
する病棟において算定可能とするとともに、精神保健指定医の配置に係る要件を設ける。
5 ．地域における役割に応じた精神科救急入院医療の体制の確保に係る評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑨
p371

A311

A311- 2

A311- 3

精神科救急急性期
医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料

治療抵抗性統合失調症に対するクロザピンの使用に係る適切な評価を推進する観点か
ら、精神科救急入院料等について、クロザピン導入目的の転院受入れに係る要件を見直
す。

精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象
患者に、クロザピンの導入を目的として他の保険医療機関から転院した患者を追加する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑩
p385

A400 短期滞在手術等基
本料

実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について、対象手術等を追加
するとともに、要件及び評価を見直す。

1 ．短期滞在手術等基本料 1 について、麻酔科医の配置に係る要件を見直すとともに、
麻酔を伴う手術の実施状況を踏まえ、適切な評価を実施する観点から、評価を見直す。
2 ．短期滞在手術等基本料 2 について、算定件数等の実態を踏まえ、評価を廃止する。
3 ．短期滞在手術等基本料 3 について、在院日数や医療資源投入量が一定の範囲に収斂
している手術等について、短期滞在手術等基本料 3 の対象手術に加えるとともに、これ
まで対象となっていた手術等について、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
4 ．短期滞在手術等基本料 3 の対象手術等のうち、入院外での実施割合が高いものにつ
いて、短期滞在手術等基本料 1 の対象とする。
また、平均在院日数や重症度、医療・看護必要度の評価において、短期滞在手術等基本
料 1 の対象手術等を実施した場合を、評価の対象から除外する。

Ⅰ－ 3 ⑤
p27 
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区分番号 診療行為名（点数） 基本的な考え方（網掛け部分）／具体的な内容（要旨） 項番・頁
第 1部　初・再診料

A000
A002
★59頁

初診料
外来診療料

外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患者・逆紹介患者の
受診割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料・外来診療
料について、要件を見直す。

Ⅰ－ 4 ③
p123

A000・注 1
【新】
★69頁

初診料（情報通信
機器を用いた場
合）251点

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用い
た場合の初診について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 2 ①
p278

A001・注 1
【新】

A002・注 1
【新】
★70頁

再診料（情報通信
機器を用いた場
合）73点
外来診療料（情報
通信機器を用いた
場合）73点

新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、情報通信機器を
用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。

再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、 
A003オンライン診療料を廃止する。

Ⅲ－ 2 ②
p280

A000・注14
A001・注18
A002・注10
【新】

電子的保健医療情
報活用加算（初診
料） 7 点
電子的保健医療情
報活用加算（再診
料、外来診療料）
4 点

オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、
外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等
を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。

（※）初診の場合であって、健康保険法第 3 条第13項に規定する電子資格確認により、
当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係
る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和 6 年 3 月31日までの間に限り、 3
点を所定点数に加算する。

Ⅲ－ 2 ⑬
p308

A000・注10 機能強化加算（初
診料）

地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の体制について、診療実態も踏まえた適
切な評価を行う観点から、機能強化加算について要件を見直す。

Ⅰ－ 5 ⑤
p143

機能強化加算を算定する保険医療機関が、地域の医療提供体制において担うべきかかり
つけ医機能を明確化する。

A001・注12 地域包括診療加算
（再診料）

地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を
推進する観点から、対象疾患を見直すとともに、成人に対する予防接種の増加を踏ま
え、予防接種に関する相談への対応を要件に追加する。

Ⅰ－ 5 ①
p134

1 ．地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。

2 ．患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や
管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないこととする。

3 ．患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲
示により、当該対応が可能なことを周知することとする。

第 2部　入院料等
入院料　通則
7

褥瘡対策の基準 入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を明確化する。 Ⅰ－ 7 ⑦
p207入院患者に対する褥瘡対策について、薬剤師又は管理栄養士が他職種と連携し、当該患

者の状態に応じて、薬学的管理や栄養管理を実施することに関し、診療計画への記載を
求める。

入院料　横断
的事項

看護補助体制充実
加算

看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点から、看護職員及び看護
補助者に対してより充実した研修を実施した場合等について、新たな評価を行う。

Ⅱ－ 4 ⑤
p237

A101・注12

A106・注 9

A207- 3 ・注4

A214・注 4
A308- 3  ・注
4
【新】

療養病棟入院基本
料
障害者施設等入院
基本料
急性期看護補助体
制加算
看護補助加算
地域包括ケア病棟
入院料）

看護補助者との業務分担・協働に関する看護職員を対象とした研修の実施等、看護補助
者の活用に係る十分な体制を整備している場合の評価を新設する。

入院料　横断
的事項

看護職員の夜間における看護業務の負担軽減を一層促進する観点から、夜間の看護配置
に係る評価を見直すとともに、業務管理等の項目を見直す。

Ⅱ－ 3 ②
p224

A101・注12

A106・注 9

A108・注 6

A207- 3 ・注2

A207- 4

A214・注 2

A308- 3 ・注7
A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

夜間看護加算（療
養 病 棟 入 院 基 本
料）
看護補助加算（障
害者施設等入院基
本料）
夜間看護配置加算
（有床診療所入院
基本料）
夜間急性期看護補
助体制加算（急性
期看護補助体制加
算）
看護職員夜間配置
加算
夜間75対 1 看護補
助加算（看護補助
加算）
看護職員夜間配置
加算（地域包括ケ
ア病棟入院料／精
神科救急急性期医
療入院料／精神科
救急・合併症入院
料）

1 ．夜勤を行う看護職員及び看護補助者に係る業務の実態等を踏まえ、夜間の看護配置
に係る評価等を見直す。

精神科救急急性期医療入院料＝旧・精神科救急入院料（名称変更）

A207- 3 ・注3

A106・注10

A207- 4 ・ 1
イ及び 2イ

A214・注 3
★65頁

夜間看護体制加算
（急性期看護補助
体制加算）
夜間看護体制加算
（障害者施設等入
院基本料）
看護職員夜間配置
加算（12対 1 配置
加 算 1 ・ 16対 1
配 置 加 算 1 に 限
る）
夜間看護体制加算
（看護補助加算）

2 ．夜間看護体制加算（急性期看護補助体制加算）等の施設基準における「夜間におけ
る看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」について、「11時間以上の勤
務間隔の確保」又は「連続する夜勤の回数が 2 回以下」のいずれかを満たしていること
を必須化する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医療
機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

看護職員夜間配置
加算（精神科救急
急性期医療入院料
／精神科救急・合
併症入院料）

3 ．看護職員夜間配置加算（精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院
料）の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する
項目」のうち満たすべき項目の数について、 2 項目以上から 3 項目以上に変更する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医
療機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A100ほか
★41頁

一般病棟用の重症
度、医療・看護必
要度
一般病棟入院基本
料等

急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目を見直すとともに、入院料につ
いて評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ③
p21

A100・ 1 ・イ
★43頁

一般病棟入院基本
料の急性期一般入
院料 1

重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を更に推進する観点
から、急性期一般入院料 1 （許可病床数200床以上）を算定する病棟について、重症
度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件化する。

Ⅰ－ 3 ④
p25

A101・注 1 療養病棟入院基本
料

中心静脈栄養の管理等に係る実態を踏まえた適切な評価を行う観点から、療養病棟入院
基本料の医療区分 3 の評価項目のうち、「中心静脈栄養を実施している状態」について
要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉑
p92

療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、当該病棟が患
者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病
棟入院基本料の医療区分 3 の場合の点数に代えて、医療区分 2 の場合に相当する点数を
算定することとする。
経過措置＝⑴令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院料 1 又は 2 に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、摂食機能又は嚥下機能
の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。／⑵令和 4 年 3 月31日において現
に療養病棟入院料 1 又は 2 を算定している患者であって、医療区分 3 のうち「中心静脈
注射を実施している状態」に該当しているものについては、当該患者が入院している病
棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保の状況にかかわらず、当該
状態が継続している間に限り、医療区分 3 に該当する場合の点数を算定できる。

A101・注11 療養病棟入院基本
料の経過措置

医療法に基づく医療療養病床に係る人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出状況
を踏まえ、療養病棟入院基本料の経過措置の取扱いを見直す。

Ⅰ－ 3 ⑳
p88

1 ．医療療養病床に係る医療法に基づく人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出
状況を踏まえ、療養病棟入院基本料の注11に規定する令和 4 年 3 月31日までの経過措置
（所定点数の100分の85に相当する点数を算定）について、評価を見直す（所定点数の
100分の75）とともに、当該経過措置の期間を 2 年間（令和 6 年 3 月31日まで）延長す
る。

2 ．療養病棟入院基本料の注11に規定する場合において、疾患別リハビリテーション料
を算定する患者に対して、機能的自立度評価法（Functional Independence Measure）
（以下「FIM」という。）の測定を月に 1 回以上行っていない場合は、 1 日につき 2 単
位まで出来高での算定とする。
また、医療区分 2 の患者であって、疾患別リハビリテーション料を算定する患者に対し
て、FIMの測定を行っていない場合においては、医療区分 1 の場合に相当する点数を算
定することとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている
保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、FIMの測定を行っているもの
とみなす。

A104・注11
【新】

注12【新】

入院栄養管理体制
加算 270点（入院
初日及び退院時）
栄養情報提供加算
 50点（ 退 院 時 1
回）

患者の病態・状態に応じた栄養管理を推進する観点から、特定機能病院において、管理
栄養士が患者の状態に応じたきめ細かな栄養管理を行う体制について、新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 7 ⑥
p205

管理栄養士が、A104特定機能病院入院基本料を算定している患者に対して、栄養スク
リーニング、他職種とのカンファレンス等の実施による栄養管理を行った場合の評価を
新設するとともに、当該患者に対して退院後の栄養食事管理に関する指導を行い、入院
中の栄養管理に関する情報を他の保険医療機関等に提供した場合について更に評価する。

A106・注12

A306・注 6

A309・注 6
【新】

障害者施設等入院
基本料
特殊疾患入院医療
管理料
特殊疾患病棟入院
料

患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、障害者施設等入院基本料につ
いて、対象とならない脳卒中患者等に係る入院料を見直す（特殊疾患病棟入院料につい
ても同様の対応を行う。）。

Ⅰ－ 3 ㉒
p94

障害者病棟に入院する重度の意識障害を有さない脳卒中の患者について、当該病棟に入
院してから90日までの間に限り、療養病棟入院料の評価体系を踏まえた評価に見直す。
特殊疾患病棟入院料についても同様の取扱いとする。

A108・注 3

A109・注 6

有床診療所一般病
床初期加算→有床
診療所急性期患者
支援病床初期加算
及び有床診療所在
宅患者支援病床初
期加算（有床診療
所入院基本料）
救急・在宅等支援
療養病床初期加算
→有床診療所急性
期患者支援療養病
床初期加算及び有
床診療所在宅患者
支援療養病床初期
加算（有床診療所
療養病床入院基本
料）

有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期
医療を担う他の医療機関からの患者の受入れと、在宅からの患者の受入れを区別して評
価する。

有床診療所における入院患者の受入れの実態も踏まえ、有床診療所一般病床初期加算及
び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期医療を担う医療機関からの受入
れを行った場合と在宅からの受入れを行った場合の評価に見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に有床診療所入院基本料に係る届出を行ってい
る診療所については、同年 9 月30日までの間に限り、第六の二の⑵のロの②（適切な意
思決定支援に関する指針に係る基準）に該当するものとみなす。

Ⅰ－ 3 ㉔
p100

A109
注12【新】

有床診療所療養病
床入院基本料
慢性維持透析管理
加算　100点／日

慢性維持透析患者を受け入れる病床の確保を推進する観点から、有床診療所療養病床入
院基本料を算定する診療所において慢性維持透析を実施した場合について、新たな評価
を行う。

有床診療所療養病床入院基本料について、慢性維持透析を行っている入院患者に係る評
価を新設する。

Ⅰ－ 3 ㉕
p103

A200 総合入院体制加算 総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、総合入院体制加算につい
て、手術の実績及び外来を縮小する体制等に係る要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ②
p18

1 ．手術の実施件数の実態を踏まえ、総合入院体制加算の施設基準として年間実績を求
めている手術に「人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術」を追加する。

2 ．総合入院体制加算の施設基準である外来を縮小する体制を確保しているものに、紹
介受診重点医療機関を含むこととするとともに、実績に係る要件を見直す。

A200- 2【新】

注 2【新】

急性期充実体制加
算
精神科充実体制加
算

地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点
から、手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療に係る実績を一定程度有した上で急性
期入院医療を実施するための体制について、新たな評価を行う。

高度かつ専門的な医療及び急性期医療の提供に係る体制や、精神疾患を有する患者の受
入れに係る体制を十分に確保している場合の評価を新設する。

Ⅰ－ 3 ①
p16

A204- 3【新】 紹介受診重点医療
機関入院診療加算
 800 点（入院初日）

「紹介受診重点医療機関」において、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推
進され、入院医療の質が向上することを踏まえ、当該入院医療について新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 4 ②
p122
Ⅰ－ 5 ③
p140「紹介受診重点医療機関（医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療

機関）」における入院医療の提供に係る評価を新設する。

A205 救急医療管理加算 患者の重症度等に応じた質の高い救急医療を適切に評価する観点から、救急医療管理加算につ
いて、対象となる患者の状態、診療報酬明細書等に記載を求める内容及びその評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑮
p4331 ．救急医療管理加算について、対象患者の状態のうち熱傷に係る状態を明確化し、

「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」及び「蘇生術を必要とする重篤な状
態」を追加するとともに、評価を見直す。

2 ．救急医療管理加算の算定において、対象患者の一部の状態について、緊急入院が必
要であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとする。

A207 診療録管理体制加
算

医療機関間等の情報共有及び連携が効率的・効果的に行われるよう、標準規格の導入に
係る取組を推進する観点から、診療録管理体制加算について、定例報告における報告内
容を見直す。

Ⅱ－ 5 ③
p245
Ⅲ－ 2 ⑪
p304診療録管理体制加算に係る定例報告において、電子カルテの導入状況及びHL 7  

Internationalによって作成された医療情報交換の次世代標準フレームワークであるHL 7  
FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）の導入状況について報告を求める
こととする。

A207 診療録管理体制加
算

適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時に備えたサイバーセキュリ
ティ対策の整備に係る要件を見直す。

Ⅲ－ 2 ⑩
p302

非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、許可病床数が400床以上
の保険医療機関について、医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施
を診療録管理体制加算の要件に加える。また、医療情報システムのバックアップ体制の
確保が望ましいことを要件に加えるとともに、定例報告において、当該体制の確保状況
について報告を求めることとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療
機関（許可病床数が400床以上のものに限る。）については、令和 5 年 3 月31日までの
間、当該基準を満たしているものとみなす。

A207- 2 医師事務作業補助
体制加算

勤務医の働き方改革を推進し、質の高い医療を提供する観点から、医師事務作業補助体
制加算について要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 4 ①
p230

医師事務作業補助者が実施可能な業務に係る整理等を踏まえ、医師事務作業補助体制加
算 1 及び 2 について、医師事務作業補助者の経験年数に着目した評価に見直す（ 1 は当
該保険医療機関における 3 年以上の勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれ
の配置区分ごとに 5 割以上配置されていること）。

A225 放射線治療病室管
理加算

質の高い放射線内用療法の提供を推進する観点から、放射線治療病室管理加算について
要件及び評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
2 ③
p343放射線治療病室管理加算について、治療用放射性同位元素又は密封小線源による治療が

行われた患者に対する放射線治療病室管理をそれぞれ評価するとともに、放射線治療病
室に係る施設基準を設ける。

A231- 4

A230- 3

摂食障害入院医療
管理加算
精神科身体合併症
管理加算

摂食障害の治療における体制整備に係る適切な評価を推進するため、摂食障害入院医療
管理加算の要件及び精神科身体合併症管理加算の対象患者を見直す。

1 ．摂食障害入院医療管理加算の実績要件における摂食障害の年間新規入院患者数につ
いて、10人以上から 1 人以上に変更する。
2 ．精神科身体合併症管理加算の対象患者のうち、重篤な栄養障害の患者の範囲につい
て、Body Mass Index13未満の摂食障害からBody Mass Index15未満の摂食障害に拡大
する。

Ⅲ－ 4 －
4 ④
p362

A230- 4

A233- 2

A236

A242

精 神 科 リ エ ゾ ン
チーム加算
栄養サポートチー
ム加算
褥瘡ハイリスク患
者ケア加算
呼吸ケアチーム加
算

医師の働き方改革を一層推進する観点から、精神科リエゾンチーム加算等の要件に係る
研修に特定行為研修を追加する。

精神科リエゾンチーム加算、栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算及
び呼吸ケアチーム加算の要件として履修が求められている研修の種類に、特定行為に係
る研修を追加する。

Ⅱ－ 4 ②
p233

A231－ 3 重度アルコール依
存症入院医療管理
加算→依存症入院
医療管理加算

薬物依存症に対する有用な入院治療の開発を踏まえ、薬物依存症に係る入院管理につい
て、新たな評価を行う。

重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な薬物依存症の患者
を対象患者に追加するとともに、名称を依存症入院医療管理加算に変更する。

Ⅲ－ 4 －
4 ②
p358

A233- 2 栄養サポートチー
ム加算

入院医療における栄養管理に係る適切な評価を推進する観点から、栄養サポートチーム
加算の対象となる病棟を見直す。

Ⅰ－ 7 ⑤
p203

栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、A106障害者施設等入院基本料を算定す
る病棟を加える。

A234- 4 　　
【新】★46頁

重症患者初期支援
充実加算 300点／
日

集中治療領域において、特に重篤な状態の患者及びその家族等に対する支援を推進する
観点から、専任の担当者（入院時重症患者対応メディエーター）を配置して当該患者等
に対する支援を行う体制を整備した場合について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料　A301- 2 ハイケアユニット入院医療
管理料　A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理
料　A302新生児特定集中治療室管理料　A303総合周産期特定集中治療室管理料　
A303- 2 新生児回復室入院医療管理料

Ⅰ－ 3 ⑦
p42

A234- 5【新】 報告書管理体制加
算 7 点（退院時
1回）

安心・安全で質の高い医療の提供を推進する観点から、病院全体の医療安全の一環とし
て行われる、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れによる診断又は治療開始の遅
延を防止する取組について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 1③
p250

医療機関の画像診断部門や病理診断部門が医療安全管理部門と連携し、画像診断報告書
や病理診断報告書の確認漏れ等の対策を講じ、診断又は治療開始の遅延を防止するため
の体制を整備している場合の評価を新設する。

A237

A237・2【新】

ハイリスク分娩管
理加算→ハイリス
ク分娩等管理加算
地域連携分娩管理
加算（ハイリスク
分娩等管理加算）

妊産婦に対するより安全な分娩管理を推進する観点から、医療機関が地域周産期母子医
療センター等と連携して適切な分娩管理を実施した場合について、新たな評価を行う。

地域周産期母子医療センター等の専門機関との連携体制を構築し、妊産婦に対して適切
な分娩管理を実施した場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑫
p428

A242- 2【新】 術後疼痛管理チー
ム加算

術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管理チームによる疼
痛管理について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A100・ 1 急性期一般入院基本料　A102結核病棟入院基本料
A104特定機能病院入院基本料（一般病棟又は結核病棟に限る。）
A105専門病院入院基本料　A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料
A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理料
A303総合周産期特定集中治療室管理料（ 1 母体・胎児集中治療室管理料に限る。）
A306小児入院医療管理料　A317特定一般病棟入院料

Ⅰ－ 7 ⑧
p208

全身麻酔下手術を行った患者に対して、麻酔に従事する医師を中心とした多職種により
構成される術後疼痛管理チームが、質の高い疼痛管理を実施した場合の評価を新設する。

A243 後発医薬品使用体
制加算

後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、後発医薬品の調剤数量割合等に応じた評
価等について見直しを行う。

Ⅳ－ 1 ①
p469

3
（p471）

後発医薬品の使用数量割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、後発医薬品
使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用数量割合の
基準を引き上げる。

A244 病棟薬剤業務実施
加算

小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている
実態を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評
価の在り方を見直す。

Ⅱ－ 4 ③
p234

A307小児入院医療管理料を算定する病棟について、病棟薬剤業務実施加算を算定可能
とする。

A245 データ提出加算 データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件
とする入院料の範囲を拡大する。

Ⅲ－ 2 ⑨
p298
Ⅲ－ 3 ④
p320

データ提出加算に係る届出を行っていることを要件とする入院料について、Ａ100・ 2
地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者施設等入
院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料、Ａ310緩和ケア
病棟入院料及びＡ311精神科救急急性期医療入院料に拡大する。
経過措置=データ提出加算に係る施設基準について、令和 4 年 3 月31日において、現に
Ａ100・ 2 地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者
施設等入院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料又はＡ
310緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、許可病床数
が200床以上のものにあっては令和 5 年 3 月31日までの間、許可病床数が200床未満のも
のにあっては令和 6 年 3 月31日までの間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て
差し支えない。
また、令和 4 年度診療報酬改定前からデータ提出加算に係る届出を行っていることが要
件とされている入院料を届け出ていない保険医療機関であって、新たにデータ提出加算
に係る届出が要件化される入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床
数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、電子カルテシステムが
導入されていない等、データの提出を行うことが困難であることについて正当な理由が
あるものについては、当分の間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て差し支え
ない。
さらに、A311精神科救急急性期医療入院料については、令和 6 年 3 月31日までの間に
限り、データ提出加算に係る届出の要件を満たすものとみなす。

A246 入退院支援加算 医療資源の少ない地域に配慮した評価を更に適切に推進する観点から、入退院支援加算
について要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉖
p104

入退院支援加算における医療資源の少ない地域に配慮した評価に係る要件について、常
勤の看護師又は社会福祉士の配置に代えて、非常勤の看護師又は社会福祉士を複数人配
置した場合であっても当該要件を満たすこととする。

A246
1 ・ 2

入退院支援加算 1
及び 2

質の高い入退院支援を推進する観点から、入退院支援加算の要件を見直すとともに、ヤ
ングケアラーの実態を踏まえ、入退院支援加算の対象患者を見直す。

Ⅲ－ 1 ①
p246

1 ．入退院支援加算 1 及び 2 について、算定対象である「退院困難な要因を有する患
者」として、ヤングケアラー及びその家族を追加する。

2 ．入退院支援加算 1 の施設基準において、転院又は退院体制等に係る連携機関の数を
20以上から25以上に変更するとともに、評価を見直し、当該連携機関の職員との面会に
ついて、ICTを活用した対面によらない方法により実施することを認める。
経過措置=「連携する保険医療機関」等の規定については、令和 4 年 3 月31日において
現に入退院支援加算 1 に係る届出を行っている保険医療機関については、令和 4 年 9 月
30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。

A252 地域医療体制確保
加算

地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、地域医療体制確
保加算について対象となる医療機関を追加するとともに、要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 1 ①
p219 

1 ．地域の救急医療体制における過酷な勤務環境を踏まえ、周産期医療又は小児救急医
療を担う医療機関を、地域医療体制確保加算の対象医療機関に追加するとともに、評価
を見直す。
2 ．医師の働き方改革をより実効的に進めるため、「医師労働時間短縮計画作成ガイド
ライン」に沿った計画の作成を地域医療体制確保加算の要件に追加する。

A300 
A301

救命救急入院料
特定集中治療室管
理料

患者の病態によって、長期の集中治療管理が必要となる場合があることを踏まえ、早期
から患者の回復に向けた取組を十分に行っている治療室における算定上限日数に係る評
価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3⑨
p45

急性血液浄化又は体外式心肺補助（ECMO）を必要とする患者や臓器移植を行った患
者について、長期の集中治療管理が必要となる実態を踏まえ、救命救急入院料及び特定
集中治療室管理料における当該患者に係る算定上限日数を延長する。

A300　
A301
★44頁

特定集中治療室用
の重症度、医療・
看護必要度
救 命 救 急 入 院 料
1 ・ 3
特定集中治療室管
理料

高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、特定集中治療室用
の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目及び判定基準を見
直すとともに、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、以下のとおり見直す。
1 ．「心電図モニターの管理」の項目について、患者の 9 割以上が該当している実態を
踏まえ、評価指標から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
2 ．「Ｂ患者の状況等」の項目（以下「Ｂ項目」という。）について、入院患者の状態に
応じた適切な評価の実施及び医療従事者の業務負担軽減を推進する観点から、評価指標
から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
3. 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、レセプト電算処理システ
ム用コードを用いた評価を導入する。なお、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必
要度Ⅱを用いて評価する場合の患者割合の基準を見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている病棟に
あっては、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、令和 4 年度改定前の「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和 2 年 3 月 5 日保医発 0305 
第 2 号）の別添 6 の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価
票を用いて評価をしても差し支えないこと。

Ⅰ－ 3 ⑬
p60

A300　注11

A301　注 6
【新】★45頁

重症患者対応体制
強化加算
救命救急入院料 2
又は 4
特定集中治療室管
理料 1 ～ 4

集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏まえ、特定集中治
療室等における重症患者対応に係る体制について、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑥ 
p39

A300・ 1 及び
3

救命救急入院料 1
及び 3

高度急性期医療を要する患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、救命救急入院
料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度に係る評価票を見直す。

救命救急入院料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度の測定に用いる評価票につ
いて、特定集中治療室用の評価票からハイケアユニット用の評価票に変更する。

Ⅰ－ 3 ⑭
p62

A300・ 2 及び
4
A301

A301- 4

A302

A303

救命救急入院料 2
及び 4
特定集中治療室管
理料
小児特定集中治療
室管理料
新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料

日本集中治療医学会による「集中治療部設置のための指針」の改訂を踏まえ、特定集中
治療室等におけるバイオクリーンルームの設置に係る要件を見直す。

バイオクリーンルームの設置による治療室内における感染症の発症抑制に係る実態を踏
まえ、バイオクリーンルームの設置の要件を廃止し、手術室と同程度の空気清浄度を有
する個室及び陰圧個室の設置が望ましいこととする。

Ⅰ－ 3 ⑧
p44

A300・注 8
A301- 2 ・注3

A301- 3 ・注3

A301- 4 ・注
3【新】

早期離床・リハビ
リテーション加算
救命救急入院料
ハイケアユニット
入院医療管理料
脳卒中ケアユニッ
ト入院医療管理料
小児特定集中治療
室管理料

特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床に向けたリハビリ
テーション等の総合的な取組を行っている実態及びその効果を踏まえ、早期離床・リハ
ビリテーション加算の対象となる治療室を見直す。

早期離床・リハビリテーション加算の算定対象に、A300救命救急入院料、A301- 2 ハイ
ケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料及びA301- 4
小児特定集中治療室管理料を算定する治療室を加える。

Ⅰ－ 3 ⑩
p49

A300・注 2 精神疾患診断治療
初回加算（救命救
急入院料）

自殺企図患者等に対する退院に向けたアセスメント・情報提供等の必要性を踏まえ、救
命救急入院料の精神疾患診断治療初回加算について、評価の在り方を見直す。

救命救急入院料を算定する自殺企図等の重篤な精神疾患患者に対して、当該患者の指導
に係る一定の要件を満たした上で届出を行った保険医療機関が治療等を行った場合の評
価を新設するとともに、当該患者に対し、生活上の課題等の確認及び退院に向けたアセ
スメント等を行った場合の更なる評価を設ける。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑬
p392

A301・注 4　 早期離床・リハビ
リテーション加算
（特定集中治療室
管理料）

特定集中治療室等に入室した患者に対して、早期から離床に必要な取組を行うことを更
に推進する観点から、早期離床・リハビリテーション加算における職種要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑪
p54

入室後早期から実施する離床に向けた取組を更に推進するため、早期離床・リハビリ
テーションに関わる職種に言語聴覚士を追加する。

A301ほか 患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点から、早期栄養介入管理加算の対象となる
治療室及び評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑫
p56

A301・注 5 早期栄養介入管理
加算（特定集中治
療室管理料）

1 ．入院患者に対する入室後早期の栄養管理について、経腸栄養の開始の有無に応じた
評価に見直す。

A300・注 9
A301- 2 ・注4
A301- 3 ・注4
A301- 4 ・注4
【新】

早期栄養介入管理
加算（救命救急入
院料等）

2 ．A300救命救急入院料、A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中
ケアユニット入院医療管理料又はA301- 4 小児特定集中治療室管理料を算定する病室に
ついて、早期栄養介入管理加算を算定可能とする。

A301- 4 小児特定集中治療
室管理料

重篤な先天性心疾患を有する新生児に対して、高度な周術期管理及び長期にわたる集中
治療管理が必要となる実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料について要件及び算定
上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑩
p423

1 ．医療技術の発展により、重篤な先天性心疾患患者の救命率が向上し、高度な周術期
管理を必要とする患者の範囲が拡大している実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料
の施設基準における患者の受入実績に、先天性心疾患患者に対する周術期管理に係る実
績を追加する。

2 ．手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児について、小児特定集中治療室管理
料の算定上限日数を55日とする。

A302・注 1

A303・注 1

A303- 2 ・注1

新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料
新生児治療回復室
入院医療管理料

慢性肺疾患を伴う低出生体重児に対して、長期の入院による呼吸管理が必要となる実態
を踏まえ、新生児特定集中治療室管理料等について算定上限日数を見直す。

慢性肺疾患を伴う低出生体重児について、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特
定集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料の算定上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑪
p425

A303・注 3
【新】

成育連携支援加算
（総合周産期特定
集 中 治 療 室 管 理
料 ）1,200点（ 入
院中 1 回）

胎児が重篤な疾患を有すると診断された、又は疑われる妊婦に対して、出生前より十分
な情報提供及び必要なケアを切れ目なく行い、当該妊婦及びその家族等が納得して治療
の選択等ができるよう、多職種が共同して支援を実施した場合について、新たな評価を
行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑬
p430

胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等に対して、多職種が共同して、胎児の疾
患や出生後に必要となる治療等に関する適切な情報提供等の支援を行った場合の評価を
新設する。

A307・注 5
【新】

無菌治療管理加算
（小児入院医療管
理料）

造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して無菌治療管理を実施した場合について、新
たな評価を行う。

小児患者に係る造血幹細胞移植の実施において、特に厳重な感染予防が必要となること
を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している造血幹細胞移植を実施す
る小児患者に対して、無菌治療室管理を行った場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑤
p413

A307・注 6
【新】

退院時薬剤情報管
理指導連携加算
（小児入院医療管
理 料 ）150点（ 退
院日 1 回）

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管理の必要性を踏ま
え、医療機関と薬局の連携を更に推進する観点から、小児入院医療管理料を算定する病
棟における退院時の当該患者等に対する服薬指導及び薬局に対する情報提供について、
新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑦
p417

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が、当該患者
又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬
局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合の評価を新設する。

A307・注 7
【新】

養育支援体制加算
（小児入院医療管
理料）

不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司法・教育等の関係
機関の適切な連携を推進する観点から、多職種で構成される専任のチームを設置して連
携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6⑨
p4２１

小児入院医療管理料を算定する病棟において、不適切な養育等が行われていることが疑
われる小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、多職種による専任のチー
ムを設置している場合の評価を新設する。

A307・注 8
【新】

時間外受入体制強
化加算（小児入院
医療管理料）

一部の医療機関では時間外の小児の緊急入院を多く受け入れている実態を踏まえ、充実
した時間外受入体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、時間外における小児患者の緊急
入院の受入体制を整備している場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑥
p415

A308
★55頁

回 復 期 リ ハ ビ リ
テーション病棟入
院料

重症患者に対する効率的・効果的なリハビリテーションの提供を更に推進する観点か
ら、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系を見直す。

回復期リハビリテーションの提供体制の充実を図る観点から、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する患者の状態として、「急性
心筋梗塞、狭心症の発作若しくはその他急性発症した心大血管疾患の発症後又は手術後
の状態」を追加する。

Ⅰ－ 3 ⑰
p77

Ⅰ－ 3 ⑱
p82

A319【新】
★58頁

特定機能病院リハ
ビリテーション病
棟入院料

患者のニーズに応じたリハビリテーションの提供を推進する観点から、特定機能病院に
おいて実施するリハビリテーションについて、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑲
p85

A308- 3
★48頁

地域包括ケア病棟
入院料

地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点から、地域包括
ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑮
p63

地域包括ケア病棟について、一般病床及び療養病床の入院患者の特性の違いを踏まえ、
地域包括ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑯
p75

A310

注 4 【新】

緩和ケア病棟入院
料
緩和ケア疼痛評価
加算

緩和ケア病棟入院料について、患者の状態に応じた入院医療の提供を更に推進する観点
から、評価の在り方を見直す。

緩和ケア病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、がん疼痛薬物療法ガイドライ
ンに沿った評価指標を用いて疼痛の評価を実施し、療養上必要な指導を行った場合につ
いて新たな評価を行うとともに、緩和ケア病棟入院料の評価を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉓
p98

A311

A311- 2

A311- 3

A249

A311・注 6
【新】
★80頁

精神科救急入院料
→精神科救急急性
期医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料
精神科急性期医師
配置加算
精神科救急医療体
制加算（精神科救
急急性期医療入院
料）

精神科救急医療体制の適切な整備を推進する観点から、精神科救急入院料について評価
の在り方を見直す。

1 ．精神科救急入院料について、名称を精神科救急急性期医療入院料に変更するととも
に、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。また、常勤の精神保健指定医の配置要件
について、 5 名以上から 4 名以上に変更する。
2 ．精神科急性期治療病棟入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。
また、当該入院料を算定する病棟の病床数を130床以下に限定する。
3 ．精神科救急・合併症入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直すとと
もに、入院基本料等加算のうち精神科身体合併症管理加算等、リハビリテーションのう
ち心大血管疾患リハビリテーション料等及び処置のうち人工腎臓等の費用を包括評価の
範囲から除外する。また、常勤の精神保健指定医の配置要件及び実績要件を緩和する。
4 ．精神科急性期医師配置加算 1 及び 3 について、精神科救急急性期医療入院料を算定
する病棟において算定可能とするとともに、精神保健指定医の配置に係る要件を設ける。
5 ．地域における役割に応じた精神科救急入院医療の体制の確保に係る評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑨
p371

A311

A311- 2

A311- 3

精神科救急急性期
医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料

治療抵抗性統合失調症に対するクロザピンの使用に係る適切な評価を推進する観点か
ら、精神科救急入院料等について、クロザピン導入目的の転院受入れに係る要件を見直
す。

精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象
患者に、クロザピンの導入を目的として他の保険医療機関から転院した患者を追加する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑩
p385

A400 短期滞在手術等基
本料

実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について、対象手術等を追加
するとともに、要件及び評価を見直す。

1 ．短期滞在手術等基本料 1 について、麻酔科医の配置に係る要件を見直すとともに、
麻酔を伴う手術の実施状況を踏まえ、適切な評価を実施する観点から、評価を見直す。
2 ．短期滞在手術等基本料 2 について、算定件数等の実態を踏まえ、評価を廃止する。
3 ．短期滞在手術等基本料 3 について、在院日数や医療資源投入量が一定の範囲に収斂
している手術等について、短期滞在手術等基本料 3 の対象手術に加えるとともに、これ
まで対象となっていた手術等について、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
4 ．短期滞在手術等基本料 3 の対象手術等のうち、入院外での実施割合が高いものにつ
いて、短期滞在手術等基本料 1 の対象とする。
また、平均在院日数や重症度、医療・看護必要度の評価において、短期滞在手術等基本
料 1 の対象手術等を実施した場合を、評価の対象から除外する。

Ⅰ－ 3 ⑤
p27 

2医科・基本診療料第１部　〔2〕「個別改定項目について」にもとづく改定内容（区分番号・診療行為別）

― 14 ― ― 15 ―
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区分番号 診療行為名（点数） 基本的な考え方（網掛け部分）／具体的な内容（要旨） 項番・頁
第 1部　初・再診料

A000
A002
★59頁

初診料
外来診療料

外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患者・逆紹介患者の
受診割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料・外来診療
料について、要件を見直す。

Ⅰ－ 4 ③
p123

A000・注 1
【新】
★69頁

初診料（情報通信
機器を用いた場
合）251点

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用い
た場合の初診について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 2 ①
p278

A001・注 1
【新】

A002・注 1
【新】
★70頁

再診料（情報通信
機器を用いた場
合）73点
外来診療料（情報
通信機器を用いた
場合）73点

新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、情報通信機器を
用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。

再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、 
A003オンライン診療料を廃止する。

Ⅲ－ 2 ②
p280

A000・注14
A001・注18
A002・注10
【新】

電子的保健医療情
報活用加算（初診
料） 7 点
電子的保健医療情
報活用加算（再診
料、外来診療料）
4 点

オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、
外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等
を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。

（※）初診の場合であって、健康保険法第 3 条第13項に規定する電子資格確認により、
当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係
る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和 6 年 3 月31日までの間に限り、 3
点を所定点数に加算する。

Ⅲ－ 2 ⑬
p308

A000・注10 機能強化加算（初
診料）

地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の体制について、診療実態も踏まえた適
切な評価を行う観点から、機能強化加算について要件を見直す。

Ⅰ－ 5 ⑤
p143

機能強化加算を算定する保険医療機関が、地域の医療提供体制において担うべきかかり
つけ医機能を明確化する。

A001・注12 地域包括診療加算
（再診料）

地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を
推進する観点から、対象疾患を見直すとともに、成人に対する予防接種の増加を踏ま
え、予防接種に関する相談への対応を要件に追加する。

Ⅰ－ 5 ①
p134

1 ．地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。

2 ．患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や
管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないこととする。

3 ．患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲
示により、当該対応が可能なことを周知することとする。

第 2部　入院料等
入院料　通則
7

褥瘡対策の基準 入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を明確化する。 Ⅰ－ 7 ⑦
p207入院患者に対する褥瘡対策について、薬剤師又は管理栄養士が他職種と連携し、当該患

者の状態に応じて、薬学的管理や栄養管理を実施することに関し、診療計画への記載を
求める。

入院料　横断
的事項

看護補助体制充実
加算

看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点から、看護職員及び看護
補助者に対してより充実した研修を実施した場合等について、新たな評価を行う。

Ⅱ－ 4 ⑤
p237

A101・注12

A106・注 9

A207- 3 ・注4

A214・注 4
A308- 3  ・注
4
【新】

療養病棟入院基本
料
障害者施設等入院
基本料
急性期看護補助体
制加算
看護補助加算
地域包括ケア病棟
入院料）

看護補助者との業務分担・協働に関する看護職員を対象とした研修の実施等、看護補助
者の活用に係る十分な体制を整備している場合の評価を新設する。

入院料　横断
的事項

看護職員の夜間における看護業務の負担軽減を一層促進する観点から、夜間の看護配置
に係る評価を見直すとともに、業務管理等の項目を見直す。

Ⅱ－ 3 ②
p224

A101・注12

A106・注 9

A108・注 6

A207- 3 ・注2

A207- 4

A214・注 2

A308- 3 ・注7
A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

夜間看護加算（療
養 病 棟 入 院 基 本
料）
看護補助加算（障
害者施設等入院基
本料）
夜間看護配置加算
（有床診療所入院
基本料）
夜間急性期看護補
助体制加算（急性
期看護補助体制加
算）
看護職員夜間配置
加算
夜間75対 1 看護補
助加算（看護補助
加算）
看護職員夜間配置
加算（地域包括ケ
ア病棟入院料／精
神科救急急性期医
療入院料／精神科
救急・合併症入院
料）

1 ．夜勤を行う看護職員及び看護補助者に係る業務の実態等を踏まえ、夜間の看護配置
に係る評価等を見直す。

精神科救急急性期医療入院料＝旧・精神科救急入院料（名称変更）

A207- 3 ・注3

A106・注10

A207- 4 ・ 1
イ及び 2イ

A214・注 3
★65頁

夜間看護体制加算
（急性期看護補助
体制加算）
夜間看護体制加算
（障害者施設等入
院基本料）
看護職員夜間配置
加算（12対 1 配置
加 算 1 ・ 16対 1
配 置 加 算 1 に 限
る）
夜間看護体制加算
（看護補助加算）

2 ．夜間看護体制加算（急性期看護補助体制加算）等の施設基準における「夜間におけ
る看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」について、「11時間以上の勤
務間隔の確保」又は「連続する夜勤の回数が 2 回以下」のいずれかを満たしていること
を必須化する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医療
機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

看護職員夜間配置
加算（精神科救急
急性期医療入院料
／精神科救急・合
併症入院料）

3 ．看護職員夜間配置加算（精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院
料）の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する
項目」のうち満たすべき項目の数について、 2 項目以上から 3 項目以上に変更する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医
療機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A100ほか
★41頁

一般病棟用の重症
度、医療・看護必
要度
一般病棟入院基本
料等

急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目を見直すとともに、入院料につ
いて評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ③
p21

A100・ 1 ・イ
★43頁

一般病棟入院基本
料の急性期一般入
院料 1

重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を更に推進する観点
から、急性期一般入院料 1 （許可病床数200床以上）を算定する病棟について、重症
度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件化する。

Ⅰ－ 3 ④
p25

A101・注 1 療養病棟入院基本
料

中心静脈栄養の管理等に係る実態を踏まえた適切な評価を行う観点から、療養病棟入院
基本料の医療区分 3 の評価項目のうち、「中心静脈栄養を実施している状態」について
要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉑
p92

療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、当該病棟が患
者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病
棟入院基本料の医療区分 3 の場合の点数に代えて、医療区分 2 の場合に相当する点数を
算定することとする。
経過措置＝⑴令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院料 1 又は 2 に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、摂食機能又は嚥下機能
の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。／⑵令和 4 年 3 月31日において現
に療養病棟入院料 1 又は 2 を算定している患者であって、医療区分 3 のうち「中心静脈
注射を実施している状態」に該当しているものについては、当該患者が入院している病
棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保の状況にかかわらず、当該
状態が継続している間に限り、医療区分 3 に該当する場合の点数を算定できる。

A101・注11 療養病棟入院基本
料の経過措置

医療法に基づく医療療養病床に係る人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出状況
を踏まえ、療養病棟入院基本料の経過措置の取扱いを見直す。

Ⅰ－ 3 ⑳
p88

1 ．医療療養病床に係る医療法に基づく人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出
状況を踏まえ、療養病棟入院基本料の注11に規定する令和 4 年 3 月31日までの経過措置
（所定点数の100分の85に相当する点数を算定）について、評価を見直す（所定点数の
100分の75）とともに、当該経過措置の期間を 2 年間（令和 6 年 3 月31日まで）延長す
る。

2 ．療養病棟入院基本料の注11に規定する場合において、疾患別リハビリテーション料
を算定する患者に対して、機能的自立度評価法（Functional Independence Measure）
（以下「FIM」という。）の測定を月に 1 回以上行っていない場合は、 1 日につき 2 単
位まで出来高での算定とする。
また、医療区分 2 の患者であって、疾患別リハビリテーション料を算定する患者に対し
て、FIMの測定を行っていない場合においては、医療区分 1 の場合に相当する点数を算
定することとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている
保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、FIMの測定を行っているもの
とみなす。

A104・注11
【新】

注12【新】

入院栄養管理体制
加算 270点（入院
初日及び退院時）
栄養情報提供加算
 50点（ 退 院 時 1
回）

患者の病態・状態に応じた栄養管理を推進する観点から、特定機能病院において、管理
栄養士が患者の状態に応じたきめ細かな栄養管理を行う体制について、新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 7 ⑥
p205

管理栄養士が、A104特定機能病院入院基本料を算定している患者に対して、栄養スク
リーニング、他職種とのカンファレンス等の実施による栄養管理を行った場合の評価を
新設するとともに、当該患者に対して退院後の栄養食事管理に関する指導を行い、入院
中の栄養管理に関する情報を他の保険医療機関等に提供した場合について更に評価する。

A106・注12

A306・注 6

A309・注 6
【新】

障害者施設等入院
基本料
特殊疾患入院医療
管理料
特殊疾患病棟入院
料

患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、障害者施設等入院基本料につ
いて、対象とならない脳卒中患者等に係る入院料を見直す（特殊疾患病棟入院料につい
ても同様の対応を行う。）。

Ⅰ－ 3 ㉒
p94

障害者病棟に入院する重度の意識障害を有さない脳卒中の患者について、当該病棟に入
院してから90日までの間に限り、療養病棟入院料の評価体系を踏まえた評価に見直す。
特殊疾患病棟入院料についても同様の取扱いとする。

A108・注 3

A109・注 6

有床診療所一般病
床初期加算→有床
診療所急性期患者
支援病床初期加算
及び有床診療所在
宅患者支援病床初
期加算（有床診療
所入院基本料）
救急・在宅等支援
療養病床初期加算
→有床診療所急性
期患者支援療養病
床初期加算及び有
床診療所在宅患者
支援療養病床初期
加算（有床診療所
療養病床入院基本
料）

有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期
医療を担う他の医療機関からの患者の受入れと、在宅からの患者の受入れを区別して評
価する。

有床診療所における入院患者の受入れの実態も踏まえ、有床診療所一般病床初期加算及
び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期医療を担う医療機関からの受入
れを行った場合と在宅からの受入れを行った場合の評価に見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に有床診療所入院基本料に係る届出を行ってい
る診療所については、同年 9 月30日までの間に限り、第六の二の⑵のロの②（適切な意
思決定支援に関する指針に係る基準）に該当するものとみなす。

Ⅰ－ 3 ㉔
p100

A109
注12【新】

有床診療所療養病
床入院基本料
慢性維持透析管理
加算　100点／日

慢性維持透析患者を受け入れる病床の確保を推進する観点から、有床診療所療養病床入
院基本料を算定する診療所において慢性維持透析を実施した場合について、新たな評価
を行う。

有床診療所療養病床入院基本料について、慢性維持透析を行っている入院患者に係る評
価を新設する。

Ⅰ－ 3 ㉕
p103

A200 総合入院体制加算 総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、総合入院体制加算につい
て、手術の実績及び外来を縮小する体制等に係る要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ②
p18

1 ．手術の実施件数の実態を踏まえ、総合入院体制加算の施設基準として年間実績を求
めている手術に「人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術」を追加する。

2 ．総合入院体制加算の施設基準である外来を縮小する体制を確保しているものに、紹
介受診重点医療機関を含むこととするとともに、実績に係る要件を見直す。

A200- 2【新】

注 2【新】

急性期充実体制加
算
精神科充実体制加
算

地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点
から、手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療に係る実績を一定程度有した上で急性
期入院医療を実施するための体制について、新たな評価を行う。

高度かつ専門的な医療及び急性期医療の提供に係る体制や、精神疾患を有する患者の受
入れに係る体制を十分に確保している場合の評価を新設する。

Ⅰ－ 3 ①
p16

A204- 3【新】 紹介受診重点医療
機関入院診療加算
 800 点（入院初日）

「紹介受診重点医療機関」において、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推
進され、入院医療の質が向上することを踏まえ、当該入院医療について新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 4 ②
p122
Ⅰ－ 5 ③
p140「紹介受診重点医療機関（医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療

機関）」における入院医療の提供に係る評価を新設する。

A205 救急医療管理加算 患者の重症度等に応じた質の高い救急医療を適切に評価する観点から、救急医療管理加算につ
いて、対象となる患者の状態、診療報酬明細書等に記載を求める内容及びその評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑮
p4331 ．救急医療管理加算について、対象患者の状態のうち熱傷に係る状態を明確化し、

「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」及び「蘇生術を必要とする重篤な状
態」を追加するとともに、評価を見直す。

2 ．救急医療管理加算の算定において、対象患者の一部の状態について、緊急入院が必
要であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとする。

A207 診療録管理体制加
算

医療機関間等の情報共有及び連携が効率的・効果的に行われるよう、標準規格の導入に
係る取組を推進する観点から、診療録管理体制加算について、定例報告における報告内
容を見直す。

Ⅱ－ 5 ③
p245
Ⅲ－ 2 ⑪
p304診療録管理体制加算に係る定例報告において、電子カルテの導入状況及びHL 7  

Internationalによって作成された医療情報交換の次世代標準フレームワークであるHL 7  
FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）の導入状況について報告を求める
こととする。

A207 診療録管理体制加
算

適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時に備えたサイバーセキュリ
ティ対策の整備に係る要件を見直す。

Ⅲ－ 2 ⑩
p302

非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、許可病床数が400床以上
の保険医療機関について、医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施
を診療録管理体制加算の要件に加える。また、医療情報システムのバックアップ体制の
確保が望ましいことを要件に加えるとともに、定例報告において、当該体制の確保状況
について報告を求めることとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療
機関（許可病床数が400床以上のものに限る。）については、令和 5 年 3 月31日までの
間、当該基準を満たしているものとみなす。

A207- 2 医師事務作業補助
体制加算

勤務医の働き方改革を推進し、質の高い医療を提供する観点から、医師事務作業補助体
制加算について要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 4 ①
p230

医師事務作業補助者が実施可能な業務に係る整理等を踏まえ、医師事務作業補助体制加
算 1 及び 2 について、医師事務作業補助者の経験年数に着目した評価に見直す（ 1 は当
該保険医療機関における 3 年以上の勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれ
の配置区分ごとに 5 割以上配置されていること）。

A225 放射線治療病室管
理加算

質の高い放射線内用療法の提供を推進する観点から、放射線治療病室管理加算について
要件及び評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
2 ③
p343放射線治療病室管理加算について、治療用放射性同位元素又は密封小線源による治療が

行われた患者に対する放射線治療病室管理をそれぞれ評価するとともに、放射線治療病
室に係る施設基準を設ける。

A231- 4

A230- 3

摂食障害入院医療
管理加算
精神科身体合併症
管理加算

摂食障害の治療における体制整備に係る適切な評価を推進するため、摂食障害入院医療
管理加算の要件及び精神科身体合併症管理加算の対象患者を見直す。

1 ．摂食障害入院医療管理加算の実績要件における摂食障害の年間新規入院患者数につ
いて、10人以上から 1 人以上に変更する。
2 ．精神科身体合併症管理加算の対象患者のうち、重篤な栄養障害の患者の範囲につい
て、Body Mass Index13未満の摂食障害からBody Mass Index15未満の摂食障害に拡大
する。

Ⅲ－ 4 －
4 ④
p362

A230- 4

A233- 2

A236

A242

精 神 科 リ エ ゾ ン
チーム加算
栄養サポートチー
ム加算
褥瘡ハイリスク患
者ケア加算
呼吸ケアチーム加
算

医師の働き方改革を一層推進する観点から、精神科リエゾンチーム加算等の要件に係る
研修に特定行為研修を追加する。

精神科リエゾンチーム加算、栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算及
び呼吸ケアチーム加算の要件として履修が求められている研修の種類に、特定行為に係
る研修を追加する。

Ⅱ－ 4 ②
p233

A231－ 3 重度アルコール依
存症入院医療管理
加算→依存症入院
医療管理加算

薬物依存症に対する有用な入院治療の開発を踏まえ、薬物依存症に係る入院管理につい
て、新たな評価を行う。

重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な薬物依存症の患者
を対象患者に追加するとともに、名称を依存症入院医療管理加算に変更する。

Ⅲ－ 4 －
4 ②
p358

A233- 2 栄養サポートチー
ム加算

入院医療における栄養管理に係る適切な評価を推進する観点から、栄養サポートチーム
加算の対象となる病棟を見直す。

Ⅰ－ 7 ⑤
p203

栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、A106障害者施設等入院基本料を算定す
る病棟を加える。

A234- 4 　　
【新】★46頁

重症患者初期支援
充実加算 300点／
日

集中治療領域において、特に重篤な状態の患者及びその家族等に対する支援を推進する
観点から、専任の担当者（入院時重症患者対応メディエーター）を配置して当該患者等
に対する支援を行う体制を整備した場合について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料　A301- 2 ハイケアユニット入院医療
管理料　A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理
料　A302新生児特定集中治療室管理料　A303総合周産期特定集中治療室管理料　
A303- 2 新生児回復室入院医療管理料

Ⅰ－ 3 ⑦
p42

A234- 5【新】 報告書管理体制加
算 7 点（退院時
1回）

安心・安全で質の高い医療の提供を推進する観点から、病院全体の医療安全の一環とし
て行われる、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れによる診断又は治療開始の遅
延を防止する取組について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 1③
p250

医療機関の画像診断部門や病理診断部門が医療安全管理部門と連携し、画像診断報告書
や病理診断報告書の確認漏れ等の対策を講じ、診断又は治療開始の遅延を防止するため
の体制を整備している場合の評価を新設する。

A237

A237・2【新】

ハイリスク分娩管
理加算→ハイリス
ク分娩等管理加算
地域連携分娩管理
加算（ハイリスク
分娩等管理加算）

妊産婦に対するより安全な分娩管理を推進する観点から、医療機関が地域周産期母子医
療センター等と連携して適切な分娩管理を実施した場合について、新たな評価を行う。

地域周産期母子医療センター等の専門機関との連携体制を構築し、妊産婦に対して適切
な分娩管理を実施した場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑫
p428

A242- 2【新】 術後疼痛管理チー
ム加算

術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管理チームによる疼
痛管理について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A100・ 1 急性期一般入院基本料　A102結核病棟入院基本料
A104特定機能病院入院基本料（一般病棟又は結核病棟に限る。）
A105専門病院入院基本料　A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料
A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理料
A303総合周産期特定集中治療室管理料（ 1 母体・胎児集中治療室管理料に限る。）
A306小児入院医療管理料　A317特定一般病棟入院料

Ⅰ－ 7 ⑧
p208

全身麻酔下手術を行った患者に対して、麻酔に従事する医師を中心とした多職種により
構成される術後疼痛管理チームが、質の高い疼痛管理を実施した場合の評価を新設する。

A243 後発医薬品使用体
制加算

後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、後発医薬品の調剤数量割合等に応じた評
価等について見直しを行う。

Ⅳ－ 1 ①
p469

3
（p471）

後発医薬品の使用数量割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、後発医薬品
使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用数量割合の
基準を引き上げる。

A244 病棟薬剤業務実施
加算

小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている
実態を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評
価の在り方を見直す。

Ⅱ－ 4 ③
p234

A307小児入院医療管理料を算定する病棟について、病棟薬剤業務実施加算を算定可能
とする。

A245 データ提出加算 データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件
とする入院料の範囲を拡大する。

Ⅲ－ 2 ⑨
p298
Ⅲ－ 3 ④
p320

データ提出加算に係る届出を行っていることを要件とする入院料について、Ａ100・ 2
地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者施設等入
院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料、Ａ310緩和ケア
病棟入院料及びＡ311精神科救急急性期医療入院料に拡大する。
経過措置=データ提出加算に係る施設基準について、令和 4 年 3 月31日において、現に
Ａ100・ 2 地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者
施設等入院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料又はＡ
310緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、許可病床数
が200床以上のものにあっては令和 5 年 3 月31日までの間、許可病床数が200床未満のも
のにあっては令和 6 年 3 月31日までの間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て
差し支えない。
また、令和 4 年度診療報酬改定前からデータ提出加算に係る届出を行っていることが要
件とされている入院料を届け出ていない保険医療機関であって、新たにデータ提出加算
に係る届出が要件化される入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床
数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、電子カルテシステムが
導入されていない等、データの提出を行うことが困難であることについて正当な理由が
あるものについては、当分の間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て差し支え
ない。
さらに、A311精神科救急急性期医療入院料については、令和 6 年 3 月31日までの間に
限り、データ提出加算に係る届出の要件を満たすものとみなす。

A246 入退院支援加算 医療資源の少ない地域に配慮した評価を更に適切に推進する観点から、入退院支援加算
について要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉖
p104

入退院支援加算における医療資源の少ない地域に配慮した評価に係る要件について、常
勤の看護師又は社会福祉士の配置に代えて、非常勤の看護師又は社会福祉士を複数人配
置した場合であっても当該要件を満たすこととする。

A246
1 ・ 2

入退院支援加算 1
及び 2

質の高い入退院支援を推進する観点から、入退院支援加算の要件を見直すとともに、ヤ
ングケアラーの実態を踏まえ、入退院支援加算の対象患者を見直す。

Ⅲ－ 1 ①
p246

1 ．入退院支援加算 1 及び 2 について、算定対象である「退院困難な要因を有する患
者」として、ヤングケアラー及びその家族を追加する。

2 ．入退院支援加算 1 の施設基準において、転院又は退院体制等に係る連携機関の数を
20以上から25以上に変更するとともに、評価を見直し、当該連携機関の職員との面会に
ついて、ICTを活用した対面によらない方法により実施することを認める。
経過措置=「連携する保険医療機関」等の規定については、令和 4 年 3 月31日において
現に入退院支援加算 1 に係る届出を行っている保険医療機関については、令和 4 年 9 月
30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。

A252 地域医療体制確保
加算

地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、地域医療体制確
保加算について対象となる医療機関を追加するとともに、要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 1 ①
p219 

1 ．地域の救急医療体制における過酷な勤務環境を踏まえ、周産期医療又は小児救急医
療を担う医療機関を、地域医療体制確保加算の対象医療機関に追加するとともに、評価
を見直す。
2 ．医師の働き方改革をより実効的に進めるため、「医師労働時間短縮計画作成ガイド
ライン」に沿った計画の作成を地域医療体制確保加算の要件に追加する。

A300 
A301

救命救急入院料
特定集中治療室管
理料

患者の病態によって、長期の集中治療管理が必要となる場合があることを踏まえ、早期
から患者の回復に向けた取組を十分に行っている治療室における算定上限日数に係る評
価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3⑨
p45

急性血液浄化又は体外式心肺補助（ECMO）を必要とする患者や臓器移植を行った患
者について、長期の集中治療管理が必要となる実態を踏まえ、救命救急入院料及び特定
集中治療室管理料における当該患者に係る算定上限日数を延長する。

A300　
A301
★44頁

特定集中治療室用
の重症度、医療・
看護必要度
救 命 救 急 入 院 料
1 ・ 3
特定集中治療室管
理料

高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、特定集中治療室用
の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目及び判定基準を見
直すとともに、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、以下のとおり見直す。
1 ．「心電図モニターの管理」の項目について、患者の 9 割以上が該当している実態を
踏まえ、評価指標から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
2 ．「Ｂ患者の状況等」の項目（以下「Ｂ項目」という。）について、入院患者の状態に
応じた適切な評価の実施及び医療従事者の業務負担軽減を推進する観点から、評価指標
から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
3. 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、レセプト電算処理システ
ム用コードを用いた評価を導入する。なお、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必
要度Ⅱを用いて評価する場合の患者割合の基準を見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている病棟に
あっては、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、令和 4 年度改定前の「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和 2 年 3 月 5 日保医発 0305 
第 2 号）の別添 6 の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価
票を用いて評価をしても差し支えないこと。

Ⅰ－ 3 ⑬
p60

A300　注11

A301　注 6
【新】★45頁

重症患者対応体制
強化加算
救命救急入院料 2
又は 4
特定集中治療室管
理料 1 ～ 4

集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏まえ、特定集中治
療室等における重症患者対応に係る体制について、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑥ 
p39

A300・ 1 及び
3

救命救急入院料 1
及び 3

高度急性期医療を要する患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、救命救急入院
料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度に係る評価票を見直す。

救命救急入院料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度の測定に用いる評価票につ
いて、特定集中治療室用の評価票からハイケアユニット用の評価票に変更する。

Ⅰ－ 3 ⑭
p62

A300・ 2 及び
4
A301

A301- 4

A302

A303

救命救急入院料 2
及び 4
特定集中治療室管
理料
小児特定集中治療
室管理料
新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料

日本集中治療医学会による「集中治療部設置のための指針」の改訂を踏まえ、特定集中
治療室等におけるバイオクリーンルームの設置に係る要件を見直す。

バイオクリーンルームの設置による治療室内における感染症の発症抑制に係る実態を踏
まえ、バイオクリーンルームの設置の要件を廃止し、手術室と同程度の空気清浄度を有
する個室及び陰圧個室の設置が望ましいこととする。

Ⅰ－ 3 ⑧
p44

A300・注 8
A301- 2 ・注3

A301- 3 ・注3

A301- 4 ・注
3【新】

早期離床・リハビ
リテーション加算
救命救急入院料
ハイケアユニット
入院医療管理料
脳卒中ケアユニッ
ト入院医療管理料
小児特定集中治療
室管理料

特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床に向けたリハビリ
テーション等の総合的な取組を行っている実態及びその効果を踏まえ、早期離床・リハ
ビリテーション加算の対象となる治療室を見直す。

早期離床・リハビリテーション加算の算定対象に、A300救命救急入院料、A301- 2 ハイ
ケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料及びA301- 4
小児特定集中治療室管理料を算定する治療室を加える。

Ⅰ－ 3 ⑩
p49

A300・注 2 精神疾患診断治療
初回加算（救命救
急入院料）

自殺企図患者等に対する退院に向けたアセスメント・情報提供等の必要性を踏まえ、救
命救急入院料の精神疾患診断治療初回加算について、評価の在り方を見直す。

救命救急入院料を算定する自殺企図等の重篤な精神疾患患者に対して、当該患者の指導
に係る一定の要件を満たした上で届出を行った保険医療機関が治療等を行った場合の評
価を新設するとともに、当該患者に対し、生活上の課題等の確認及び退院に向けたアセ
スメント等を行った場合の更なる評価を設ける。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑬
p392

A301・注 4　 早期離床・リハビ
リテーション加算
（特定集中治療室
管理料）

特定集中治療室等に入室した患者に対して、早期から離床に必要な取組を行うことを更
に推進する観点から、早期離床・リハビリテーション加算における職種要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑪
p54

入室後早期から実施する離床に向けた取組を更に推進するため、早期離床・リハビリ
テーションに関わる職種に言語聴覚士を追加する。

A301ほか 患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点から、早期栄養介入管理加算の対象となる
治療室及び評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑫
p56

A301・注 5 早期栄養介入管理
加算（特定集中治
療室管理料）

1 ．入院患者に対する入室後早期の栄養管理について、経腸栄養の開始の有無に応じた
評価に見直す。

A300・注 9
A301- 2 ・注4
A301- 3 ・注4
A301- 4 ・注4
【新】

早期栄養介入管理
加算（救命救急入
院料等）

2 ．A300救命救急入院料、A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中
ケアユニット入院医療管理料又はA301- 4 小児特定集中治療室管理料を算定する病室に
ついて、早期栄養介入管理加算を算定可能とする。

A301- 4 小児特定集中治療
室管理料

重篤な先天性心疾患を有する新生児に対して、高度な周術期管理及び長期にわたる集中
治療管理が必要となる実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料について要件及び算定
上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑩
p423

1 ．医療技術の発展により、重篤な先天性心疾患患者の救命率が向上し、高度な周術期
管理を必要とする患者の範囲が拡大している実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料
の施設基準における患者の受入実績に、先天性心疾患患者に対する周術期管理に係る実
績を追加する。

2 ．手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児について、小児特定集中治療室管理
料の算定上限日数を55日とする。

A302・注 1

A303・注 1

A303- 2 ・注1

新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料
新生児治療回復室
入院医療管理料

慢性肺疾患を伴う低出生体重児に対して、長期の入院による呼吸管理が必要となる実態
を踏まえ、新生児特定集中治療室管理料等について算定上限日数を見直す。

慢性肺疾患を伴う低出生体重児について、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特
定集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料の算定上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑪
p425

A303・注 3
【新】

成育連携支援加算
（総合周産期特定
集 中 治 療 室 管 理
料 ）1,200点（ 入
院中 1 回）

胎児が重篤な疾患を有すると診断された、又は疑われる妊婦に対して、出生前より十分
な情報提供及び必要なケアを切れ目なく行い、当該妊婦及びその家族等が納得して治療
の選択等ができるよう、多職種が共同して支援を実施した場合について、新たな評価を
行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑬
p430

胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等に対して、多職種が共同して、胎児の疾
患や出生後に必要となる治療等に関する適切な情報提供等の支援を行った場合の評価を
新設する。

A307・注 5
【新】

無菌治療管理加算
（小児入院医療管
理料）

造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して無菌治療管理を実施した場合について、新
たな評価を行う。

小児患者に係る造血幹細胞移植の実施において、特に厳重な感染予防が必要となること
を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している造血幹細胞移植を実施す
る小児患者に対して、無菌治療室管理を行った場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑤
p413

A307・注 6
【新】

退院時薬剤情報管
理指導連携加算
（小児入院医療管
理 料 ）150点（ 退
院日 1 回）

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管理の必要性を踏ま
え、医療機関と薬局の連携を更に推進する観点から、小児入院医療管理料を算定する病
棟における退院時の当該患者等に対する服薬指導及び薬局に対する情報提供について、
新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑦
p417

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が、当該患者
又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬
局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合の評価を新設する。

A307・注 7
【新】

養育支援体制加算
（小児入院医療管
理料）

不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司法・教育等の関係
機関の適切な連携を推進する観点から、多職種で構成される専任のチームを設置して連
携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6⑨
p4２１

小児入院医療管理料を算定する病棟において、不適切な養育等が行われていることが疑
われる小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、多職種による専任のチー
ムを設置している場合の評価を新設する。

A307・注 8
【新】

時間外受入体制強
化加算（小児入院
医療管理料）

一部の医療機関では時間外の小児の緊急入院を多く受け入れている実態を踏まえ、充実
した時間外受入体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、時間外における小児患者の緊急
入院の受入体制を整備している場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑥
p415

A308
★55頁

回 復 期 リ ハ ビ リ
テーション病棟入
院料

重症患者に対する効率的・効果的なリハビリテーションの提供を更に推進する観点か
ら、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系を見直す。

回復期リハビリテーションの提供体制の充実を図る観点から、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する患者の状態として、「急性
心筋梗塞、狭心症の発作若しくはその他急性発症した心大血管疾患の発症後又は手術後
の状態」を追加する。

Ⅰ－ 3 ⑰
p77

Ⅰ－ 3 ⑱
p82

A319【新】
★58頁

特定機能病院リハ
ビリテーション病
棟入院料

患者のニーズに応じたリハビリテーションの提供を推進する観点から、特定機能病院に
おいて実施するリハビリテーションについて、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑲
p85

A308- 3
★48頁

地域包括ケア病棟
入院料

地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点から、地域包括
ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑮
p63

地域包括ケア病棟について、一般病床及び療養病床の入院患者の特性の違いを踏まえ、
地域包括ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑯
p75

A310

注 4 【新】

緩和ケア病棟入院
料
緩和ケア疼痛評価
加算

緩和ケア病棟入院料について、患者の状態に応じた入院医療の提供を更に推進する観点
から、評価の在り方を見直す。

緩和ケア病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、がん疼痛薬物療法ガイドライ
ンに沿った評価指標を用いて疼痛の評価を実施し、療養上必要な指導を行った場合につ
いて新たな評価を行うとともに、緩和ケア病棟入院料の評価を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉓
p98

A311

A311- 2

A311- 3

A249

A311・注 6
【新】
★80頁

精神科救急入院料
→精神科救急急性
期医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料
精神科急性期医師
配置加算
精神科救急医療体
制加算（精神科救
急急性期医療入院
料）

精神科救急医療体制の適切な整備を推進する観点から、精神科救急入院料について評価
の在り方を見直す。

1 ．精神科救急入院料について、名称を精神科救急急性期医療入院料に変更するととも
に、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。また、常勤の精神保健指定医の配置要件
について、 5 名以上から 4 名以上に変更する。
2 ．精神科急性期治療病棟入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。
また、当該入院料を算定する病棟の病床数を130床以下に限定する。
3 ．精神科救急・合併症入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直すとと
もに、入院基本料等加算のうち精神科身体合併症管理加算等、リハビリテーションのう
ち心大血管疾患リハビリテーション料等及び処置のうち人工腎臓等の費用を包括評価の
範囲から除外する。また、常勤の精神保健指定医の配置要件及び実績要件を緩和する。
4 ．精神科急性期医師配置加算 1 及び 3 について、精神科救急急性期医療入院料を算定
する病棟において算定可能とするとともに、精神保健指定医の配置に係る要件を設ける。
5 ．地域における役割に応じた精神科救急入院医療の体制の確保に係る評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑨
p371

A311

A311- 2

A311- 3

精神科救急急性期
医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料

治療抵抗性統合失調症に対するクロザピンの使用に係る適切な評価を推進する観点か
ら、精神科救急入院料等について、クロザピン導入目的の転院受入れに係る要件を見直
す。

精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象
患者に、クロザピンの導入を目的として他の保険医療機関から転院した患者を追加する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑩
p385

A400 短期滞在手術等基
本料

実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について、対象手術等を追加
するとともに、要件及び評価を見直す。

1 ．短期滞在手術等基本料 1 について、麻酔科医の配置に係る要件を見直すとともに、
麻酔を伴う手術の実施状況を踏まえ、適切な評価を実施する観点から、評価を見直す。
2 ．短期滞在手術等基本料 2 について、算定件数等の実態を踏まえ、評価を廃止する。
3 ．短期滞在手術等基本料 3 について、在院日数や医療資源投入量が一定の範囲に収斂
している手術等について、短期滞在手術等基本料 3 の対象手術に加えるとともに、これ
まで対象となっていた手術等について、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
4 ．短期滞在手術等基本料 3 の対象手術等のうち、入院外での実施割合が高いものにつ
いて、短期滞在手術等基本料 1 の対象とする。
また、平均在院日数や重症度、医療・看護必要度の評価において、短期滞在手術等基本
料 1 の対象手術等を実施した場合を、評価の対象から除外する。

Ⅰ－ 3 ⑤
p27 
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区分番号 診療行為名（点数） 基本的な考え方（網掛け部分）／具体的な内容（要旨） 項番・頁
第 1部　初・再診料

A000
A002
★59頁

初診料
外来診療料

外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介患者・逆紹介患者の
受診割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料・外来診療
料について、要件を見直す。

Ⅰ－ 4 ③
p123

A000・注 1
【新】
★69頁

初診料（情報通信
機器を用いた場
合）251点

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用い
た場合の初診について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 2 ①
p278

A001・注 1
【新】

A002・注 1
【新】
★70頁

再診料（情報通信
機器を用いた場
合）73点
外来診療料（情報
通信機器を用いた
場合）73点

新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、情報通信機器を
用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。

再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、 
A003オンライン診療料を廃止する。

Ⅲ－ 2 ②
p280

A000・注14
A001・注18
A002・注10
【新】

電子的保健医療情
報活用加算（初診
料） 7 点
電子的保健医療情
報活用加算（再診
料、外来診療料）
4 点

オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、
外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等
を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。

（※）初診の場合であって、健康保険法第 3 条第13項に規定する電子資格確認により、
当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係
る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和 6 年 3 月31日までの間に限り、 3
点を所定点数に加算する。

Ⅲ－ 2 ⑬
p308

A000・注10 機能強化加算（初
診料）

地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の体制について、診療実態も踏まえた適
切な評価を行う観点から、機能強化加算について要件を見直す。

Ⅰ－ 5 ⑤
p143

機能強化加算を算定する保険医療機関が、地域の医療提供体制において担うべきかかり
つけ医機能を明確化する。

A001・注12 地域包括診療加算
（再診料）

地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を
推進する観点から、対象疾患を見直すとともに、成人に対する予防接種の増加を踏ま
え、予防接種に関する相談への対応を要件に追加する。

Ⅰ－ 5 ①
p134

1 ．地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。

2 ．患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や
管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えないこととする。

3 ．患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲
示により、当該対応が可能なことを周知することとする。

第 2部　入院料等
入院料　通則
7

褥瘡対策の基準 入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を明確化する。 Ⅰ－ 7 ⑦
p207入院患者に対する褥瘡対策について、薬剤師又は管理栄養士が他職種と連携し、当該患

者の状態に応じて、薬学的管理や栄養管理を実施することに関し、診療計画への記載を
求める。

入院料　横断
的事項

看護補助体制充実
加算

看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点から、看護職員及び看護
補助者に対してより充実した研修を実施した場合等について、新たな評価を行う。

Ⅱ－ 4 ⑤
p237

A101・注12

A106・注 9

A207- 3 ・注4

A214・注 4
A308- 3  ・注
4
【新】

療養病棟入院基本
料
障害者施設等入院
基本料
急性期看護補助体
制加算
看護補助加算
地域包括ケア病棟
入院料）

看護補助者との業務分担・協働に関する看護職員を対象とした研修の実施等、看護補助
者の活用に係る十分な体制を整備している場合の評価を新設する。

入院料　横断
的事項

看護職員の夜間における看護業務の負担軽減を一層促進する観点から、夜間の看護配置
に係る評価を見直すとともに、業務管理等の項目を見直す。

Ⅱ－ 3 ②
p224

A101・注12

A106・注 9

A108・注 6

A207- 3 ・注2

A207- 4

A214・注 2

A308- 3 ・注7
A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

夜間看護加算（療
養 病 棟 入 院 基 本
料）
看護補助加算（障
害者施設等入院基
本料）
夜間看護配置加算
（有床診療所入院
基本料）
夜間急性期看護補
助体制加算（急性
期看護補助体制加
算）
看護職員夜間配置
加算
夜間75対 1 看護補
助加算（看護補助
加算）
看護職員夜間配置
加算（地域包括ケ
ア病棟入院料／精
神科救急急性期医
療入院料／精神科
救急・合併症入院
料）

1 ．夜勤を行う看護職員及び看護補助者に係る業務の実態等を踏まえ、夜間の看護配置
に係る評価等を見直す。

精神科救急急性期医療入院料＝旧・精神科救急入院料（名称変更）

A207- 3 ・注3

A106・注10

A207- 4 ・ 1
イ及び 2イ

A214・注 3
★65頁

夜間看護体制加算
（急性期看護補助
体制加算）
夜間看護体制加算
（障害者施設等入
院基本料）
看護職員夜間配置
加算（12対 1 配置
加 算 1 ・ 16対 1
配 置 加 算 1 に 限
る）
夜間看護体制加算
（看護補助加算）

2 ．夜間看護体制加算（急性期看護補助体制加算）等の施設基準における「夜間におけ
る看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」について、「11時間以上の勤
務間隔の確保」又は「連続する夜勤の回数が 2 回以下」のいずれかを満たしていること
を必須化する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医療
機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A311・注 5
A311- 3 ・注5
★65頁

看護職員夜間配置
加算（精神科救急
急性期医療入院料
／精神科救急・合
併症入院料）

3 ．看護職員夜間配置加算（精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院
料）の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する
項目」のうち満たすべき項目の数について、 2 項目以上から 3 項目以上に変更する。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医
療機関については、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、基準を満たしているものとする。

A100ほか
★41頁

一般病棟用の重症
度、医療・看護必
要度
一般病棟入院基本
料等

急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目を見直すとともに、入院料につ
いて評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ③
p21

A100・ 1 ・イ
★43頁

一般病棟入院基本
料の急性期一般入
院料 1

重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を更に推進する観点
から、急性期一般入院料 1 （許可病床数200床以上）を算定する病棟について、重症
度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件化する。

Ⅰ－ 3 ④
p25

A101・注 1 療養病棟入院基本
料

中心静脈栄養の管理等に係る実態を踏まえた適切な評価を行う観点から、療養病棟入院
基本料の医療区分 3 の評価項目のうち、「中心静脈栄養を実施している状態」について
要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉑
p92

療養病棟における中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、当該病棟が患
者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病
棟入院基本料の医療区分 3 の場合の点数に代えて、医療区分 2 の場合に相当する点数を
算定することとする。
経過措置＝⑴令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院料 1 又は 2 に係る届出を行っ
ている保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、摂食機能又は嚥下機能
の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。／⑵令和 4 年 3 月31日において現
に療養病棟入院料 1 又は 2 を算定している患者であって、医療区分 3 のうち「中心静脈
注射を実施している状態」に該当しているものについては、当該患者が入院している病
棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保の状況にかかわらず、当該
状態が継続している間に限り、医療区分 3 に該当する場合の点数を算定できる。

A101・注11 療養病棟入院基本
料の経過措置

医療法に基づく医療療養病床に係る人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出状況
を踏まえ、療養病棟入院基本料の経過措置の取扱いを見直す。

Ⅰ－ 3 ⑳
p88

1 ．医療療養病床に係る医療法に基づく人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出
状況を踏まえ、療養病棟入院基本料の注11に規定する令和 4 年 3 月31日までの経過措置
（所定点数の100分の85に相当する点数を算定）について、評価を見直す（所定点数の
100分の75）とともに、当該経過措置の期間を 2 年間（令和 6 年 3 月31日まで）延長す
る。

2 ．療養病棟入院基本料の注11に規定する場合において、疾患別リハビリテーション料
を算定する患者に対して、機能的自立度評価法（Functional Independence Measure）
（以下「FIM」という。）の測定を月に 1 回以上行っていない場合は、 1 日につき 2 単
位まで出来高での算定とする。
また、医療区分 2 の患者であって、疾患別リハビリテーション料を算定する患者に対し
て、FIMの測定を行っていない場合においては、医療区分 1 の場合に相当する点数を算
定することとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている
保険医療機関については、同年 9 月30日までの間に限り、FIMの測定を行っているもの
とみなす。

A104・注11
【新】

注12【新】

入院栄養管理体制
加算 270点（入院
初日及び退院時）
栄養情報提供加算
 50点（ 退 院 時 1
回）

患者の病態・状態に応じた栄養管理を推進する観点から、特定機能病院において、管理
栄養士が患者の状態に応じたきめ細かな栄養管理を行う体制について、新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 7 ⑥
p205

管理栄養士が、A104特定機能病院入院基本料を算定している患者に対して、栄養スク
リーニング、他職種とのカンファレンス等の実施による栄養管理を行った場合の評価を
新設するとともに、当該患者に対して退院後の栄養食事管理に関する指導を行い、入院
中の栄養管理に関する情報を他の保険医療機関等に提供した場合について更に評価する。

A106・注12

A306・注 6

A309・注 6
【新】

障害者施設等入院
基本料
特殊疾患入院医療
管理料
特殊疾患病棟入院
料

患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、障害者施設等入院基本料につ
いて、対象とならない脳卒中患者等に係る入院料を見直す（特殊疾患病棟入院料につい
ても同様の対応を行う。）。

Ⅰ－ 3 ㉒
p94

障害者病棟に入院する重度の意識障害を有さない脳卒中の患者について、当該病棟に入
院してから90日までの間に限り、療養病棟入院料の評価体系を踏まえた評価に見直す。
特殊疾患病棟入院料についても同様の取扱いとする。

A108・注 3

A109・注 6

有床診療所一般病
床初期加算→有床
診療所急性期患者
支援病床初期加算
及び有床診療所在
宅患者支援病床初
期加算（有床診療
所入院基本料）
救急・在宅等支援
療養病床初期加算
→有床診療所急性
期患者支援療養病
床初期加算及び有
床診療所在宅患者
支援療養病床初期
加算（有床診療所
療養病床入院基本
料）

有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期
医療を担う他の医療機関からの患者の受入れと、在宅からの患者の受入れを区別して評
価する。

有床診療所における入院患者の受入れの実態も踏まえ、有床診療所一般病床初期加算及
び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期医療を担う医療機関からの受入
れを行った場合と在宅からの受入れを行った場合の評価に見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において現に有床診療所入院基本料に係る届出を行ってい
る診療所については、同年 9 月30日までの間に限り、第六の二の⑵のロの②（適切な意
思決定支援に関する指針に係る基準）に該当するものとみなす。

Ⅰ－ 3 ㉔
p100

A109
注12【新】

有床診療所療養病
床入院基本料
慢性維持透析管理
加算　100点／日

慢性維持透析患者を受け入れる病床の確保を推進する観点から、有床診療所療養病床入
院基本料を算定する診療所において慢性維持透析を実施した場合について、新たな評価
を行う。

有床診療所療養病床入院基本料について、慢性維持透析を行っている入院患者に係る評
価を新設する。

Ⅰ－ 3 ㉕
p103

A200 総合入院体制加算 総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、総合入院体制加算につい
て、手術の実績及び外来を縮小する体制等に係る要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ②
p18

1 ．手術の実施件数の実態を踏まえ、総合入院体制加算の施設基準として年間実績を求
めている手術に「人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術」を追加する。

2 ．総合入院体制加算の施設基準である外来を縮小する体制を確保しているものに、紹
介受診重点医療機関を含むこととするとともに、実績に係る要件を見直す。

A200- 2【新】

注 2【新】

急性期充実体制加
算
精神科充実体制加
算

地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点
から、手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療に係る実績を一定程度有した上で急性
期入院医療を実施するための体制について、新たな評価を行う。

高度かつ専門的な医療及び急性期医療の提供に係る体制や、精神疾患を有する患者の受
入れに係る体制を十分に確保している場合の評価を新設する。

Ⅰ－ 3 ①
p16

A204- 3【新】 紹介受診重点医療
機関入院診療加算
 800 点（入院初日）

「紹介受診重点医療機関」において、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推
進され、入院医療の質が向上することを踏まえ、当該入院医療について新たな評価を行
う。

Ⅰ－ 4 ②
p122
Ⅰ－ 5 ③
p140「紹介受診重点医療機関（医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療

機関）」における入院医療の提供に係る評価を新設する。

A205 救急医療管理加算 患者の重症度等に応じた質の高い救急医療を適切に評価する観点から、救急医療管理加算につ
いて、対象となる患者の状態、診療報酬明細書等に記載を求める内容及びその評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑮
p4331 ．救急医療管理加算について、対象患者の状態のうち熱傷に係る状態を明確化し、

「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」及び「蘇生術を必要とする重篤な状
態」を追加するとともに、評価を見直す。

2 ．救急医療管理加算の算定において、対象患者の一部の状態について、緊急入院が必
要であると判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとする。

A207 診療録管理体制加
算

医療機関間等の情報共有及び連携が効率的・効果的に行われるよう、標準規格の導入に
係る取組を推進する観点から、診療録管理体制加算について、定例報告における報告内
容を見直す。

Ⅱ－ 5 ③
p245
Ⅲ－ 2 ⑪
p304診療録管理体制加算に係る定例報告において、電子カルテの導入状況及びHL 7  

Internationalによって作成された医療情報交換の次世代標準フレームワークであるHL 7  
FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）の導入状況について報告を求める
こととする。

A207 診療録管理体制加
算

適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時に備えたサイバーセキュリ
ティ対策の整備に係る要件を見直す。

Ⅲ－ 2 ⑩
p302

非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、許可病床数が400床以上
の保険医療機関について、医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施
を診療録管理体制加算の要件に加える。また、医療情報システムのバックアップ体制の
確保が望ましいことを要件に加えるとともに、定例報告において、当該体制の確保状況
について報告を求めることとする。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療
機関（許可病床数が400床以上のものに限る。）については、令和 5 年 3 月31日までの
間、当該基準を満たしているものとみなす。

A207- 2 医師事務作業補助
体制加算

勤務医の働き方改革を推進し、質の高い医療を提供する観点から、医師事務作業補助体
制加算について要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 4 ①
p230

医師事務作業補助者が実施可能な業務に係る整理等を踏まえ、医師事務作業補助体制加
算 1 及び 2 について、医師事務作業補助者の経験年数に着目した評価に見直す（ 1 は当
該保険医療機関における 3 年以上の勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれ
の配置区分ごとに 5 割以上配置されていること）。

A225 放射線治療病室管
理加算

質の高い放射線内用療法の提供を推進する観点から、放射線治療病室管理加算について
要件及び評価を見直す。

Ⅲ－ 4 －
2 ③
p343放射線治療病室管理加算について、治療用放射性同位元素又は密封小線源による治療が

行われた患者に対する放射線治療病室管理をそれぞれ評価するとともに、放射線治療病
室に係る施設基準を設ける。

A231- 4

A230- 3

摂食障害入院医療
管理加算
精神科身体合併症
管理加算

摂食障害の治療における体制整備に係る適切な評価を推進するため、摂食障害入院医療
管理加算の要件及び精神科身体合併症管理加算の対象患者を見直す。

1 ．摂食障害入院医療管理加算の実績要件における摂食障害の年間新規入院患者数につ
いて、10人以上から 1 人以上に変更する。
2 ．精神科身体合併症管理加算の対象患者のうち、重篤な栄養障害の患者の範囲につい
て、Body Mass Index13未満の摂食障害からBody Mass Index15未満の摂食障害に拡大
する。

Ⅲ－ 4 －
4 ④
p362

A230- 4

A233- 2

A236

A242

精 神 科 リ エ ゾ ン
チーム加算
栄養サポートチー
ム加算
褥瘡ハイリスク患
者ケア加算
呼吸ケアチーム加
算

医師の働き方改革を一層推進する観点から、精神科リエゾンチーム加算等の要件に係る
研修に特定行為研修を追加する。

精神科リエゾンチーム加算、栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算及
び呼吸ケアチーム加算の要件として履修が求められている研修の種類に、特定行為に係
る研修を追加する。

Ⅱ－ 4 ②
p233

A231－ 3 重度アルコール依
存症入院医療管理
加算→依存症入院
医療管理加算

薬物依存症に対する有用な入院治療の開発を踏まえ、薬物依存症に係る入院管理につい
て、新たな評価を行う。

重度アルコール依存症入院医療管理加算について、入院治療が必要な薬物依存症の患者
を対象患者に追加するとともに、名称を依存症入院医療管理加算に変更する。

Ⅲ－ 4 －
4 ②
p358

A233- 2 栄養サポートチー
ム加算

入院医療における栄養管理に係る適切な評価を推進する観点から、栄養サポートチーム
加算の対象となる病棟を見直す。

Ⅰ－ 7 ⑤
p203

栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、A106障害者施設等入院基本料を算定す
る病棟を加える。

A234- 4 　　
【新】★46頁

重症患者初期支援
充実加算 300点／
日

集中治療領域において、特に重篤な状態の患者及びその家族等に対する支援を推進する
観点から、専任の担当者（入院時重症患者対応メディエーター）を配置して当該患者等
に対する支援を行う体制を整備した場合について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料　A301- 2 ハイケアユニット入院医療
管理料　A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理
料　A302新生児特定集中治療室管理料　A303総合周産期特定集中治療室管理料　
A303- 2 新生児回復室入院医療管理料

Ⅰ－ 3 ⑦
p42

A234- 5【新】 報告書管理体制加
算 7 点（退院時
1回）

安心・安全で質の高い医療の提供を推進する観点から、病院全体の医療安全の一環とし
て行われる、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れによる診断又は治療開始の遅
延を防止する取組について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 1③
p250

医療機関の画像診断部門や病理診断部門が医療安全管理部門と連携し、画像診断報告書
や病理診断報告書の確認漏れ等の対策を講じ、診断又は治療開始の遅延を防止するため
の体制を整備している場合の評価を新設する。

A237

A237・2【新】

ハイリスク分娩管
理加算→ハイリス
ク分娩等管理加算
地域連携分娩管理
加算（ハイリスク
分娩等管理加算）

妊産婦に対するより安全な分娩管理を推進する観点から、医療機関が地域周産期母子医
療センター等と連携して適切な分娩管理を実施した場合について、新たな評価を行う。

地域周産期母子医療センター等の専門機関との連携体制を構築し、妊産婦に対して適切
な分娩管理を実施した場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑫
p428

A242- 2【新】 術後疼痛管理チー
ム加算

術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管理チームによる疼
痛管理について、新たな評価を行う。
以下について、算定可能
A100・ 1 急性期一般入院基本料　A102結核病棟入院基本料
A104特定機能病院入院基本料（一般病棟又は結核病棟に限る。）
A105専門病院入院基本料　A300救命救急入院料　A301特定集中治療室管理料
A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料　A301- 4 小児特定集中治療室管理料
A303総合周産期特定集中治療室管理料（ 1 母体・胎児集中治療室管理料に限る。）
A306小児入院医療管理料　A317特定一般病棟入院料

Ⅰ－ 7 ⑧
p208

全身麻酔下手術を行った患者に対して、麻酔に従事する医師を中心とした多職種により
構成される術後疼痛管理チームが、質の高い疼痛管理を実施した場合の評価を新設する。

A243 後発医薬品使用体
制加算

後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、後発医薬品の調剤数量割合等に応じた評
価等について見直しを行う。

Ⅳ－ 1 ①
p469

3
（p471）

後発医薬品の使用数量割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、後発医薬品
使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、後発医薬品の使用数量割合の
基準を引き上げる。

A244 病棟薬剤業務実施
加算

小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている
実態を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評
価の在り方を見直す。

Ⅱ－ 4 ③
p234

A307小児入院医療管理料を算定する病棟について、病棟薬剤業務実施加算を算定可能
とする。

A245 データ提出加算 データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件
とする入院料の範囲を拡大する。

Ⅲ－ 2 ⑨
p298
Ⅲ－ 3 ④
p320

データ提出加算に係る届出を行っていることを要件とする入院料について、Ａ100・ 2
地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者施設等入
院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料、Ａ310緩和ケア
病棟入院料及びＡ311精神科救急急性期医療入院料に拡大する。
経過措置=データ提出加算に係る施設基準について、令和 4 年 3 月31日において、現に
Ａ100・ 2 地域一般入院基本料、Ａ105・ 3 専門病院入院基本料（13対 1 ）、Ａ106障害者
施設等入院基本料、Ａ306特殊疾患入院医療管理料、Ａ309特殊疾患病棟入院料又はＡ
310緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、許可病床数
が200床以上のものにあっては令和 5 年 3 月31日までの間、許可病床数が200床未満のも
のにあっては令和 6 年 3 月31日までの間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て
差し支えない。
また、令和 4 年度診療報酬改定前からデータ提出加算に係る届出を行っていることが要
件とされている入院料を届け出ていない保険医療機関であって、新たにデータ提出加算
に係る届出が要件化される入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床
数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、電子カルテシステムが
導入されていない等、データの提出を行うことが困難であることについて正当な理由が
あるものについては、当分の間、令和 4 年度診療報酬改定前の基準で届け出て差し支え
ない。
さらに、A311精神科救急急性期医療入院料については、令和 6 年 3 月31日までの間に
限り、データ提出加算に係る届出の要件を満たすものとみなす。

A246 入退院支援加算 医療資源の少ない地域に配慮した評価を更に適切に推進する観点から、入退院支援加算
について要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉖
p104

入退院支援加算における医療資源の少ない地域に配慮した評価に係る要件について、常
勤の看護師又は社会福祉士の配置に代えて、非常勤の看護師又は社会福祉士を複数人配
置した場合であっても当該要件を満たすこととする。

A246
1 ・ 2

入退院支援加算 1
及び 2

質の高い入退院支援を推進する観点から、入退院支援加算の要件を見直すとともに、ヤ
ングケアラーの実態を踏まえ、入退院支援加算の対象患者を見直す。

Ⅲ－ 1 ①
p246

1 ．入退院支援加算 1 及び 2 について、算定対象である「退院困難な要因を有する患
者」として、ヤングケアラー及びその家族を追加する。

2 ．入退院支援加算 1 の施設基準において、転院又は退院体制等に係る連携機関の数を
20以上から25以上に変更するとともに、評価を見直し、当該連携機関の職員との面会に
ついて、ICTを活用した対面によらない方法により実施することを認める。
経過措置=「連携する保険医療機関」等の規定については、令和 4 年 3 月31日において
現に入退院支援加算 1 に係る届出を行っている保険医療機関については、令和 4 年 9 月
30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。

A252 地域医療体制確保
加算

地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、地域医療体制確
保加算について対象となる医療機関を追加するとともに、要件及び評価を見直す。

Ⅱ－ 1 ①
p219 

1 ．地域の救急医療体制における過酷な勤務環境を踏まえ、周産期医療又は小児救急医
療を担う医療機関を、地域医療体制確保加算の対象医療機関に追加するとともに、評価
を見直す。
2 ．医師の働き方改革をより実効的に進めるため、「医師労働時間短縮計画作成ガイド
ライン」に沿った計画の作成を地域医療体制確保加算の要件に追加する。

A300 
A301

救命救急入院料
特定集中治療室管
理料

患者の病態によって、長期の集中治療管理が必要となる場合があることを踏まえ、早期
から患者の回復に向けた取組を十分に行っている治療室における算定上限日数に係る評
価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3⑨
p45

急性血液浄化又は体外式心肺補助（ECMO）を必要とする患者や臓器移植を行った患
者について、長期の集中治療管理が必要となる実態を踏まえ、救命救急入院料及び特定
集中治療室管理料における当該患者に係る算定上限日数を延長する。

A300　
A301
★44頁

特定集中治療室用
の重症度、医療・
看護必要度
救 命 救 急 入 院 料
1 ・ 3
特定集中治療室管
理料

高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、特定集中治療室用
の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目及び判定基準を見
直すとともに、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、以下のとおり見直す。
1 ．「心電図モニターの管理」の項目について、患者の 9 割以上が該当している実態を
踏まえ、評価指標から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
2 ．「Ｂ患者の状況等」の項目（以下「Ｂ項目」という。）について、入院患者の状態に
応じた適切な評価の実施及び医療従事者の業務負担軽減を推進する観点から、評価指標
から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
3. 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、レセプト電算処理システ
ム用コードを用いた評価を導入する。なお、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必
要度Ⅱを用いて評価する場合の患者割合の基準を見直す。
経過措置＝令和 4 年 3 月31日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている病棟に
あっては、令和 4 年 9 月30日までの間に限り、令和 4 年度改定前の「基本診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和 2 年 3 月 5 日保医発 0305 
第 2 号）の別添 6 の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価
票を用いて評価をしても差し支えないこと。

Ⅰ－ 3 ⑬
p60

A300　注11

A301　注 6
【新】★45頁

重症患者対応体制
強化加算
救命救急入院料 2
又は 4
特定集中治療室管
理料 1 ～ 4

集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏まえ、特定集中治
療室等における重症患者対応に係る体制について、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑥ 
p39

A300・ 1 及び
3

救命救急入院料 1
及び 3

高度急性期医療を要する患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、救命救急入院
料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度に係る評価票を見直す。

救命救急入院料 1 及び 3 における重症度、医療・看護必要度の測定に用いる評価票につ
いて、特定集中治療室用の評価票からハイケアユニット用の評価票に変更する。

Ⅰ－ 3 ⑭
p62

A300・ 2 及び
4
A301

A301- 4

A302

A303

救命救急入院料 2
及び 4
特定集中治療室管
理料
小児特定集中治療
室管理料
新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料

日本集中治療医学会による「集中治療部設置のための指針」の改訂を踏まえ、特定集中
治療室等におけるバイオクリーンルームの設置に係る要件を見直す。

バイオクリーンルームの設置による治療室内における感染症の発症抑制に係る実態を踏
まえ、バイオクリーンルームの設置の要件を廃止し、手術室と同程度の空気清浄度を有
する個室及び陰圧個室の設置が望ましいこととする。

Ⅰ－ 3 ⑧
p44

A300・注 8
A301- 2 ・注3

A301- 3 ・注3

A301- 4 ・注
3【新】

早期離床・リハビ
リテーション加算
救命救急入院料
ハイケアユニット
入院医療管理料
脳卒中ケアユニッ
ト入院医療管理料
小児特定集中治療
室管理料

特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床に向けたリハビリ
テーション等の総合的な取組を行っている実態及びその効果を踏まえ、早期離床・リハ
ビリテーション加算の対象となる治療室を見直す。

早期離床・リハビリテーション加算の算定対象に、A300救命救急入院料、A301- 2 ハイ
ケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料及びA301- 4
小児特定集中治療室管理料を算定する治療室を加える。

Ⅰ－ 3 ⑩
p49

A300・注 2 精神疾患診断治療
初回加算（救命救
急入院料）

自殺企図患者等に対する退院に向けたアセスメント・情報提供等の必要性を踏まえ、救
命救急入院料の精神疾患診断治療初回加算について、評価の在り方を見直す。

救命救急入院料を算定する自殺企図等の重篤な精神疾患患者に対して、当該患者の指導
に係る一定の要件を満たした上で届出を行った保険医療機関が治療等を行った場合の評
価を新設するとともに、当該患者に対し、生活上の課題等の確認及び退院に向けたアセ
スメント等を行った場合の更なる評価を設ける。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑬
p392

A301・注 4　 早期離床・リハビ
リテーション加算
（特定集中治療室
管理料）

特定集中治療室等に入室した患者に対して、早期から離床に必要な取組を行うことを更
に推進する観点から、早期離床・リハビリテーション加算における職種要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑪
p54

入室後早期から実施する離床に向けた取組を更に推進するため、早期離床・リハビリ
テーションに関わる職種に言語聴覚士を追加する。

A301ほか 患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点から、早期栄養介入管理加算の対象となる
治療室及び評価の在り方を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑫
p56

A301・注 5 早期栄養介入管理
加算（特定集中治
療室管理料）

1 ．入院患者に対する入室後早期の栄養管理について、経腸栄養の開始の有無に応じた
評価に見直す。

A300・注 9
A301- 2 ・注4
A301- 3 ・注4
A301- 4 ・注4
【新】

早期栄養介入管理
加算（救命救急入
院料等）

2 ．A300救命救急入院料、A301- 2 ハイケアユニット入院医療管理料、A301- 3 脳卒中
ケアユニット入院医療管理料又はA301- 4 小児特定集中治療室管理料を算定する病室に
ついて、早期栄養介入管理加算を算定可能とする。

A301- 4 小児特定集中治療
室管理料

重篤な先天性心疾患を有する新生児に対して、高度な周術期管理及び長期にわたる集中
治療管理が必要となる実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料について要件及び算定
上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑩
p423

1 ．医療技術の発展により、重篤な先天性心疾患患者の救命率が向上し、高度な周術期
管理を必要とする患者の範囲が拡大している実態を踏まえ、小児特定集中治療室管理料
の施設基準における患者の受入実績に、先天性心疾患患者に対する周術期管理に係る実
績を追加する。

2 ．手術を必要とする先天性心疾患を有する新生児について、小児特定集中治療室管理
料の算定上限日数を55日とする。

A302・注 1

A303・注 1

A303- 2 ・注1

新生児特定集中治
療室管理料
総合周産期特定集
中治療室管理料
新生児治療回復室
入院医療管理料

慢性肺疾患を伴う低出生体重児に対して、長期の入院による呼吸管理が必要となる実態
を踏まえ、新生児特定集中治療室管理料等について算定上限日数を見直す。

慢性肺疾患を伴う低出生体重児について、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特
定集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料の算定上限日数を見直す。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑪
p425

A303・注 3
【新】

成育連携支援加算
（総合周産期特定
集 中 治 療 室 管 理
料 ）1,200点（ 入
院中 1 回）

胎児が重篤な疾患を有すると診断された、又は疑われる妊婦に対して、出生前より十分
な情報提供及び必要なケアを切れ目なく行い、当該妊婦及びその家族等が納得して治療
の選択等ができるよう、多職種が共同して支援を実施した場合について、新たな評価を
行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑬
p430

胎児が重篤な疾患を有すると診断された妊婦等に対して、多職種が共同して、胎児の疾
患や出生後に必要となる治療等に関する適切な情報提供等の支援を行った場合の評価を
新設する。

A307・注 5
【新】

無菌治療管理加算
（小児入院医療管
理料）

造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して無菌治療管理を実施した場合について、新
たな評価を行う。

小児患者に係る造血幹細胞移植の実施において、特に厳重な感染予防が必要となること
を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟に入院している造血幹細胞移植を実施す
る小児患者に対して、無菌治療室管理を行った場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑤
p413

A307・注 6
【新】

退院時薬剤情報管
理指導連携加算
（小児入院医療管
理 料 ）150点（ 退
院日 1 回）

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管理の必要性を踏ま
え、医療機関と薬局の連携を更に推進する観点から、小児入院医療管理料を算定する病
棟における退院時の当該患者等に対する服薬指導及び薬局に対する情報提供について、
新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑦
p417

小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が、当該患者
又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬
局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合の評価を新設する。

A307・注 7
【新】

養育支援体制加算
（小児入院医療管
理料）

不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司法・教育等の関係
機関の適切な連携を推進する観点から、多職種で構成される専任のチームを設置して連
携体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

Ⅲ－ 4 －
6⑨
p4２１

小児入院医療管理料を算定する病棟において、不適切な養育等が行われていることが疑
われる小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、多職種による専任のチー
ムを設置している場合の評価を新設する。

A307・注 8
【新】

時間外受入体制強
化加算（小児入院
医療管理料）

一部の医療機関では時間外の小児の緊急入院を多く受け入れている実態を踏まえ、充実
した時間外受入体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

小児患者に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、時間外における小児患者の緊急
入院の受入体制を整備している場合の評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
6 ⑥
p415

A308
★55頁

回 復 期 リ ハ ビ リ
テーション病棟入
院料

重症患者に対する効率的・効果的なリハビリテーションの提供を更に推進する観点か
ら、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系を見直す。

回復期リハビリテーションの提供体制の充実を図る観点から、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する患者の状態として、「急性
心筋梗塞、狭心症の発作若しくはその他急性発症した心大血管疾患の発症後又は手術後
の状態」を追加する。

Ⅰ－ 3 ⑰
p77

Ⅰ－ 3 ⑱
p82

A319【新】
★58頁

特定機能病院リハ
ビリテーション病
棟入院料

患者のニーズに応じたリハビリテーションの提供を推進する観点から、特定機能病院に
おいて実施するリハビリテーションについて、新たな評価を行う。

Ⅰ－ 3 ⑲
p85

A308- 3
★48頁

地域包括ケア病棟
入院料

地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点から、地域包括
ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑮
p63

地域包括ケア病棟について、一般病床及び療養病床の入院患者の特性の違いを踏まえ、
地域包括ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。

Ⅰ－ 3 ⑯
p75

A310

注 4 【新】

緩和ケア病棟入院
料
緩和ケア疼痛評価
加算

緩和ケア病棟入院料について、患者の状態に応じた入院医療の提供を更に推進する観点
から、評価の在り方を見直す。

緩和ケア病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、がん疼痛薬物療法ガイドライ
ンに沿った評価指標を用いて疼痛の評価を実施し、療養上必要な指導を行った場合につ
いて新たな評価を行うとともに、緩和ケア病棟入院料の評価を見直す。

Ⅰ－ 3 ㉓
p98

A311

A311- 2

A311- 3

A249

A311・注 6
【新】
★80頁

精神科救急入院料
→精神科救急急性
期医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料
精神科急性期医師
配置加算
精神科救急医療体
制加算（精神科救
急急性期医療入院
料）

精神科救急医療体制の適切な整備を推進する観点から、精神科救急入院料について評価
の在り方を見直す。

1 ．精神科救急入院料について、名称を精神科救急急性期医療入院料に変更するととも
に、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。また、常勤の精神保健指定医の配置要件
について、 5 名以上から 4 名以上に変更する。
2 ．精神科急性期治療病棟入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直す。
また、当該入院料を算定する病棟の病床数を130床以下に限定する。
3 ．精神科救急・合併症入院料について、入院期間に応じた 3 区分の評価に見直すとと
もに、入院基本料等加算のうち精神科身体合併症管理加算等、リハビリテーションのう
ち心大血管疾患リハビリテーション料等及び処置のうち人工腎臓等の費用を包括評価の
範囲から除外する。また、常勤の精神保健指定医の配置要件及び実績要件を緩和する。
4 ．精神科急性期医師配置加算 1 及び 3 について、精神科救急急性期医療入院料を算定
する病棟において算定可能とするとともに、精神保健指定医の配置に係る要件を設ける。
5 ．地域における役割に応じた精神科救急入院医療の体制の確保に係る評価を新設する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑨
p371

A311

A311- 2

A311- 3

精神科救急急性期
医療入院料
精神科急性期治療
病棟入院料
精神科救急・合併
症入院料

治療抵抗性統合失調症に対するクロザピンの使用に係る適切な評価を推進する観点か
ら、精神科救急入院料等について、クロザピン導入目的の転院受入れに係る要件を見直
す。

精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象
患者に、クロザピンの導入を目的として他の保険医療機関から転院した患者を追加する。

Ⅲ－ 4 －
4 ⑩
p385

A400 短期滞在手術等基
本料

実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について、対象手術等を追加
するとともに、要件及び評価を見直す。

1 ．短期滞在手術等基本料 1 について、麻酔科医の配置に係る要件を見直すとともに、
麻酔を伴う手術の実施状況を踏まえ、適切な評価を実施する観点から、評価を見直す。
2 ．短期滞在手術等基本料 2 について、算定件数等の実態を踏まえ、評価を廃止する。
3 ．短期滞在手術等基本料 3 について、在院日数や医療資源投入量が一定の範囲に収斂
している手術等について、短期滞在手術等基本料 3 の対象手術に加えるとともに、これ
まで対象となっていた手術等について、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
4 ．短期滞在手術等基本料 3 の対象手術等のうち、入院外での実施割合が高いものにつ
いて、短期滞在手術等基本料 1 の対象とする。
また、平均在院日数や重症度、医療・看護必要度の評価において、短期滞在手術等基本
料 1 の対象手術等を実施した場合を、評価の対象から除外する。

Ⅰ－ 3 ⑤
p27 

2医科・基本診療料第１部　〔2〕「個別改定項目について」にもとづく改定内容（区分番号・診療行為別）
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感染防止対策の評価第１部　〔3〕主な改定項目

横断的事項 感染防止対策の評価 新設
見直し

【Ⅰ－ ２　医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取組－①】

1 　外来診療時の感染防止対策に係る評価の新設
点数 Ａ000 初診料・注11／Ａ001 再診料・注15／Ｂ通則 3／Ｃ通則 5／Ｉ012 精神科訪問看護・指導料・注13

外来感染対策向上加算　　　　 6点
算定
要件

組織的染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関（診療所に限る。）において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算とし
て、患者 1人につき月 1回に限り所定点数に加算する。
（※ ）以下を算定する場合において算定可能とする（ただし、以下の各項目において外来感染対策向上加
算を算定した場合には、同一月に他の項目を算定する場合であっても当該加算を算定することはでき
ない。）。
ア　初診料
イ　再診料
ウ　小児科外来診療料
エ　外来リハビリテーション診療料
オ　外来放射線照射診療料
カ　地域包括診療料
キ　認知症地域包括診療料
ク　小児かかりつけ診療料
ケ　外来腫瘍化学療法診療料
コ　救急救命管理料
サ　退院後訪問指導料
シ　在宅患者訪問診療料（Ⅰ）・（Ⅱ）
ス　在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
セ　在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ソ　在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
タ　在宅患者訪問薬剤管理指導料
チ　在宅患者訪問栄養食事指導料
ツ　在宅患者緊急時等カンファレンス料
テ　精神科訪問看護・指導料

施設
基準

⑴　専任の院内感染管理者が配置されていること。
⑵　当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備さ
れていること。
⑶　当該部門において、医療有資格者が適切に配置されていること。
⑷　感染防止対策につき、感染対策向上加算 1に係る届出を行っている保険医療機関又は地域の医師会
と連携すること。
⑸　診療所であること。
⑹　感染防止に係る部門（以下「感染防止対策部門」という。）を設置していること。この場合におい
て、第20の 1 の⑴のイに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部
門としても差し支えない。
⑺　⑹に掲げる部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者とし
て配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は第20の 1 の⑴アに規定す
る医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第 2部通則 7に規定する院内感染防
止対策に掲げる業務は行うことができる。
⑻　感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
⑼　⑺に掲げる院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防
策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の
内容を盛り込んだ手順書（マニュアル）を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期
的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
⑽　⑺に掲げる院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年 2回程度、定期的に院内感染
対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添 2の第 1の 3の⑸に規定する安全管理の体
制確保のための職員研修とは別に行うこと。
⑾　⑺に掲げる院内感染管理者は、少なくとも年 2回程度、感染対策向上加算 1に係る届出を行った医
療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加しているこ
と。なお、感染対策向上加算 1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての連携し
ている医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年 1回程度参加し、合わせて年 2
回以上参加していること。また、感染対策向上加算 1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会
が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練について、少なくとも年 1回参加していること。
⑿　院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算 1に係る届出を行った医療機関又は
地域の医師会から助言等を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性
検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌ア
ウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。
⒀　⑺に掲げる院内感染管理者は、 1週間に 1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を
行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
⒁　当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
⒂　新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有
し、そのことについてホームページ等により公開していること。
⒃　新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分けること
ができる体制を有すること。
⒄　「抗微生物薬適正使用の手引き」（厚生労働省健康局結核感染症課）を参考に、抗菌薬の適正な使用
の推進に資する取組を行っていること。
⒅　新興感染症の発生時等や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応について、連携する感染
対策向上加算 1に係る届出を行った医療機関等とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が整
備されていること。
⒆　区分番号Ａ234- 2 に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない診療所であること。

1 　外来診療時の感染防止対策に係る評価の新設
点数 Ａ000 初診料・注11／Ａ001 再診料・注15／Ｂ通則 3／Ｃ通則 5／Ｉ012 精神科訪問看護・指導料・注13

外来感染対策向上加算　　　　 6点
算定
要件

組織的染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関（診療所に限る。）において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算とし
て、患者 1人につき月 1回に限り所定点数に加算する。
（※ ）以下を算定する場合において算定可能とする（ただし、以下の各項目において外来感染対策向上加
算を算定した場合には、同一月に他の項目を算定する場合であっても当該加算を算定することはでき
ない。）。
ア　初診料
イ　再診料
ウ　小児科外来診療料
エ　外来リハビリテーション診療料
オ　外来放射線照射診療料
カ　地域包括診療料
キ　認知症地域包括診療料
ク　小児かかりつけ診療料
ケ　外来腫瘍化学療法診療料
コ　救急救命管理料
サ　退院後訪問指導料
シ　在宅患者訪問診療料（Ⅰ）・（Ⅱ）
ス　在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
セ　在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ソ　在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
タ　在宅患者訪問薬剤管理指導料
チ　在宅患者訪問栄養食事指導料
ツ　在宅患者緊急時等カンファレンス料
テ　精神科訪問看護・指導料

施設
基準

⑴　専任の院内感染管理者が配置されていること。
⑵　当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備さ
れていること。

⑶　当該部門において、医療有資格者が適切に配置されていること。
⑷　感染防止対策につき、感染対策向上加算 1に係る届出を行っている保険医療機関又は地域の医師会
と連携すること。

⑸　診療所であること。
⑹　感染防止に係る部門（以下「感染防止対策部門」という。）を設置していること。この場合におい
て、第20の 1 の⑴のイに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部
門としても差し支えない。

⑺　⑹に掲げる部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者とし
て配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は第20の 1 の⑴アに規定す
る医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第 2部通則 7に規定する院内感染防
止対策に掲げる業務は行うことができる。

⑻　感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
⑼　⑺に掲げる院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防
策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の
内容を盛り込んだ手順書（マニュアル）を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期
的に新しい知見を取り入れ改訂すること。

⑽　⑺に掲げる院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年 2回程度、定期的に院内感染
対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添 2の第 1の 3の⑸に規定する安全管理の体
制確保のための職員研修とは別に行うこと。

⑾　⑺に掲げる院内感染管理者は、少なくとも年 2回程度、感染対策向上加算 1に係る届出を行った医
療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加しているこ
と。なお、感染対策向上加算 1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての連携し
ている医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年 1回程度参加し、合わせて年 2
回以上参加していること。また、感染対策向上加算 1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会
が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練について、少なくとも年 1回参加していること。

⑿　院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算 1に係る届出を行った医療機関又は
地域の医師会から助言等を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性
検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌ア
ウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。

⒀　⑺に掲げる院内感染管理者は、 1週間に 1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を
行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。

⒁　当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
⒂　新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有
し、そのことについてホームページ等により公開していること。

⒃　新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分けること
ができる体制を有すること。

⒄　「抗微生物薬適正使用の手引き」（厚生労働省健康局結核感染症課）を参考に、抗菌薬の適正な使用
の推進に資する取組を行っていること。

⒅　新興感染症の発生時等や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応について、連携する感染
対策向上加算 1に係る届出を行った医療機関等とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が整
備されていること。

⒆　区分番号Ａ234- 2 に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない診療所であること。

外来診療時の感染防止対策の評価の新設及び感染防止対策加算の見直し

基本的な考え方
平時からの個々の医療機関等における感染防止対策に加え、地域の医療機関等が連携して実施する感染症
対策を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る体制について新たな評価を行うととも
に、感染防止対策加算について、名称、要件及び評価を見直す。

具体的な内容
１ �　診療所について、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対
策への参画を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る評価を新設する。
２ �　外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関が、感染対策向上加算 １に係る届出を行
っている他の保険医療機関に対し、定期的に院内の感染症発生状況等について報告を行っている場合及
び地域のサーベイランスに参加している場合の評価をそれぞれ新設する。
３ �　これまでの感染防止対策加算による取組を踏まえつつ、平時からの感染症対策に係る取組が実施され
るよう、個々の医療機関等における感染防止対策の取組や地域の医療機関等が連携して実施する感染症
対策の取組を更に推進する観点から、感染防止対策加算の名称を感染対策向上加算に改める。
４ �　現行の感染防止対策加算について、新興感染症の発生等を想定した訓練の実施等を要件に追加すると
ともに、より小規模の感染制御チームによる感染防止対策の取組に係る評価として、感染対策向上加算
３を新設する。
５ �　感染対策向上加算 １に係る届出を行った医療機関が、感染対策向上加算 ２、感染対策向上加算 ３又は
外来感染対策向上加算の医療機関に出向いて感染症対策に関する助言を行った場合の評価を新設する。
６ �　感染対策向上加算 ２又は感染対策向上加算 ３に係る届出を行った医療機関が、感染対策向上加算 １に
係る届出を行った医療機関に対し、定期的に院内の感染症発生状況等について報告を行っている場合及
び地域や全国のサーベイランスに参加している場合の評価をそれぞれ新設する。

▲
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A300 救命救急入院料／A301 特定集中室治療管理料　A300・注11／A301・注６ 重症患者対応体制強化加算第１部　〔3〕主な改定項目

特定入院料 A300 救命救急入院料／A301 特定集中室治療管理料 見直し

【Ⅰ－ 3　医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価－⑬】

重症度、医療・看護必要度の評価項目及び判定基準

基本的な考え方
高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、特定集中治療室用の重症度、医療・
看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目及び判定基準を見直すとともに、レセプト電算処理シ
ステム用コードを用いた評価を導入する。

具体的な内容
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、以下のとおり見直す。
１ �　「心電図モニターの管理」の項目について、患者の ９割以上が該当している実態を踏まえ、評価指標
から当該項目を廃止するとともに判定基準を見直す。
２ �　「Ｂ患者の状況等」の項目（以下「Ｂ項目」という。）について、入院患者の状態に応じた適切な評価
の実施及び医療従事者の業務負担軽減を推進する観点から、評価指標から当該項目を廃止するとともに
判定基準を見直す。
３ �　特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、レセプト電算処理システム用コードを用い
た評価を導入する。なお、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価する場合の患
者割合の基準を見直す。

▲

◆評価項目及び判定基準の見直し【特定集中治療室用】
改　定 現　行

Ａ モニタリング及び処置等 0 点 1 点 2 点 Ａ モニタリング及び処置等 0点 1点 2点
（削除） 1 心電図モニターの管理 なし あり

1 輸液ポンプの管理 なし あり 2 輸液ポンプの管理 なし あり
2 動脈圧測定（動脈ライン） なし あり 3 動脈圧測定（動脈ライン） なし あり
3 シリンジポンプの管理 なし あり 4 シリンジポンプの管理 なし あり
4 中心静脈圧測定（中心静脈ライン） なし あり ― 5 中心静脈圧測定（中心静脈ライン） なし あり
5 人工呼吸器の管理 なし あり 6 人工呼吸器の管理 なし あり
6 輸血や血液製剤の管理 なし あり 7 輸血や血液製剤の管浬 なし あり
7 肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル） なし あり 8 肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル） なし あり

8
特殊な治療法等

（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP
測定、ECMO、IMPELLA）

なし あり 9
特殊な治療法等
（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP
測定、ECMO）

なし あり

基準 Ａ得点 ３ 点以上 基準
Ａ得点 4点以上かつ
Ｂ得点 3点以上

（削除）

B 患者の状況等
10 寝返り
11 移乗
12 口腔清潔
13 食事摂取
14 衣服の着脱
15 診療・療養上の指示が通じる
16 危険行動

◆評価方法の見直し
改　定 現　行

特定集中治療室用の重症度、
医療・看護必要度Ⅰの割合

特定集中治療室用の重症度、
医療・看護必要度Ⅱの割合

救命救急入院料 ２ ８ 割 ７ 割 ８ 割
救命救急入院料 ４ ８ 割 ７ 割 ８ 割
特定集中治療室管理料 １ ８ 割 ７ 割 ８ 割
特定集中治療室管理料 ２ ８ 割 ７ 割 ８ 割
特定集中治療室管理料 ３ ７ 割 ６ 割 ７ 割
特定集中治療室管理料 ４ ７ 割 ６ 割 ７ 割
［経過措置］
令和 ４ 年 ３ 月31日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている病棟にあっては、令和 ４ 年 ９ 月30日までの間
に限り、令和 ４ 年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和
２ 年 ３ 月 ５ 日保医発0305第 ２ 号）の別添 ６ の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価
票を用いて評価をしても差し支えないこと。

特定入院料 Ａ300・注11／Ａ301・注 ６ 　重症患者対応体制強化加算 新設

【Ⅰ－ ３　医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価－⑥】

特定集中治療室等における重症患者対応体制の強化に係る評価
▲

基本的な考え方
集中治療領域における重症患者対応の
強化及び人材育成の重要性を踏まえ、
特定集中治療室等における重症患者対
応に係る体制について、新たな評価を
行う。

具体的な内容
特殊な治療法に係る実績を有する保険医療機関の特定集中
治療室等において、専門性の高い看護師及び臨床工学技士
を配置するとともに、医師、看護師又は臨床工学技士が、
重症患者への看護に当たり必要な知識・技術の習得とその
向上を目的とした院内研修を実施するなど、重症患者対応
の強化に資する体制を確保している場合の評価を新設する。

点数 A300・注11／ A301・注 6 　重症患者対応体制強化加算
イ　 3 日以内の期間　　　　　　　　750点
ロ　 4 日以上 7 日以内の期間　　　　500点
ハ　 8 日以上14日以内の期間　　　　300点

対象
患者

特定集中治療室管理料 1 から 4 まで又は救命救急入院料 2 若しくは 4 を算定する病室に入院している患
者

算定
要件

重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の
入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

施設
基準

⑴　当該治療室を有する保険医療機関内において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されている
こと。

⑵　集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を 5 年以上有し、集中治療を必要とする患者の看
護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師（以下「常勤看護師」という。）が 1 名以上配置
されていること。

⑶　救命救急入院料又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関において 5 年以上
勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が 1 名以上配置されていること。

⑷　常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を 3 年以上有する看護師が 2
名以上配置されていること。

⑸　⑷に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研修を受講し
ていること。
ア　国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修（修了証が交付されるものに限る。）であっ

て、講義及び演習により集中治療を要する患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護
師の養成を目的とした研修

イ　保健師助産師看護師法第37条の 2 第 2 項第五号に規定する指定研修機関において行われる集中治
療を必要とする患者の看護に関する研修

⑹　医師、⑷に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必要とする患者の看護に従事する
看護職員を対象とした院内研修を、年 1 回以上実施すること。なお、院内研修は重症患者への看護実
践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした研修であり、講義及び演習に、次のいず
れの内容も含むものであること。
ア　重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護
イ　人工呼吸器及び体外式膜型人工肺（ECMO）を用いた重症患者の看護の実際

⑺　⑷に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を要する患者の看護に関する研修に
講師として参加するなど、地域の医療機関等と協働した活動に参加することが望ましいこと。

⑻　⑷に規定する看護師の年間の研修受講状況や地域活動への参加状況について記録すること。
⑼　新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を行う看護

師が 2 名以上確保されていること。なお、当該看護師は、⑷に規定する看護師であることが望ましい
こと。

⑽　区分番号「Ａ200­ 2 」急性期充実体制加算及び区分番号「Ａ234­ 2 」感染対策向上加算 1 に係る届
出を行っている保険医療機関であること。ただし、令和 5 年 3 月31日までの間に限り、「Ａ200­ 2 」
急性期充実体制加算に係る届出を行っていなくても差し支えない。

⑾　⑷に規定する看護師は、当該治療室に係る特定集中治療室管理料（救命救急入院料）の施設基準に
係る看護配置に含めないこと。

⑿　⑷に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務した治療室又
は病棟における看護師の勤務時間数に含めないこと。

⒀　特定集中治療室管理料（救命救急入院料）の算定に係る治療室に入院している全ての患者の状態
を、特定集中治療室用等の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて測定及び評価し、その結
果、「特殊な治療法等」に該当する患者が 1 割 5 分以上であること。ただし、該当患者の割合につい
ては、暦月で 6 か月を超えない期間の 1 割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届
出を行う必要はないこと。
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Ａ234-4 重症患者初期支援充実加算第１部　〔3〕主な改定項目

点数 A300・注11／ A301・注 6 　重症患者対応体制強化加算
イ　 3 日以内の期間　　　　　　　　750点
ロ　 4 日以上 7 日以内の期間　　　　500点
ハ　 8 日以上14日以内の期間　　　　300点

対象
患者

特定集中治療室管理料 1 から 4 まで又は救命救急入院料 2 若しくは 4 を算定する病室に入院している患
者

算定
要件

重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の
入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

施設
基準

⑴　当該治療室を有する保険医療機関内において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されている
こと。

⑵　集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を 5 年以上有し、集中治療を必要とする患者の看
護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師（以下「常勤看護師」という。）が 1 名以上配置
されていること。

⑶　救命救急入院料又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関において 5 年以上
勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が 1 名以上配置されていること。

⑷　常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を 3 年以上有する看護師が 2
名以上配置されていること。

⑸　⑷に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研修を受講し
ていること。
ア　国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修（修了証が交付されるものに限る。）であっ

て、講義及び演習により集中治療を要する患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護
師の養成を目的とした研修

イ　保健師助産師看護師法第37条の 2 第 2 項第五号に規定する指定研修機関において行われる集中治
療を必要とする患者の看護に関する研修

⑹　医師、⑷に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必要とする患者の看護に従事する
看護職員を対象とした院内研修を、年 1 回以上実施すること。なお、院内研修は重症患者への看護実
践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした研修であり、講義及び演習に、次のいず
れの内容も含むものであること。
ア　重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護
イ　人工呼吸器及び体外式膜型人工肺（ECMO）を用いた重症患者の看護の実際

⑺　⑷に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を要する患者の看護に関する研修に
講師として参加するなど、地域の医療機関等と協働した活動に参加することが望ましいこと。

⑻　⑷に規定する看護師の年間の研修受講状況や地域活動への参加状況について記録すること。
⑼　新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を行う看護

師が 2 名以上確保されていること。なお、当該看護師は、⑷に規定する看護師であることが望ましい
こと。

⑽　区分番号「Ａ200­ 2 」急性期充実体制加算及び区分番号「Ａ234­ 2 」感染対策向上加算 1 に係る届
出を行っている保険医療機関であること。ただし、令和 5 年 3 月31日までの間に限り、「Ａ200­ 2 」
急性期充実体制加算に係る届出を行っていなくても差し支えない。

⑾　⑷に規定する看護師は、当該治療室に係る特定集中治療室管理料（救命救急入院料）の施設基準に
係る看護配置に含めないこと。

⑿　⑷に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務した治療室又
は病棟における看護師の勤務時間数に含めないこと。

⒀　特定集中治療室管理料（救命救急入院料）の算定に係る治療室に入院している全ての患者の状態
を、特定集中治療室用等の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて測定及び評価し、その結
果、「特殊な治療法等」に該当する患者が 1 割 5 分以上であること。ただし、該当患者の割合につい
ては、暦月で 6 か月を超えない期間の 1 割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届
出を行う必要はないこと。

入院基本料等加算 Ａ234-4 重症患者初期支援充実加算 新設

【Ⅰ－ ３　医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価－⑦】

重症患者等に対する支援に係る評価

▲

基本的な考え方
集中治療領域において、特に重篤な状態の
患者及びその家族等に対する支援を推進す
る観点から、専任の担当者（入院時重症患
者対応メディエーター）を配置して当該患
者等に対する支援を行う体制を整備した場
合について、新たな評価を行う。

具体的な内容
集中治療領域において、患者の治療に直接関わらない
専任の担当者である「入院時重症患者対応メディエー
ター」が、当該患者の治療を行う医師・看護師等の他
職種とともに、当該患者及びその家族等に対して、治
療方針・内容等の理解及び意向の表明を支援する体制
を整備している場合の評価を新設する。

点数 A234­4　重症患者初期支援充実加算（ 1 日につき）　　　　300点
対象
患者

集中治療領域における入院患者

算定
要件

特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者（第 3 節の特定入院料のう
ち、重症患者初期支援充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。）について、入院し
た日から起算して 3 日を限度として所定点数に加算する。

施設
基準

⑴　患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
⑵　特に重篤な患者及びその家族等に対する支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
⑶　当該保険医療機関内に、当該患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、当該治療方

針等に係る意向を表明するための支援を行う専任の担当者（以下「入院時重症患者対応メディエータ
ー」という。）を配置していること。なお、当該支援に当たっては、当該患者の診療を担う医師及び
看護師等の他職種とともに支援を行うこと。

⑷　入院時重症患者対応メディエーターは、当該患者の治療に直接関わらない者であって、以下のいず
れかに該当するものであること。なお、以下のアに掲げる者については、医療関係団体等が実施する
特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了していることが望ましいこと。
ア　医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医療有資格者
イ　医療有資格者以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対

する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者
⑸　当該患者及びその家族等に対する支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが月 1 回程度開催

されており、入院時重症患者対応メディエーター、集中治療部門の職員等に加え、必要に応じて当該
患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。なお、当該カンファレンスは、区分番号「Ａ
234­ 3 」に掲げる患者サポート体制充実加算におけるカンファレンスを活用することで差し支えない。

⑹　当該患者及びその家族等に対する支援に係る対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職
員に遵守させていること。なお、当該マニュアルは、区分番号「Ａ234­ 3 」に掲げる患者サポート体
制充実加算におけるマニュアルを活用することで差し支えない。

⑺　当該患者及びその家族等に対する支援の内容その他必要な実績を記録していること。
⑻　定期的に当該患者及びその家族等に対する支援体制に関する取組の見直しを行っていること。

（※ ）救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医
療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料及
び新生児治療回復室入院医療管理料において算定可能とする。

点数 A234­4　重症患者初期支援充実加算（ 1 日につき）　　　　300点
対象
患者

集中治療領域における入院患者

算定
要件

特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者（第 3 節の特定入院料のう
ち、重症患者初期支援充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。）について、入院し
た日から起算して 3 日を限度として所定点数に加算する。

施設
基準

⑴　患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
⑵　特に重篤な患者及びその家族等に対する支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
⑶　当該保険医療機関内に、当該患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、当該治療方

針等に係る意向を表明するための支援を行う専任の担当者（以下「入院時重症患者対応メディエータ
ー」という。）を配置していること。なお、当該支援に当たっては、当該患者の診療を担う医師及び
看護師等の他職種とともに支援を行うこと。

⑷　入院時重症患者対応メディエーターは、当該患者の治療に直接関わらない者であって、以下のいず
れかに該当するものであること。なお、以下のアに掲げる者については、医療関係団体等が実施する
特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了していることが望ましいこと。
ア　医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医療有資格者
イ　医療有資格者以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対

する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者
⑸　当該患者及びその家族等に対する支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが月 1 回程度開催

されており、入院時重症患者対応メディエーター、集中治療部門の職員等に加え、必要に応じて当該
患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。なお、当該カンファレンスは、区分番号「Ａ
234­ 3 」に掲げる患者サポート体制充実加算におけるカンファレンスを活用することで差し支えない。

⑹　当該患者及びその家族等に対する支援に係る対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職
員に遵守させていること。なお、当該マニュアルは、区分番号「Ａ234­ 3 」に掲げる患者サポート体
制充実加算におけるマニュアルを活用することで差し支えない。

⑺　当該患者及びその家族等に対する支援の内容その他必要な実績を記録していること。
⑻　定期的に当該患者及びその家族等に対する支援体制に関する取組の見直しを行っていること。

（※ ）救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医
療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料及
び新生児治療回復室入院医療管理料において算定可能とする。
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注３ 　病院である保険医療機関（許可病床（医
療法の規定に基づき許可を受け、若しくは
届出をし、又は承認を受けた病床をいう。
以下この表において同じ。）の数が400床以
上である病院（特定機能病院、地域医療支
援病院及び一般病床に係るものの数が200
未満の病院を除く。）に限る。）であって、
初診の患者に占める他の病院又は診療所等
からの文書による紹介があるものの割合等
が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が
定める患者に対して初診を行った場合に
は、注１の規定にかかわらず、214点を算
定する。

注４ 　医療用医薬品の取引価格の妥結率（当該
保険医療機関において購入された使用薬剤
の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省
告示第60号。以下「薬価基準」という。）
に収載されている医療用医薬品の薬価総額
（各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を
乗じた価格を合算したものをいう。以下同
じ。）に占める卸売販売業者（医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律（昭和35年法律第145号）
第34条第５項に規定する卸売販売業者をい
う。）と当該保険医療機関との間での取引
価格が定められた薬価基準に収載されてい
る医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。
以下同じ。）に関して別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関（許
可病床数が200床以上である病院に限る。）
において初診を行った場合には、注１の規
定にかかわらず、特定妥結率初診料とし
て、214点を算定する。

注５ 　１傷病の診療継続中に他の傷病が発生し
て初診を行った場合は、それらの傷病に係
る初診料は、併せて１回とし、第１回の初
診のときに算定する。ただし、同一保険医
療機関において、同一日に他の傷病につい
て、新たに別の診療科を初診として受診し
た場合は、２つ目の診療科に限り144点
（注２から注４までに規定する場合にあっ
ては、107点）を算定できる。ただし書の
場合においては、注６から注10までに規定
する加算は算定しない。

注１ 　保険医療機関において初診を行った場合
に算定する。

注２ 　病院である保険医療機関（特定機能病院
（医療法（昭和23年法律第205号）第４条の
２第１項に規定する特定機能病院をいう。
以下この表において同じ。）及び地域医療
支援病院（同法第４条第１項に規定する地
域医療支援病院をいう。以下この表におい
て同じ。）（同法第７条第２項第５号に規定
する一般病床（以下「一般病床」という。）
に係るものの数が200未満の病院を除く。）
に限る。）であって、初診の患者に占める
他の病院又は診療所等からの文書による紹
介があるものの割合等が低いものにおい
て、別に厚生労働大臣が定める患者に対し
て初診を行った場合には、注１の規定にか
かわらず、214点を算定する。

１ 　健康保険法第63条第１項第１号及び高齢者
医療確保法第64条第１項第１号の規定による
初診及び再診の費用は、第１節又は第２節の
各区分の所定点数により算定する。ただし、
同時に２以上の傷病について初診を行った場
合又は再診を行った場合には、区分番号Ａ
000に掲げる初診料の注５のただし書、区分
番号Ａ001に掲げる再診料の注３及び区分番
号Ａ002に掲げる外来診療料の注５に規定す
る場合を除き、初診料又は再診料（外来診療
料を含む。）は、１回として算定する。
２ 　歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて
行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び
歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初
診料又は再診料（外来診療料を含む。）を算
定する。
３ 　入院中の患者（第２部第４節に規定する短
期滞在手術等基本料を算定する患者を含
む。）に対する再診の費用（区分番号Ａ001に
掲げる再診料の注５及び注６に規定する加算
並びに区分番号Ａ002に掲げる外来診療料の
注８及び注９に規定する加算を除く。）は、
第２部第１節、第３節又は第４節の各区分の
所定点数に含まれるものとする。

Ａ000 初診料 288点
注１ 　保険医療機関において初診を行った場合
に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、情報通信機器を用いた初診を行っ
た場合には、251点を算定する。

注２ 　病院である保険医療機関（特定機能病院
（医療法（昭和23年法律第205号）第４条の
２第１項に規定する特定機能病院をいう。
以下この表において同じ。）、地域医療支援
病院（同法第４条第１項に規定する地域医
療支援病院をいう。以下この表において同
じ。）（同法第７条第２項第５号に規定する
一般病床（以下「一般病床」という。）の
数が200未満であるものを除く。）及び外来
機能報告対象病院等（同法第30条の18の２
第１項に規定する外来機能報告対象病院等
をいう。以下この表において同じ。）（同法
第30条の18の４第１項第２号の規定に基づ
き、同法第30条の18の２第１項第１号の厚
生労働省令で定める外来医療を提供する基
幹的な病院として都道府県が公表したもの
に限り、一般病床の数が200未満であるも

通則

第１節　初診料

Ａ000 初診料

【注の見直し】

【注の見直し】

のを除く。）に限る。）であって、初診の患
者に占める他の病院又は診療所等からの文
書による紹介があるものの割合等が低いも
のにおいて、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して初診を行った場合には、注１本
文の規定にかかわらず、214点（注1のただ
し書に規定する場合にあっては、186点）
を算定する。

注３ 　病院である保険医療機関（許可病床（医
療法の規定に基づき許可を受け、若しくは
届出をし、又は承認を受けた病床をいう。
以下この表において同じ。）の数が400床以
上である病院（特定機能病院、地域医療支
援病院、外来機能報告対象病院等（同法第
30条の18の４第１項第２号の規定に基づ
き、同法第30条の18の２第１項第１号の厚
生労働省令で定める外来医療を提供する基
幹的な病院として都道府県が公表したもの
に限る。）及び一般病床の数が200未満であ
るものを除く。）に限る。）であって、初診
の患者に占める他の病院又は診療所等から
の文書による紹介があるものの割合等が低
いものにおいて、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して初診を行った場合には、注
１本文の規定にかかわらず、214点（注１
のただし書に規定する場合にあっては、
186点）を算定する。

注４ 　医療用医薬品の取引価格の妥結率（当該
保険医療機関において購入された使用薬剤
の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省
告示第60号。以下「薬価基準」という。）
に収載されている医療用医薬品の薬価総額
（各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を
乗じた価格を合算したものをいう。以下同
じ。）に占める卸売販売業者（医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律（昭和35年法律第145号）
第34条第５項に規定する卸売販売業者をい
う。）と当該保険医療機関との間での取引
価格が定められた薬価基準に収載されてい
る医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。
以下同じ。）に関して別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関（許
可病床数が200床以上である病院に限る。）
において初診を行った場合には、注１本文
の規定にかかわらず、特定妥結率初診料と
して、214点（注１のただし書に規定する
場合にあっては、186点）を算定する。

注５ 　１傷病の診療継続中に他の傷病が発生し
て初診を行った場合は、それらの傷病に係
る初診料は、併せて１回とし、第１回の初
診のときに算定する。ただし、同一保険医
療機関において、同一日に他の傷病につい
て、新たに別の診療科を初診として受診し
た場合は、２つ目の診療科に限り144点
（注１のただし書に規定する場合にあって
は、125点）を、この場合において注２か
ら注４までに規定する場合は、107点（注
１のただし書に規定する場合にあっては、
93点）を算定できる。ただし書の場合にお
いては、注６から注14までに規定する加算
は算定しない。

注６ 　６歳未満の乳幼児に対して初診を行った
場合は、乳幼児加算として、75点を所定点
数に加算する。ただし、注７又は注８に規

 

【注の見直し】

【注の見直し】

【注の見直し】

Ⅰ　医科診療報酬点数表　新旧対照表
第１章　基本診療料
第１部　初・再診料
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たす保険医療機関を受診した患者に対し
て、健康保険法第３条第13項に規定する電
子資格確認により、当該患者に係る診療情
報等を取得した上で初診を行った場合は、
電子的保健医療情報活用加算として、月１
回に限り７点を所定点数に加算する。ただ
し、当該患者に係る診療情報等の取得が困
難な場合又は他の保険医療機関から当該患
者に係る診療情報等の提供を受けた場合等
にあっては、月１回に限り３点を所定点数
に加算する。

Ａ001 再診料 73点
注１ 　保険医療機関（許可病床のうち一般病床
に係るものの数が200以上のものを除く。）
において再診を行った場合（別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において情報通信機器を用いた再診を
行った場合を含む。）に算定する。

注２ 　医療用医薬品の取引価格の妥結率に関し
て別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関（許可病床数が200床以
上である病院に限る。）において再診を行
った場合には、注１の規定にかかわらず、
特定妥結率再診料として、54点を算定する。

注３ 　同一保険医療機関において、同一日に他
の傷病について、別の診療科を再診として
受診した場合は、注１の規定にかかわら
ず、２つ目の診療科に限り、37点（注２に
規定する場合にあっては、27点）を算定す
る。この場合において、注４から注８まで
及び注10から注18までに規定する加算は算
定しない。

注４ 　６歳未満の乳幼児に対して再診を行った
場合は、乳幼児加算として、38点を所定点
数に加算する。ただし、注５又は注６に規
定する加算を算定する場合は算定しない。

注５ 　保険医療機関が表示する診療時間以外の
時間、休日又は深夜において再診を行った
場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加
算として、それぞれ65点、190点又は420点
（６歳未満の乳幼児の場合にあっては、そ
れぞれ135点、260点又は590点）を所定点
数に加算する。ただし、区分番号Ａ000に
掲げる初診料の注７のただし書に規定する
保険医療機関にあっては、同注のただし書
に規定する時間において再診を行った場合
は、180点（６歳未満の乳幼児の場合にあ
っては、250点）を所定点数に加算する。

注６ 　小児科を標榜する保険医療機関（区分番
号Ａ000に掲げる初診料の注７のただし書
に規定するものを除く。）にあっては、夜
間であって別に厚生労働大臣が定める時
間、休日又は深夜（当該保険医療機関が表
示する診療時間内の時間に限る。）におい
て６歳未満の乳幼児に対して再診を行った
場合は、注５の規定にかかわらず、それぞ
れ135点、260点又は590点を所定点数に加
算する。

注 ７ 　区分番号Ａ000に掲げる初診料の注９に
規定する別に厚生労働大臣が定める施設基

定する加算を算定する場合は算定しない。
注７ 　保険医療機関が表示する診療時間以外の
時間（深夜（午後10時から午前６時までの
間をいう。以下この表において同じ。）及
び休日を除く。以下この表において同
じ。）、休日（深夜を除く。以下この表にお
いて同じ。）又は深夜において初診を行っ
た場合は、時間外加算、休日加算又は深夜
加算として、それぞれ85点、250点又は480
点（６歳未満の乳幼児の場合にあっては、
それぞれ200点、365点又は695点）を所定
点数に加算する。ただし、専ら夜間におけ
る救急医療の確保のために設けられている
保険医療機関にあっては、夜間であって別
に厚生労働大臣が定める時間において初診
を行った場合は、230点（６歳未満の乳幼
児の場合にあっては、345点）を所定点数
に加算する。

注８ 　小児科を標榜する保険医療機関（注７の
ただし書に規定するものを除く。）にあっ
ては、夜間であって別に厚生労働大臣が定
める時間、休日又は深夜（当該保険医療機
関が表示する診療時間内の時間に限る。）
において６歳未満の乳幼児に対して初診を
行った場合は、注７の規定にかかわらず、
それぞれ200点、365点又は695点を所定点
数に加算する。

注９ 　別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関（診療所に限る。）が、
午後６時（土曜日にあっては正午）から午
前８時までの間（深夜及び休日を除く。）、
休日又は深夜であって、当該保険医療機関
が表示する診療時間内の時間において初診
を行った場合は、夜間・早朝等加算とし
て、50点を所定点数に加算する。ただし、
注７のただし書又は注８に規定する加算を
算定する場合にあっては、この限りでない。

注10 　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関（許可病床数が200床
未満の病院又は診療所に限る。）において
初診を行った場合は、機能強化加算とし
て、80点を所定点数に加算する。

注11 　組織的な感染防止対策につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関（診療所に限る。）において初診を
行った場合は、外来感染対策向上加算とし
て、月１回に限り６点を所定点数に加算す
る。

注12 　注11に該当する場合であって、感染症対
策に関する医療機関間の連携体制につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において初診を行った場合
は、連携強化加算として、月１回に限り３
点を更に所定点数に加算する。

注13 　注11に該当する場合であって、感染防止
対策に資する情報を提供する体制につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において初診を行った場合
は、サーベイランス強化加算として、月１
回に限り１点を更に所定点数に加算する。

注14 　別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

 

第2節　再診料
Ａ001 再診料

【注の見直し】

【注の見直し】

【注の追加】

【注の追加】

【注の追加】

【注の追加】

注１ 　保険医療機関（許可病床のうち一般病床
に係るものの数が200以上のものを除く。）
において再診を行った場合に算定する。

注３ 　同一保険医療機関において、同一日に他
の傷病について、別の診療科を再診として
受診した場合は、注１の規定にかかわら
ず、２つ目の診療科に限り、37点（注２に
規定する場合にあっては、27点）を算定す
る。この場合において、注４から注８まで
及び注10から注14までに規定する加算は算
定しない。

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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算として、当該基準に係る区分に従い、次
に掲げる点数を所定点数に加算する。

　　イ　認知症地域包括診療加算１ 35点
　　ロ　認知症地域包括診療加算２ 28点
注14 　注12又は注13の場合において、他の保険
医療機関に入院した患者又は介護保険法第
８条第28項に規定する介護老人保健施設
（以下「介護老人保健施設」という。）に入
所した患者について、当該他の保険医療機
関又は介護老人保健施設と連携して薬剤の
服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有等
を行うとともに、当該他の保険医療機関又
は介護老人保健施設において処方した薬剤
の種類数が減少した場合であって、退院後
又は退所後１月以内に当該他の保険医療機
関又は介護老人保健施設から入院中又は入
所中の処方内容について情報提供を受けた
場合には、薬剤適正使用連携加算として、
退院日又は退所日の属する月から起算して
２月目までに１回に限り、30点を更に所定
点数に加算する。

注15 　組織的な感染防止対策につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関（診療所に限る。）において再診を
行った場合は、外来感染対策向上加算とし
て、月１回に限り６点を所定点数に加算す
る。

注16 　注15に該当する場合であって、感染症対
策に関する医療機関間の連携体制につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において再診を行った場合
は、連携強化加算として、月１回に限り３
点を更に所定点数に加算する。

注17 　注15に該当する場合であって、感染防止
対策に資する情報を提供する体制につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において再診を行った場合
は、サーベイランス強化加算として、月１
回に限り１点を更に所定点数に加算する。

注18 　別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関を受診した患者に対し
て、健康保険法第３条第13項に規定する電
子資格確認により、当該患者に係る診療情
報等を取得した上で再診を行った場合は、
電子的保健医療情報活用加算として、月１
回に限り４点を所定点数に加算する。

Ａ002 外来診療料 74点
注１ 　許可病床のうち一般病床に係るものの数
が200以上である保険医療機関において再
診を行った場合に算定する。ただし、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において、情報通信機器を用
いた再診を行った場合には、73点を算定す
る。

注２ 　病院である保険医療機関（特定機能病
院、地域医療支援病院及び外来機能報告対
象病院等（医療法第30条の18の４第１項第
２号の規定に基づき、同法第30条の18の２
第１項第１号の厚生労働省令で定める外来
医療を提供する基幹的な病院として都道府

準を満たす保険医療機関（診療所に限る。）
が、午後６時（土曜日にあっては正午）か
ら午前８時までの間（深夜及び休日を除
く。）、休日又は深夜であって、当該保険医
療機関が表示する診療時間内の時間におい
て再診を行った場合は、夜間・早朝等加算
として、50点を所定点数に加算する。ただ
し、注５のただし書又は注６に規定する場
合にあっては、この限りでない。

注８ 　入院中の患者以外の患者に対して、慢性
疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定
める検査並びに第７部リハビリテーショ
ン、第８部精神科専門療法、第９部処置、
第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線
治療を行わないものとして別に厚生労働大
臣が定める計画的な医学管理を行った場合
は、外来管理加算として、52点を所定点数
に加算する。

注９ 　患者又はその看護に当たっている者から
電話等によって治療上の意見を求められて
指示をした場合においても、再診料を算定
することができる。ただし、この場合にお
いて、注８、注12、注13及び注15から注18
までに規定する加算は算定しない。

注10 　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関（診療所に限る。）に
おいて再診を行った場合には、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞ
れ所定点数に加算する。

　　イ　時間外対応加算１ ５点
　　ロ　時間外対応加算２ ３点
　　ハ　時間外対応加算３ １点
注11 　個別の費用の計算の基礎となった項目ご
とに記載した明細書の発行等につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関（診療所に限る。）を受診した患
者については、明細書発行体制等加算とし
て、１点を所定点数に加算する。

注12 　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関（診療所に限る。）に
おいて、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、
慢性心不全、慢性腎臓病（慢性維持透析を
行っていないものに限る。）又は認知症の
うち２以上の疾患を有する患者に対して、
当該患者の同意を得て、療養上必要な指導
及び診療を行った場合には、地域包括診療
加算として、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数を所定点数に加算する。

　　イ　地域包括診療加算１ 25点
　　ロ　地域包括診療加算２ 18点
注13 　別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関（診療所に限る。）にお
いて、認知症の患者（認知症以外に１以上
の疾患（疑いのものを除く。）を有するも
のであって、１処方につき５種類を超える
内服薬の投薬を行った場合及び１処方につ
き抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡
眠薬を合わせて３種類を超えて投薬を行っ
た場合のいずれにも該当しないものに限
る。）に対して、当該患者又はその家族等
の同意を得て、療養上必要な指導及び診療
を行った場合には、認知症地域包括診療加

【注の追加】

【注の追加】

【注の追加】

【注の追加】

Ａ002 外来診療料

【注の見直し】

【注の見直し】

【注の見直し】

【注の見直し】

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

注１ 　許可病床のうち一般病床に係るものの数
が200以上である保険医療機関において再
診を行った場合に算定する。

注２ 　病院である保険医療機関（特定機能病院
及び地域医療支援病院に限る。）であっ
て、初診の患者に占める他の病院又は診療
所等からの文書による紹介があるものの割
合等が低いものにおいて、別に厚生労働大
臣が定める患者に対して再診を行った場合

注９ 　患者又はその看護に当たっている者から
電話等によって治療上の意見を求められて
指示をした場合においても、再診料を算定
することができる。ただし、この場合にお
いて、注８の外来管理加算、注12の地域包
括診療加算及び注13の認知症地域包括診療
加算は算定しない。

注12 　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関（診療所に限る。）に
おいて、脂質異常症、高血圧症、糖尿病又
は認知症のうち２以上の疾患を有する患者
に対して、当該患者の同意を得て、療養上
必要な指導及び診療を行った場合には、地
域包括診療加算として、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加
算する。
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　　ル　耳処置
　　ヲ　耳管処置
　　ワ　鼻処置
　　カ　口腔、咽頭処置
　　ヨ　間接喉頭鏡下喉頭処置
　　タ　ネブライザ
　　レ　超音波ネブライザ
　　ソ　介達牽引
　　ツ　消炎鎮痛等処置
注７ 　６歳未満の乳幼児に対して再診を行った
場合は、乳幼児加算として、38点を所定点
数に加算する。ただし、注８又は注９に規
定する加算を算定する場合は算定しない。

注８ 　保険医療機関が表示する診療時間以外の
時間、休日又は深夜において再診を行った
場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加
算として、それぞれ65点、190点又は420点
（６歳未満の乳幼児の場合にあっては、そ
れぞれ135点、260点又は590点）を所定点
数に加算する。ただし、区分番号Ａ000に
掲げる初診料の注７のただし書に規定する
保険医療機関にあっては、同注のただし書
に規定する時間において再診を行った場合
は、180点（６歳未満の乳幼児の場合にお
いては、250点）を所定点数に加算する。

注９ 　小児科を標榜する保険医療機関（区分番
号Ａ000に掲げる初診料の注７のただし書
に規定するものを除く。）にあっては、夜
間であって別に厚生労働大臣が定める時
間、休日又は深夜（当該保険医療機関が表
示する診療時間内の時間に限る。）におい
て６歳未満の乳幼児に対して再診を行った
場合は、注８の規定にかかわらず、それぞ
れ135点、260点又は590点を所定点数に加
算する。

注10 　別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関を受診した患者に対し
て、健康保険法第３条第13項に規定する電
子資格確認により、当該患者に係る診療情
報等を取得した上で再診を行った場合は、
電子的保健医療情報活用加算として、月１
回に限り４点を所定点数に加算する。

Ａ003　削除

県が公表したものに限る。）に限る。）であ
って、初診の患者に占める他の病院又は診
療所等からの文書による紹介があるものの
割合等が低いものにおいて、別に厚生労働
大臣が定める患者に対して再診を行った場
合には、注１の規定にかかわらず、55点を
算定する。

注３ 　病院である保険医療機関（許可病床数が
400床以上である病院（特定機能病院、地
域医療支援病院及び外来機能報告対象病院
等（医療法第30条の18の４第１項第２号の
規定に基づき、同法第30条の18の２第１項
第１号の厚生労働省令で定める外来医療を
提供する基幹的な病院として都道府県が公
表したものに限る。）を除く。）に限る。）
であって、初診の患者に占める他の病院又
は診療所等からの文書による紹介があるも
のの割合等が低いものにおいて、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して再診を行っ
た場合には、注１の規定にかかわらず、55
点を算定する。

注４ 　医療用医薬品の取引価格の妥結率に関し
て別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関において再診を行った場
合には、注１の規定にかかわらず、特定妥
結率外来診療料として、55点を算定する。

注５ 　同一保険医療機関において、同一日に他
の傷病について、別の診療科を再診として
受診した場合は、注１の規定にかかわら
ず、２つ目の診療科に限り37点（注２から
注４までに規定する場合にあっては、27
点）を算定する。この場合において、注６
のただし書及び注７から注10までに規定す
る加算は算定しない。

注６ 　第２章第３部検査及び第９部処置のうち
次に掲げるものは、外来診療料に含まれる
ものとする。ただし、第２章第３部第１節
第１款検体検査実施料の通則第３号に規定
する加算は、外来診療料に係る加算として
別に算定することができる。

　　イ　尿検査
 　　　 　区分番号Ｄ000からＤ002-2までに掲げ

るもの
　　ロ　糞便検査
　　　  　区分番号Ｄ003（カルプロテクチン

（糞便）を除 く。）に掲げるもの
　　ハ　血液形態・機能検査
　　　  　区分番号Ｄ005（ヘモグロビンA1c

（HbA1c）、デオキシチミジンキナーゼ
（TK）活性、ターミナルデオキシヌクレ
オチジルトランスフェラーゼ（TdT）、
骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査（一
連につき）を除く。）に掲げるもの

　　ニ　創傷処置
　　　 　100平方センチメートル未満のもの及

び100平方センチメートル以上500平方セ
ンチメートル未満のもの

　　ホ　削除
　　ヘ　皮膚科軟膏処置
　　　 　100平方センチメートル以上500平方セ

ンチメートル未満のもの
　　ト　膀胱洗浄
　　チ　腟洗浄
　　リ　眼処置
　　ヌ　睫毛抜去

【注の追加】

【注の見直し】

【注の見直し】

【注の見直し】

　　タ　ネブライザー
　　レ　超音波ネブライザー

（新設）

Ａ003 オンライン診療料（月１回） 71点
注１ 　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、継続的に対
面診療を行っている患者であって、別に厚
生労働大臣が定めるものに対して、情報通
信機器を用いた診療を行った場合に、患者
１人につき月１回に限り算定する。ただ
し、連続する３月は算定できない。

注 ２ 　区分番号Ａ000に掲げる初診料、区分番
号Ａ001に掲げる再診料、区分番号Ａ002に
掲げる外来診療料、区分番号Ｃ001に掲げ
る在宅患者訪問診療料（Ⅰ）又は区分番号
Ｃ001-2に掲げる在宅患者訪問診療料（Ⅱ）
を算定する月は、別に算定できない。

注３ 　別に厚生労働大臣が定める地域に所在す
る保険医療機関において、医師の急病等や
むを得ない事情により診療の実施が困難と
なる場合であって、当該保険医療機関が、
同一の二次医療圏（医療法第30条の４第２
項第12号に規定する区域をいう。）に所在
する注１に規定する施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た他

には、注１の規定にかかわらず、55点を算
定する。

注３ 　病院である保険医療機関（許可病床数が
400床以上である病院（特定機能病院及び
地域医療支援病院を除く。）に限る。）であ
って、初診の患者に占める他の病院又は診
療所等からの文書による紹介があるものの
割合等が低いものにおいて、別に厚生労働
大臣が定める患者に対して再診を行った場
合には、注１の規定にかかわらず、55点を
算定する。

注５ 　同一保険医療機関において、同一日に他
の傷病について、別の診療科を再診として
受診した場合は、注１の規定にかかわら
ず、２つ目の診療科に限り37点（注２から
注４までに規定する場合にあっては、27
点）を算定する。この場合において、注６
のただし書及び注７から注９までに規定す
る加算は算定しない。
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